
恭請王命考

叢

説恭
請
王
命
考

-

清
代
死
刑
裁
判

に
お
け
る

「
権
宜
」

と

「定

例
」

鈴

木

秀

光

●
キ
-
ワ
ー
ド

恭
請
王
命
、
死
刑
、
刑
事
裁
判
、
官
僚
制
、
制
度

は

じ

め

に

清
代

、
督

撫
等
が
王
命
旗
牌

を
持

ち
出
し

て
皇
帝

の
裁

可
を
待

つ
こ
と

な
く
先
行

し

て
死
刑

に
し
、
事
後
的

に
上
奏

し
て
報
告

す
る

こ
と
を

「恭

請
王
命
」

と
呼

ん
だ
。
当
時
、
犯
罪
者

を
死
刑

に
す

る
場
合

、
律
例

で
定

擬
を
し
て
州
県

か
ら
順
次
解
審

し
、
督
撫
が
請

旨
の
上
奏
を
し

て
皇
帝
の
裁
可

を
必
要
と
す
る

手
続
が
存
在
し

た
が

(以
下
、

こ

の

一
連

の
手
続

を
滋
賀

秀
三
氏

の
用
語

を
借
り

て

「必

要
的
覆

審
制
」

と
称

す

る
)
、
先

行
研
究

に
お
い

て
恭
請

王
命

は
、

こ
う

し
た

手
続

に
よ
る
死
刑

の
例
外
的
措

置
と
し

て
若
干
言

及
さ
れ

る
に
過
ぎ

な

い
。

恭

請

王
命

で
用

い
ら

れ

る
王
命
旗

牌

と

は
、
旗

と
牌

の
総

称

で
あ

る

(上

図
参
照

)。

そ

し
て
そ

の
保

管

に
関

す

る
雍

正

三

(
一
七

二
五
)
年

の
諭
旨

に
、

各

省

の
総
督

・
巡
撫

・
提
督

・
総
兵

に
は
、
旧
例

と
し

て
均

し
く

王

命

旗
牌
を
頒
発

す
る
。
節
鎮

の
権

を
重

ん
じ
、
天
室

の
威
を
崇
ぶ
所

以

で
あ

る
。

〔各
省

督
撫
提
鎮
、

旧
例
均
頒
発
王
命
旗
牌

。
所
以
重
節
鎮

之
権
、

崇

天
室

之
威
也
。
〕

と
あ

る
よ
う

に
、
皇
帝
権
威

を
象
徴
す

る
軍

器
と
し

て
地
方

の
文
武

の
大
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官

た
る
総
督

・
巡
撫

・
提
督

・
総
兵

(督
撫
提
鎮
)

に
給
与

さ
れ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

王
命
旗
牌

に

つ
い
て
、

『六
部

成
語
註

解
』

の

「
王
命
旗

牌
」

の
註
釈

に
は
、も

し
軍
や
国

の
緊
急

の
大
事

で
、

旨
を
請
う
時
間
が
無

い
場
合
、

こ

の
旗
牌

で
伝
命

す

る
こ
と

で
、

あ
た

か
も
既

に
旨

を
奉
じ

た
場
合

と

同

様

に
な

る
。

〔
如
有
軍
国
緊
急

大
事
、
不
及
請

旨
、
即
以
此
旗
牌

伝
命
、
如
同
已

奉

了
旨
意

一
様
。
〕

と
あ
り
、
同
時
代
人

の
印
象

と
し
て
、
王
命
旗
牌

は
軍
事

上

の
事
項

に
お

い
て
緊
急

を
要
す

る
場
合

に
用

い
た
も

の
と
位
置
付

け
る

こ
と
が

で
き

る
。

さ
て
、

軍
事
上

の
処

置

に
関

し
て

「
処
決
叛
軍
」
律

の
律
文

に
、

お
よ
そ
辺
境

の

【
重
要
な
】
都
市

で
、
軍
人
が
謀

叛

し
た
場
合

、
守

禦

官
が
捕
縛

し

て
官

に
至

ら
し

め
、
顕
跡

や
証
拠
が
明
白

で
、

訊
問

し
た
ら
罪
状

を
認

め
、
督
撫
提
鎮

に
申
報

し
て
審

理
す

る
も
冤
が

な

か

っ
た
な

ら
ば

、
直
ち

に
律

に
依
り

て
処
罰

し
、
そ

の
由

を
具
し

て

上
奏

し
て
報
告

せ

よ
。
軍
前

で

【
謀
叛
あ

る
も
、
能
く

】
陣

に
臨

ん

で
擒
殺

す

る
場

合

は
、

【
事

は
既

に
明
白

で
あ

り
、
機

は
呼

吸

で
あ

る

の
で
】、

こ
の

【委

審

・
公
審

の
】
限

り

で
は
な

い

【が
、
事

後

に
上
奏

し
て
報

告
す

べ
し
】
。

〔凡
辺
境

【
重
地
】
城
池

、
若
有
軍
人
謀
叛

、
守
禦
官
捕
獲

到
官
、

顕
跡
証
左

明
白
、
鞫
問
招

承
、
中
報
督
撫
提

鎮
、
審
問
無

冤
、
随
即

依
律
処
治

、
具
由
奏
聞
。
如

在
軍
前

【有
謀

叛
、
能
】
臨
陣
擒

殺
者
、

【事
既

顕
明
、
機

係
呼

吸
】
不
在

此

【委

審

・
公
審

之
】
限

【
事
後

亦

須
奏
聞
】
。
〕

と
あ

る

(【

】

は
小
註

)
。

こ

の
律

は
辺
境

の
軍

の
謀
叛
を
対
象

と
し
、
臨
陣

か
否

か
に
よ
り
二
方

法

を
規
定
し

て
い
る
が

、
臨
陣

に
お
け
る

「
擒
殺
」

か
ら
類
推

す
れ
ば
、

臨
陣

で
な

い
場
合

の

「
律

に
依
り

て
処
罰

」
す

る
こ
と
も
基

本
的

に
死
刑

を
想

定

し
て

い
る
こ
と
が
分

か
る
。
従

っ
て
辺
境

の
軍

の
謀

叛

で
督
撫
提

鎮

は
、
臨
陣

で

の
擒

殺
を
除
き
、
委

審

・
公
審
を
経

て
、

自
己

の
判
断

で

先
行
し

て
死
刑

に
し

て
事
後
的

に
上

奏
し

て
報
告

せ
よ
と

い
う

こ
と

に
な

る
。清

代
、
必
要

的
覆

審
制

で
死
刑

を
科
す
場
合
、

上
述

の
よ
う

に
皇
帝

の

裁
可
を
必
要

と
し
た
。
従

っ
て
こ

の
律
が
規
定
す

る
督
撫

等

の
判
断

に
よ

る
死
刑

と

は
、
必

要
的
覆

審
制

に
よ

る
死

刑

で
は
な
く
、

『
六
部

成
語
註

解
』

の
註
釈

に
あ

る
よ
う

な
軍
事

上

の
緊
急

を
要

す
る
場
合

の
処
置

と
考

え
ら

れ
る
。

そ
し

て
、

こ
う
し
た
処
置
が
求

め
ら
れ

る
督
撫
等

に
王
命

旗

牌
が
給
与

さ
れ

て
い
た
こ
と
や
上
記
註
釈
内
容

を
踏
ま
え
れ
ば
、

こ

の
律

が
規
定

す
る
死
刑

に
お

い
て
、
そ

の
正
当
性

の
根

拠
と

し
て
、
皇
帝
権

威

を
象
徴

す
る
軍
器

で
あ

る
王
命
旗
牌
が
用

い
ら
れ

た
の
で
は
な

い
か
と
考

え
る
こ
と
が

で
き

る
。

と
こ
ろ

で
こ
の

「
処
決

叛
軍
」
律

は
明
律

に
由
来

し
、
雍

正
三

(
一
七

二
五
)
年

の
編
纂

で
上
記

の
体
裁

に
ま
と

め
ら
れ

た
。
従

っ
て

こ
の
律
文

は
雍

正
期
以
前

の
状

況
を
反
映

し
て

い
る
。

一
方
、
以
下

に
述

べ
る
よ
う

に
、

死
刑
裁
判

に
お
け
る
恭
請
王
命

の
事
例
が
増
加
す

る

の
は
乾
隆
中
期

以
降

で
あ
り
、

し
か
も
そ

の
初
期
段
階

で
は
、
同

じ
逆
倫
案
件

で
、
王
命

旗
牌

を
用

い
た
恭
請

王
命

だ
け

で
な
く

「令

箭
」

と

い
う
軍
器
を
用

い
て
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恭請王命考

死
刑

に
す

る
こ
と
も
あ

っ
た
。
以
上

よ
り
、

必
ず

し
も
明
示
的

な
史

料

は

提
示

で
き
な

い
も

の
の
、

常
識
的

に
見

て
、

死
刑

裁
判

に
お
け
る
恭
請
王

命

は

「
処
決
叛
軍
」

律

に
規
定
さ
れ

る
軍
事

上

の
諸
事
項

に
対

す

る
督
撫

判
断

に
よ
る
死
刑

に
由
来

し
て
い
る
と
考

え
る

の
が
順
当

で
あ
ろ
う
。

実
際
乾
隆
中
期

以
降

で
も
、
軍
事

上

の
事
項

で
恭
請

王
命

を
用

い
て
い

る
事
例

は
数
多

く
存

在
す

る
。

そ
れ
は
、

上
記
律
文
が
規
定

す
る

よ
う
な

軍
事
作
戦

の
対
象

と
さ
れ

た
人
物

(
そ

の
典
型

は
反
乱
者
)

の
み
な
ら
ず
、

逃
亡

や
凶
行

の
兵

丁
な
ど

に
対

し
て
、

つ
ま
り
軍
隊
統
制
上

の
必
要
性

か

ら
も
用

い
ら
れ
て

い
た
。
し

か
し
他
方

で
、
例
え
ば
逆
倫

の
よ
う

に
軍
事

上

の
事

項
と
は
言

い
難

い
案
件

で
も
恭
請
王
命
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
と
す
れ
ば

、

そ

の
由
来

が

た
と
え
軍
事

上

の
督

撫
判
断

に
よ
る
死
刑

に

求

め
ら
れ

る
と
し
て
も
、
必
要
的
覆
審
制

で
死
刑

に
す

る
場
合

の
手
続

と

の
齟

齬
は
避
け

る
こ
と
が

で
き
な

い
。

そ
れ

で
は
こ
う

し
た
恭
請

王
命

は
、
清
代

死
刑

裁
判

に
お
い
て
制
度

的

に
ど

の
よ
う

に
展
開

し
、

ま
た

い
か
な

る
機
能

を
有

し

た
の
か
。
本
稿

は
、

清
代

死
刑
裁
判

に
お
け
る
恭

請
王
命
を
、
歴
史
的
変

遷
を
踏
ま

え
て
考
察

す
る

こ
と
を
目
的

と
す
る
。

本
稿

で
は
考
察

に
際

し
、
制
度
運
用
上

の
見
識

か
ら
皇
帝

の
裁

可
を
経

ず

に
死
刑
を
執
行

し
て
し
ま
う

こ
と
を
、
史
料

用
語
を
用

い
て
清
代

死
刑

裁
判

の

「権

宜
」
的
処
置

と
見
な
す

一
方
、
何

ら
か

の
明
文

の
規
範
が

存

在
す

る
、
あ
る

い
は
明
文
規
範

は
な
く
と
も
同

じ
方

法
が
安
定

し
て
繰

り

返
さ
れ

る
な
ど
、
そ

の
方
法
が
皇
帝

官
僚
制
全
体

で
疑
問
視
さ

れ
な

い
死

刑
を
、
同

じ
く
史
料
用
語
を

用

い
て
死
刑
裁
判

の

「
定
例

」
的
処
置

と
す

る
。

そ
し
て
、
主

に
雍
正

か
ら
乾

隆

に
か
け

て

の
恭

請
王
命

の
歴
史
的

展

開

を
個
別
事

例

に
即
し

て
辿

り

つ
つ
、
他
方

で

こ

の

「権

宜
」

「定

例
」

の
両
概
念

を
用

い
る
こ
と

に
よ
り
、
恭
請

王
命

と

い
う

「制
度

」
が
ど

の

よ
う

に
展
開

し
た
の
か
、

ま
た
そ
れ
が

い
か
な

る
機
能

を
有

し
た

の
か
に

つ
き
検
討

す

る
。

以
下
歴
史
順

に
、
第

一
節

で
は
雍
正

か
ら
乾

隆
中
期

ま
で

の
恭
請
王
命

を
杖

斃
な

ど
他

の
方

法
と

の
関

連

を
含

め
て
考

察
す

る
。

(
一
)

で
は
雍

正

期

の
権
宜

的
処
置

と

し
て

の
恭
請

王
命

を
検

討
す

る
。

(
二
)

で
は
乾

隆
期

に
お
け
る
杖
斃

の
制
限

と
速
決
方

法

の
模

索
を
紹

介
す

る
。

(三
)

で
は
定
例

の
恭
請
王
命

と
し

て
乾
隆

二
十

六
年

諭
旨
を
検
討
す

る
。
第

二

節

で

は
乾
隆

中
期

以
降

の
恭
請

王
命

を
考
察

す

る
。

(
一
)

で

は
乾
隆

中

期
以
降

の
恭

請
王
命

の
増
加

と
そ
れ
を
巡

る
臣

下
と
皇
帝

の
対
応

を
紹
介

す

る
。

(
二
)

で
は

(
一
)

の
内
容

を
踏

ま
え

て
権

宜

・
定

例

の
両
概

念

を
用

い
て
恭

請
王
命

と

い
う

「制

度
」
を
考

察
す

る
。

(三
)

で

は
定

例

化
と
関
係

す

る
新

た
な
刑
罰

差
等
化
機
能

に

つ
い
て
検
討
す

る
。

な

お
恭
請

王
命

に
関

し
て
、
そ

の
史
料
用
語

に
着

目
す
れ
ば

「請
出

臣

楊
琳
所
領

王
命

」
、
「
恭
請

王
命
旗

牌
供
奉
」
、

「請
出

該
鎮
王
命
」
、

「恭

請

王
命
旗
牌

」
、
「
請
出
王
命
」

な
ど
種

々
の
用
例

も
存
在
す

る
が
、
本
稿

で

は
王
命
旗
牌

を
用

い
て
先
行

し

て
死
刑

に
す
る

こ
と
す

べ
て
を

「
恭
請
王

命
」

に
統

一
し

て
表
現
す

る
。

第

一
節

雍

正
～

乾

隆

中

期

(
一
)

権
宜
的
処

置
と
し

て
の
恭

請
王
命

犯
罪
者

の
死
刑

に
王
命
旗
牌

を
用

い
た
こ
と
は
早
く
も
順
治
年
間

に
確
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認

で
き

る
。

し
か

し
そ
れ
は
、
皇

帝

(相
当

の
権
威

を
有
す

る
者
)

が

旨

に
よ
り
死
刑

を
命
じ

た
こ
と
を
受
け

て
、

そ
の
執

行

に
王
命
旗
牌

を
用

い

た
も

の
で
あ
り
、
本
稿

の
問

題
関

心

で
あ

る
先
行

し

て
死
刑

に
す

る
と

い

う
意
味

で

の
恭
請
王
命

と
は
異
な

っ
て
い
た
。

先
行

し

て
死
刑

に
す

る
恭

請
王
命
が
用

い
ら
れ
た

こ
と
が
史
料

上
で
確

認

で
き

る

の
は
、
管
見

の
限

り
雍

正
期

に
入

っ
て

か
ら

で
あ

る
。
雍

正
元

(
一
七

二
三
)
年

に
広
東
省

で
、

昨
年
十

二
月
、
部

の
通
達

に
乗
じ

て
、
雲
南

・
四
川
等

の
省

の
新
し

く
開

い
た
貨

幣
鋳
造
地

区

の
民
衆

の
問

か
ら
、
忽
然

と

「康

煕
制
銭

が
使

え
な

い
」

と
い
う
デ

マ
が
起

こ

っ
た

の
で
、
直

ち
に
暁

諭
を
あ

ま
ね
く
掲

示
し

た
。

と
こ
ろ
が
肇
慶
府

の
開

平
県

・
恩
平

県

・
高
明

県
や
広
州
府

の
新
会
県

の
山
僻
地
方

で
は
、
デ

マ
が
デ

マ
を
呼
び
、

売
買

で
康

煕
字
銭
を
使

う
こ
と
が

で
き
ず

、
窮
民

は
銭

を
持

っ
て
い

て
も
米

を
買
う

こ
と
が

で
き
な
く
な

っ
た
。
そ
し

て
遂

に
張
祖
珠
…

等
が
、

そ
れ
ぞ

れ
親
族

を
糾
合

し
て
、
富

戸

に
対

し
て
米

を
援
助
す

る
よ
う
求
め
、
与
え

な

い
場
合

は
強
奪

し
、
阻
む
場
合

は
そ
れ

に
抵

抗

し
、

愚
民
を
誘

い
脅

し

て
従
わ

せ
て
随

行
さ

せ
、
今
年

二
月

二
日

に
は
新

開
県

の
礼
歩
村

を
強
奪

し
、

七
日

に
は
瓦
窰
村

を
強
奪

し
、

十
九

日

に
は
開
平
県

の
焦
園
村
を
強

奪
し

た
。

〔上
年

臘
月
、
乗
部

行
、
雲
南

・
四
川
等
省
新
開
鼓

鋳
民
間
、
忽
造

訛
言

、
称

「康

煕
制
銭

不
用
」
、
奴

才
等

即
発

示
遍
行

暁
諭

。
〓

肇

慶
府

属
之
開
平

・
恩

平

・
高
明
、
広

州
府

属
之
新
会

、
山
僻
地
方
、

訛
以

伝
訛
、
買
売

不
収

康
煕
字
銭
、
窮

民
持
銭
不
能

買
米
。
遂
有

張

祖
珠

…
等
、
各
糾
約

親
族
、
向
富
戸

索
助
米
飯
、

不
給
者
強
搶
、
阻

格
者
拒
捕
、

并
誘
脅
愚
民
附
従
随

行
、
於
本
年

二
月
初
二
日
、
搶
掠

新
会

之
礼

歩

村
、
初
七

日
搶
掠

瓦
窰

村
、
十

九

日
搶

掠
開

平
焦

園

村
。
〕

と
い
う
事
件

が
発
生
し

た
。

こ
れ

に
対
し

て
両
広
総
督

楊
琳

は
、

広
東

の
民
俗
が
野
蛮

で
あ

る

こ
と

は
内
地

と
比
較

に
な
ら
な

い
。

も

し
こ

の
よ
う
な
盗
案

を
、

ま
ず
疎
防

を
弾
劾

し

て
、
州

・
県

・
府

・

司

か
ら
解
審

し
て
巡
撫
が

題
本

で
上
奏

し
た
ら
、
部
駁
を
受
け

て
再

度
審

理
を
し

た
場
合

に
は
二
、
三
年
結

し
な

い
た

め
、
奸
民

は
短

い

命

を
引
き
延
ば

す

こ
と
が

で
き
、
恐

れ
る
こ
と
を
知
ら
な

い
。

そ

の

た
め
、
以
前
康
熙
帝

の
時

に

「
盗
案

の
犯

罪
者
を
捕
ら

え
た
ら
速

や

か

に
外
結

に
す

る
」

と
上
奏

し
て
、

そ

の
同
意
を
得

て

い
た
。

〔広

東
民
俗
蛮
野
、

非
内
地
可
比
。

若
此
等
盗
案
、
必
先
参
疎

防
、

由
州
県
府
司
審
解
、

巡
撫
具
題
、
或

経
部
駁
覆
審
、
毎
致

二
三
年
不

結
、
奸
民
得
緩
朝

夕
之
命
、
不
知
怕

懼
。
是
以
従
前
聖
祖
仁
皇

帝
時
、

奴
才

楊

琳

曽

経

奏

明

「
盗

案

人
犯

已
獲
、
即

行

外

結
」
、
仰

荷

兪

允
。
〕

と
述

べ
、
今

回

の
盗

犯

に

つ
い
て
も
、

「自

ら

(広
東

巡
撫

や
広
東
提

督

等
と
)
会
同

し
て
、
審

理

し
て
明
白

に
し
、
糾
合

し
た
首
犯

と
直
接

の
加

害
者

を
…
速

や
か

に
恭

請
王
命

と
し
て
斬
首
し

て
衆

に
示
し
、
随
従
者

は

筋
を
切
断

し
て
不
具
者

に
し
て
再
度
悪

事
を
働

か
せ
な

い
よ
う

に
し
、

さ

ら
に
発
落

し
た
縁

由
を
奏
摺

で
報

告
し
ま
す

〔親
自
会

同
、
審
問
明
白
、

符
為
首
糾
夥
并
動

手
傷

人
者

…
立
刻

請
出
王
命
、
斬
首

示
衆

。
其
次
随
従

者
、
各
割
断
両
隻

懶
筋
、
使
成
残

疾
、
不
能
為
非
。
再

将
発
落
過
縁
由

具

摺
奏
明
と

と
提
案

し

た
。

そ
し

て
皇
帝

の
肯
定

的
評
価

を
得

て

〔所
奏
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恭請王命考

甚

是
。
如
此

等
当
行
者

、

一
面
奏

聞

一
面
挙

行

…
〕
、
首

犯
等

を
恭
請

王

命

に
し
、

ま
た
随
従

者

の
筋
を
切
断

し
て

〔将

盗
首
張
祖
珠

…
六
名
、
下

手
傷
人
之
潘
阿
帯

…
二
名

、
積
盗
呉
隆
盛

…
等

八
名
、
共

一
十

六
名
、
於

七
月
初
九
日
、
請
出

臣
楊

琳
所
領
王
命
、
押
赴

市
曹
正
法
訖
。
盗

夥
文
阿

盛
等

八
十

三
名
、
各
割
断
懶
筋
両
隻

〕
、
そ
れ
を
奏
摺

で
報

告
し

た
。

こ
こ

で
、
「
ま
ず
疎

防
を
弾

劾

し
て
、

州

・
県

・
府

・
司
か
ら
解
審

し

て
巡
撫
が
題

本

で
上
奏
」
す

る
と
あ
る
が
、

こ
れ

は
強
盗

案
件
を
必
要
的

覆
審
制

で
処

理
す

る
際

の
手
続

で
あ
る
。
楊
琳

は
、
強
盗

案
件
を
そ

の
よ

う

に
処

理
す
る

の
で
は
時
間
が

か
か
り
、
十
分
な
刑
罰
効

果
を
期
待

で
き

な

い
と
考

え
、
康

熙
期

に
も
外
結

で
処

理
す

る
こ
と
を
上
奏
し

て
そ

の
同

意

を
得
、
今

回
も

ま

た

「首

犯

は
恭
請

王
命

で
斬
、
随

従

者

は
筋

の
切

断
」

と

い
う
方
法
を
提
案

し
た
。
従

っ
て
こ
こ
で
の
恭
請

王
命

は
、
裁
判

に
要

す
る
時

間
を
考
慮

し
て
死
刑

の
執
行
を
早

め
る
た
め

に
選
択
さ
れ

た
。

そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う

な
恭
請

王
命

は
当
時

の
死
刑
裁

判

に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ

る
か
。

こ

の
点

に

つ
き
別

の
事

例
を
検
討

し
よ

う
。雍

正
二

(
一
七

二
四
)
年

に
広
東
省

で
発
生

し
た

「譚
徳

五
等

の
客
船

が
獅
含

口
で
強

奪

に
遭

っ
た

〔有
譚
徳

五
等

客
船
、
在
獅

含

口
被

劫
〕
」

と

い
う
事
件

で
、

両
広
総
督
孔
毓
殉

は

「
も
し
題
本

で
死
刑

を
奏
請
す

れ

ば、
そ
れ
を
待

つ
と
数

ヶ
月
経

っ
て
し
ま

い
、
奸
民

は
恐

れ
る

こ
と
を
知

ら
な

い

〔若

待
題
請

正
法
、
尚

隔
数
月
、
奸

民

不
知
怕
懼

ご

と
し

て
、

犯

罪
者
を
恭
請

王
命

で
斬

に
処

し

〔臣
随

於
七
月
初
三

日
、
請

出
王
命
、

将

積

盗
梁

亜

月
等

七

名
、
押

赴
市

曹

処
斬

示

衆
〕
、
奏

摺

で
事
後

報

告

し

た
。

こ

の
奏

慴

に
対

し
て
、
雍

正
帝

は
次

の
殊
批

を
与
え

て
い
る
。

お
前

は
は
じ

め
て
着

任
し

た
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
振

作
を

一
、

二
回
行
う

こ
と
は
構
わ
な

い
が

、
毎

回
行

っ
て
は
な
ら
な

い
。

た
と
え
死
刑

に
し
た
と
し

て
も
、

ま
た
補

奏
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ

の
理
由

は
、

一
つ
に
は
、
人
命

は

(関

係
す

る
と
こ
ろ
が
重

大
な

の
で
)
内
外

で
斟
酌

す

べ
き
だ

か
ら
で
あ

る
。

二

つ
に
は
、
人

か
ら

と
や

か
く
言

わ
れ

る
こ
と
を
恐

れ
る

か
ら
で
あ

る
。

「
お
前

は
大

事

を

口
を
塞

い
で
小
事

と
し

た
の
だ
」

と
言
わ
れ

て
も
、

お
前

は
そ
れ

に
対
処
す

る
こ
と
が
出
来
な

い
。

も
し
監
禁
し

て
旨

を
請

う

こ
と
を

待

つ
と
、
外

か
ら
救

援
が
あ

る
か
も
し
れ
ず
、
犯
罪
者
が

逃
亡
す

る

恐
れ
が
あ

る
な
ら
ば

、
そ

の
場
合

は
権
宜

的

に
こ
れ
を
行

う
べ
き

で

あ

る
が
、

そ

の
際

も
事
実
通

り
に
そ

の
事

情
を
上
奏

し
て
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。

〔尓
初
到
任
、
如

此
振
作

一
二
事
猶

可
、
不
可
為
常
。

即
便

正
法
、

亦
当
補
奏
。
其
所

以
情
由
、

一
者

人
命

(所
関
重
大
)
宜
内

外
斟
着
。

二
者
恐
人
議
論
。

「怺

将
大
事
滅

口
以
為
小
事
」
、
尓
亦
当

不
起

。
如

果
係
鎖
俟
請
旨
、

而
外
有
救
応
可
疑

、
恐
有
疎
虞
処
、

又
当
権

宜
而

為
之
也
、
亦
当
拠
寔

奏
聞
其
情
。
〕

こ

こ
よ
り
当
時

の
恭
請

王
命

は
、

一
、

二
回
な
ら
容
認

で
き

る
が
毎
回

は

容

認

で
き

な

い

「振
作

」
、
す

な
わ

ち
例

外
的

な
蛮

勇

で
あ
り
、
裁

判

に

時

間
が

か
か
る
こ
と
で
犯
罪
者
が
奪
還

さ
れ

る
、
あ

る

い
は
逃
亡
す

る
と

い

っ
た
危
険
性
が

あ
る
場
合

に
督
撫
判

断

で
選
択
す

る
な
ど
、
死
刑
裁
判

の
制
度
運
用
上

の
必
要

に
応
じ

て
行

う
権

宜
的
処
置

と
位
置

付
け
ら

れ
て

い
た
こ
と
が
判

る
。
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そ
し
て
そ

の
恭
請
王
命

は
、

一
方

で
中
央

と
地

方

の
両
方

で
審

理
す
る

た

め
に
、
他

方

で
部
外
者

か
ら
疑
義

を
挟

ま
れ
な

い
た

め
に
補
奏
が
必

要

で
あ

る
と
述

べ
る

よ
う

に
、
督
撫

の
見
識

で
選
択

し
皇

帝

に
の
み
事
後

報

告
す

る
と

い
う
、
手
続
的

に
督
撫

・
皇
帝
問

に
止

め
る
も

の
で
は
な
か

っ

た
。
む

し
ろ
そ

の
処
置
を
、
審

理
あ
る

い
は
他
者

も
知

り
う

る
状
態

に
す

る

こ
と

で
第

三
者

に
も
曝

し
、

そ
れ

に
よ

っ
て
当
該
判

断

の
妥
当
性

を
皇

帝
官

僚
制

さ
ら
に
は
広
く
社
会
全
体

に
提
示
す

る
こ
と
が
要
請

さ
れ
た
。

こ

の
よ
う
な
対
応

は
、
上
記
楊
琳

の
事
例

で
随
従
者

の
筋

を
切
断

す
る
処

置
が
採

ら
れ

て
い
る

こ
と

か
ら
明

ら
か
な

よ
う

に
、
斬

と

は
い
え
恭
請

王

命

に
す
る

こ
と
が
必
ず

し
も
特
定

の
律
例

に
依
拠

し
な

い
形

で
の
処
置

で

あ

る
こ
と

に
由
来
す

る
と
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ

で
当
時

の
恭
請

王
命

は
、
時
間

を
理
由

と
し
た
権
宜
的
処
置

と

い
う
点

で
、
同
時
期

の
杖

斃
と
共
通
性
が

あ

る
。

し
か
し
他
方

で
杖
斃

と

は
異

な
る
点
も
存
在

す
る
。

第

一
に
、
恭
請
王
命

は
杖
斃
と
比
較

し

て
よ
り
重

い
刑

罰
を
科
す

こ
と

が
可
能

な
方
法

で
あ

っ
た
。
例

え
ぽ

、
貴
州
省

の
少
数

民
族
や
漢
奸

を
ど

の
よ
う

に
処
罰
す

べ
き
か

に
関

し
て
、
雍
正

二

(
一
七

二
四
)
年

に
貴

州

巡
撫

が
、

「も

し

た
だ
数
名

を
杖
斃

と
し

た
だ
け

で
は
、
そ

の
心
を
寒

か

ら
し
め
落
胆

さ
せ
る

に
十
分

で
な

い

〔如
只
杖
斃
数

人
、
猶
不
足

以
寒

其

心
而
落

其
胆
〕
」

と
し

て
、
「
お
よ
そ
苗
族

・
狆
族

の
極

悪

の
巨
魁
、

漢
奸

の
凶
悪
を
窮

め
た
者

、
そ

し
て
ま
た
四
境

の
皆
が
憤

る
者
を
捕
縛

し
た
場

合
、

す
ぐ

に
恭
請

王
命

と
し

て
、
縛

り
上
げ

て
市
曹

に
連
行

し
直

ち

に
斬

に
処

す
る

〔凡
獲
苗

・
狆
極
悪
之
魁

、
漢
奸
窮
兇

之
首

、
而
又

四
境

之
内

無

不
切
歯
者

、
立
刻

請
出

王
命

、
郷
赴

市
曹

即
行
処
斬

〕
」
と
奏

摺

で
提

案

し
て
い
る
。

こ

の
よ
う

に
、
同

じ
く
犯
罪
者
を

死
に
至

ら
し

め
る
権
宜

的
処
置
と

は

い
え
、
恭
請
王
命

で
科

す
斬

は
杖
斃

よ
り
重

い
刑

罰

に
な

る

と
見
な
さ

れ
て

い
た
。
従

っ
て
督
撫

の
立
場

か
ら
す

れ
ば

、
恭
請
王
命

は

杖
斃

と
比
較

し
て
よ
り
重

い
刑
罰

を
科

す

こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
そ

の
意

味

で
権
宜
的
処
置

内
部

に
お
い
て
罪
状

と
刑
罰
を

よ
り

一
致
さ

せ
る
た
め

の
有
効
な
方

法

に
な

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。

そ

し
て
第

二

に
、
恭
請
王
命

に
お
け

る
補
奏

の
存
在
が

あ

る
。
孔
毓
殉

の
奏
摺

に
対

す
る
殊
批

で
雍
正
帝

は
、
恭
請
王
命

に
お
け
る
補
奏

の
必
要

性

に

つ
い
て
、
他

者
も
知

り
う

る
状
態

に
す

る
こ
と
を
理
由

の

一
つ
と
し

て
挙
げ

て

い
る
。

当
時
、
奏
摺

は
そ

の
内
容
を
他

人

に
公
開
す

る
こ
と
が

で
き
な

か

っ
た

一
方
、
題
本

で
は
そ

の
内
容
が
外

部

に
漏
れ
伝

わ

っ
て
し

ま

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば

、

こ

の
補
奏
と

は
題
本

に
よ

る
上
奏

を
想
定

し

て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
し

て
理
由

の
も

う

一
つ
に
中
央

と
地
方

の
両

方

で
の
審

理
を
挙
げ

て
い
る
こ
と

か
ら
考

え
れ
ば

、
題
本

で
補
奏
す

る

こ

と

で
、
事
後

的
な
が
ら
も
必
要

的
覆
審
制

で
死
刑

に
す

る
場
合

と
同
様

の

手
続

を
踏

む

こ
と
が
求

め
ら
れ

た
と
言

え
よ
う
。

杖
斃

の
場
合

、
皇
帝

に
報
告

し
な

い
か
、

(事
前

な

い
し
事
後

に
)
奏

摺

で
報
告

す
る

の
み
で
あ

っ
た
。

し
か
し
恭
請

王
命

の
場
合
、

奏
摺

で
の

報
告

に
加

え
、
必
要
的
覆
審
制

で
死
刑

に
す
る
場
合
と
同
様

の
上
奏

を
題

本

で
行

わ
な
け
れ
ば

な

ら
な
か

っ
た
と
す

れ
ば

、
杖
斃

と
比
較

し

て
手
続

的

に
煩
雑

に
な

る
こ
と
は
免

れ
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

当
時

の
恭

請
王
命

は
、
杖
斃

と
同
様
、

死
刑

裁
判

の
権
宜
的

処
置

で
は

あ

る
も

の
の
、

こ
の
よ
う
な
手
続
上

の
煩
雑

さ

に
加
え
、
制
限
付

き

で
容

認

さ
れ
る
方

法

に
過
ぎ

な
か

っ
た
。
そ

の
た
め
、
た
と
え
杖
斃

で
は
な
く
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恭
請
王
命

を
選

択
す

る
こ
と

で
よ
り
罪
状

と
刑
罰

の

一
致

を
図
れ

た
と
し

て
も
、

そ
れ
を
選
択

す

る
督
撫

に
と

っ
て
使

い
勝
手
が

よ

い
方
法

で
は
な

く
、

む
し
ろ
権

宜
的
処
置

と
し
て
は
杖
斃

の
方
が
多

く
用

い
ら
れ

た
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
か
、
上
記
諸
事
例

以
降
、
雍
正

か
ら
乾
隆

前

期

に
か
け

て
恭
請

王
命

を
行

っ
た
こ
と
が
確
認

で
き

る
事
例

は
、
奏
摺

か
ら
は
若
干
が
見
出

せ
る

の
み

で
あ

る
。

(
二
)

杖
斃

の
制
限

と
速

決
方
法

の
模
索

雍

正
期

に
は
権
宜
的
処

置
と
し

て
恭
請

王
命

よ
り
も
杖
斃

の
方

が
多

く

用

い
ら
れ

た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
乾
隆
期

に
な
る
と

一
転

し
て
杖
斃

の

一

部
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
乾
隆

二
十

一

(
一
七
五
六
)
年

に
発
生

し
た
大

逆
不
道

の
文
書
が
発

見
さ
れ

た
事
件

に
対

す
る
諭

旨
が
参
考

に
な
る
。

こ

の
事
件

で
は
、

そ

の
発
生

を
報
告
す

る
奏
摺

の
中

に

「臣
が
供
述

の
言
葉

を
見

る
に
瘋
癲

の
類

の
よ
う

で
す
。

…
親

勘
し
明
確

に
し
て
定

擬

し
ま
す

〔臣
査

閲

供
詞
、

似
類

瘋

狂
。

…
親

訊

明

確
定

擬
ご

と

い
う
文

言

が

あ
り
、
乾
隆
帝

は
後

日
こ

の
文
言

を
踏

ま
え

て
次

の
諭
旨

を
下

し

た
。

近
来
督
撫

は
往

々

に
し
て
こ

の
よ
う
な
瘋
癲
者

に

つ
い
て
上
奏

し
て

杖
斃

し
て
完
結

す

る
こ
と
を
請

う
。

し

か
し
ど
う

し

て
次

の
よ
う

に

考
え
な

い
の
か
。
こ

の
よ
う

な
匪
類
が

、
も

し
言
説
が
荒

唐
無
稽

で

あ

っ
て
、
災
禍

を
妄

言

し
て
民
衆

を
誑
か

し
、
あ

る

い
は
地
方

で
騒

動
を
引
き
起

こ
し
た
り
官
吏

を
侮
辱
す

る
の
み
で
あ
れ
ば
、
杖
斃

す

る
だ
け

で
処
罰

は
十

分

で
あ

る
。

し
か
し
朝
廷
を
誹
謗

す
れ
ば
、

そ

れ

は
大
逆
不
道

で
あ

る
。
律

に
明
文
が
あ

る

の
で
、

法

に
按

じ
て
定

擬
を

し
て
死
刑

に
し
、
妻

子
も
縁
坐
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
瘋

癲

で
あ

る
か
ら
と
曲
げ

て
寛

大

に
し

て
は
な
ら
な

い
。
僅

か
に
杖

斃

を
与
え

る

の
み

で
は
、
徒

ら

に
律
文
を
疎

か

に
し

て
、
法

を
廃

し

て

軽
く
す

る
こ
と

に
な

る
。

そ
れ
を
伝
え
聞

い
た
者

も
、
悪
逆

の
大

罪

で
あ

る

こ
と
が
判
ら
ず
、
転

じ

て
民
命
を
軽
視

し

て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
疑

う

こ
と
と
な

る
。

こ
れ

で
は
刑
罰

を
明

ら

か
に
し
て
頑
迷

固
陋

を
戒

め

る
こ
と

に
な
ら
な

い
と
。
も

し

「題

本

で
上
奏

す
る

の

で
は
時

間
が

か
か
る
」

と
言

う

の
で
あ

れ
ぽ

、
な
ぜ

速

や
か
に
定

案

し
て
期

限
を
切

っ
て
届

け
よ
う
と

し
な
い

の
か
。

こ
れ

は
奏
摺

で
上

奏
す

る

こ
と
と
比

べ
て
も
更

に
速

い
。

…
署
撫

に
命

じ
る
。
速

や

か

に
厳

し
く
審
理

し
て
、

律

に
按
じ

て
定
擬

し

て
上
奏

せ
よ
。

〔近

来
督
撫
、
往

々
以
迹
類
瘋
顛
、
奏
請

杖
斃
完
結
。

不
思
、
此
等

匪
類

、
若
不
過
詞
語

不
経
、
妄
言
災
禍
、

謳
誘
郷
愚
、
或
生

事
地
方
、

砦
議

官
長
、
杖
斃

已
足
蔽
辜
。
如
其
〓

謗

本
朝
、
詆
毀
干

犯
、
則
是

大
逆
不
道
。
律
有

正
条
、
即
当
按
法

定
擬

、
明
正
典
刑
、

妻
子
縁
坐
。

不
得

坐
以
瘋
顛

、
曲

為
原
解
。
僅

予
杖
斃

、
徒
使
律
文
虚

設
、
廃
法

従
軽

。
而
伝
聞
者
、

不
知
其
悪
逆
大

罪
、
転
疑
草
菅

民
命

。
非
所
以

明
罰
勅

法
、
警
冖戒

冥
頑
也
。

若
云

「
具
題

有
需

時

日
」、

何
不

速
行

定
案
限
行
飛
逓

。
較
於
具
摺
更
速
也

。
…
著
該
署
撫

、
速
行
厳
審
、

按
律
定
擬
具
奏

。
〕

ま
ず

冒
頭

で

「督
撫

は
往

々
に
し
て
こ

の
よ
う

な
瘋
癲
者

に

つ
い
て
上
奏

し

て
杖
斃

し
て
完

結
す

る
こ
と
を
請

う
」

と
あ

る
が
、

こ
れ

に
関

し
て
例

え
ば
、
乾
隆
十

八

(
「
七
五

三
)
年

か
ら
翌
年

に
か
け

て
発
生

し
た
と
見

ら
れ

る
大

逆
不
道

の
文
書

が
発
見

さ
れ

た
事

件

で
、

「
上
奏

し

て
例

に
照
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ら
し

て
杖

斃
と

す
る

〔奏
明

照
例
杖
斃

〕
」
と

い
う
処
置
が

採
ら

れ
た

こ

と
が

間
接
的
な
が

ら
確

認

で
き

る
。

こ
こ
よ
り
、
詳
細

は
不

明
な
が
ら
、

大

逆
不
道

の
文

書
が

発
見

さ

れ
た
事

件

で
杖
斃

が
用

い
ら
れ
、
そ

れ
が

「例

に
照

ら
し

て
」
と

い
う
程

度
ま

で
定
例
化

し

て
い
た
と

い
う
状

況
が
、

今
回

の
諭
旨

に
先
立

っ
て
存
在

し

て
い
た
こ
と
が

分
か

る
。

し
か
し
こ

の
よ
う
な
杖
斃

の
定
例
化

と
は
、
今

回

の
諭
旨

か
ら
考

え

る

に
、
「
瘋
癲

」
と

い
う
犯
罪
者

の
様
態

に
依
拠

す

る
も

の
で
あ

っ
た

(と

少

な

く
と
も
乾
隆

帝

は
評
価

し
た
)
。
そ

こ
で
乾
隆
帝

は
、
瘋
癲

者

の
犯

罪
行

為
を

「
妄
言

な
ど
」
と

「大
逆

不
道
」

に
区
分

し
、
前
者

の
場
合
、

そ

の
処
罰

は
杖
斃

で
充

分
と
す

る

一
方

、
後
者

の
場
合
、

杖
斃

で
は
律
例

を
空
文
化

さ

せ
て
し
ま
う
だ
け

で
な
く
刑

罰
を
軽

く
す

る
こ
と

に
も
繋
が

る
と

し
て
そ
れ
を
否
定

し
、
今
回

の
事
件

で
も
律
例

で
定
擬

を
し

て
処
罰

す

る
こ
と
を
命
じ

て
い
る
。

従

っ
て
乾
隆
帝

は
、
杖
斃
が

犯
罪
者
を
死

に

至
ら

し
め
る

に
し

て
も
他

の
死
刑

よ
り
も
刑
罰

的

に
軽
く

な
る

こ
と
を
前

提
と

し
て
、
罪
状

に
応

じ
た
刑

罰
を
科
す

た
め

に
、
律
例

に
よ
り
定
擬

を

し

て
死
刑

に
す
る

こ
と
と
杖

斃
と
を
適
切

に
使

い
分
け

る
よ
う
求
め

て
い

た

こ
と

に
な
る
。

と

こ
ろ

で
律
例

で
定
擬

を
し
て

の
死
刑

と
杖
斃

と

の
手
続
的

な
差
違

は
、

請
旨

の
上
奏

を
し
て
皇
帝
が
裁
可

す
る

か
否

か
に
あ
る
。

そ
し
て
杖
斃

に

は
、

請
旨

の
上
奏

と
そ

の
裁

可
に
要
す

る
時
間

を
考
慮

し

て
案
件

を
速
決

す

る
た
め

に
選
択

さ
れ

る
場
合
も

あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が

こ
の
諭
旨

で
は
請

旨

の
上
奏
を
す

る
と
時

間
が

か
か
る
こ
と

の
対
策

に
も
言
及
し

て
お
り
、

こ
こ
よ
り
、
他

の
方
法

を
模
索

せ
ず

に
速

決

の
み
を
理
由

に
督
撫
が
杖
斃

を
選
択

す
る

こ
と

は
、
皇
帝

か
ら

「
漫
然

と
杖
斃

を
し
た
」
と

し
て
非
難

さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

そ

の
た
め
、
速
決

を
理
由

に
杖

斃

を
科

し

て
い
た
案
件

で
は
、
そ
れ

に
代

わ
る
新

た
な
方
法
を
模
索

す
る

必
要

に
迫

ら
れ

た
。

そ
し
て
、
こ

の
よ
う

な
杖
斃

の
一
部
制
限

と

い
う
展
開

に
対
応
す

る
か

の
よ
う

に
、
乾

隆
前
期

か
ら
中

期

に
か
け

て
、
権
宜

か
否

か
を
問

わ
ず
、

案
件
を
速
決

す

る
方
法
が

死
刑

裁
判

の
様

々
な
局
面

で
模
索
さ

れ
た
。

ま
ず
死
刑
裁

判

の
実
務

の
局

面
に
お

い
て
、
中
央

か
ら
官
員
を
派
遣

し

て
現
地

の
督
撫

と
共

に
審
理
を
行

い
先

行
し

て
死
刑

に
す
る
方
法
が
挙
げ

ら
れ

る
。
例
え
ば

張
保
太

の
大
乗
教
関
連

の
乾
隆
十

一

(
「
七
四
六
)
年

貴

州
省

に
お
け

る

「
魏
王
氏

(魏
齋
婆

)
」

の
案
件

で
は
、

刑
部

に
命

じ
る
。
有
能
な
司
官

一
名
を
派
遣

し
て
、
駅
逓

で
速

や
か

に
現
地

へ
赴

か
せ
、
総
督

の
張
広

泗
と
共

に
審
理

さ
せ
よ
。
並
び

に

乾
清
門

二
等
侍
衛

の
達
青
阿

に
命

じ
る
。
駅
逓

で

(司
官

と
)
共

に

現
地

へ
赴
け
。
定
案

し
た
後
、

一
方

で
例

に
照
ら

し
て
題

本

で
上
奏

し
、
他
方

で
直

ち

に
死
刑

に
す
べ
き
重
犯

は
、
達
青
阿
が

処
斬
を
監

視
せ

よ
。

〔著

刑
部
、
派
賢
能

司
官

一
員
馳
駅
前
往

、
与
総
督
張
広

泗
会

同
核

擬
。

並
著
乾
清
門

二
等
侍

衛
達
青
阿
、
馳

駅
同
往
。
俟
定
案
後

、

一

面
照
例

具
題
、

一
面
将
応

即
行
正
法
重
犯

、
著
達
青
阿
監
斬
。
〕

と

い
う
諭

旨
が
下

さ
れ

て

い
る
。

次

に
死
刑

裁
判

の
手
続
的

な
局
面

に
お
い
て
、
必
要
的
覆
審
制

で
死
刑

に
す

る
際

の
請
旨

の
上
奏

を
、

処
理

に
時
間

の
か
か
る
題
本
だ

け
で
な
く
、

迅
速
な
処

理
が

可
能
な
奏
摺

で
も
行
う

よ
う

に
な

っ
た
。

こ
の
点

に

つ
い
て
那
思
陸
氏

は
、
(
1
)
順
治
～
雍

正
期

の
死
刑
案
件

は
す
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べ
て
題
本

に
よ
る
、
(
2
)
乾
隆
期

は
重
大
案
件

を
奏
摺

で
上
奏

す
る

よ
う

に

な

る
も

定
例
無

し
、
(
3
)
嘉
慶

十
三

(
一
八
○

八
)
、

十
七

(
一
八

一
二
)

年

の
諭
旨

に
よ
り
奏
摺

で
上
奏
す

べ
き
案
件

を
列
挙
、

と
述

べ
て

い
る
。

こ
の
説
明

に
あ

る
よ
う

に
、

こ
の
現
象

は
乾
隆
期

に
事
実

と
し

て
進
行

し

た
も

の
が
後

に
定
例

化
さ
れ

る
と

い
う
経
緯

を
辿

っ
た
。

そ

の
た

め
こ
う

し
た
経
緯

を
明
示
的

に
示
す
史
料

は
存
在

し
な

い
が
、
例

え
ば

題
本

で
上

奏

し

て
完

結

す
る

「
題
結

」
と
同

様

に
、
奏

摺

で
上
奏

し

て
完

結

す

る

「
奏
結

」
と

い
う
用

語
が
乾

隆
中

期
以

降

の
史
料

で
確

認

で
き

る
こ
と

か
ら
、
乾
隆
中

期
頃
ま

で
に
は
既

に
事
実

と

し
て
相
当
程
度
進

行

し
て
い

た
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
条
例

で
も
、
例
え
ば

「聚
衆
抗

官
」
事
件

の
頻
発

を
受
け

て
、
乾

隆
十

三

(
一
七
四
八
)
年

に
、

衆

を
聚

め

て
官

に
抵
抗

す
る
こ
と
は
、
目

に
国
憲
が
無

い
の
で
、
王

法
が

必
ず
誅
す

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
ど
う

し
て
少

し

で
も
寛
大

に
す

る
こ
と
が

で
き

よ
う

か
。
直

ち

に
死
刑
を
科
す

こ
と

の
み
が
、
不
逞

の
輩

を
し

て
そ
れ
を
目

の
当

た
り

に
し

て
心

を
戒

め
さ
せ
、
凜
然

と

罪

の
犯

せ
な

い
こ
と

を
知

ら
し

め
る

の
で
あ

る
。

…
刑

部

に
命
じ

る
。

別

に
厳
格

に
条
例

を
議
定

し
て
上
奏

せ

よ
。

〔至
於
聚
衆
抗

官
、
目
無
国
憲
、

乃
王
法
之
所
必
誅
。

豈
可
稍
為
姑

息
。
唯
当

下
立
置
重
典
、
則

不
逞
之
輩
觸
目
徹

心
、

懍
然
知
不
可
犯
。

…
著
該
部
、
男
行

厳
切
定
例
具
奏
。
〕

と

い
う
諭
旨
が
下

さ
れ
、

こ
れ
を
契
機

に
同
年
、

凡
そ
各
省

の
〓

民
が
、
事

に
乗

じ
て
官
署

で
騒
ぎ
立

て
て
取
り
囲

み
、

凶
暴
を

ほ
し

い
ま
ま

に
官
吏

を
殴
打

し
、
衆
を
聚

め
る
こ
と
四
、
五

十
人

に
至

っ
た
場
合

は
、
首
犯

は
例

に
依
り

て
斬
立
決

と
し
、
強
盗

殺

人

の
例

に
照

ら
し

て
梟
示

せ
よ
。

同
謀
し

て
衆
を
集

め
、
問

に
立

っ
て
糾
合

し
、
手

を
下

し
て
官
吏

を
殴
打
し

た
場
合
、
従

犯
と

い
え

ど
も
悪
を
同

じ
く
し

て
助
け
合

っ
て

い
る
も

の
で
あ

り
、
審
理

し
て

首

犯
と
異
な
ら

な
け
れ
ば
、
ま

た
光
棍
例

に
照
ら

し
て
斬
立

決

に
擬

せ
。
…
も

し
真

の
首
謀

者

に
し
て
案
件

全
体

の
首
領

で
あ

る
場
合

は
、

督
撫

は

一
方

で
題
本

で
上
奏

し
、
他
方

で
首
犯
を
犯
罪
が

発
生
し

た

地
方

で
直
ち

に
斬

立
決
梟
示
と

せ
よ
。

〔
凡
直
省
〓

民
、

因
事
閧
堂
塞
署
、

逞
兇
殴
官
、
聚
衆
至

四
五
十
人

者
、
為
首
依
例
斬
決

、
仍
照
強
盗
殺

人
例
梟
示
。
其
同
謀

聚
衆
、
転

相
糾
約
、
下
手

殴
官

者
、
雖
属
為
従

、
其
同
悪
相
済
、
審

与
首
犯
無

異
、
亦
応
照

「光
棍

」
例
、
擬
斬
立
決

。
…
如
実
係
首
悪
、

通
案
渠

魁
、
該
督
撫

一
面
具
題
、

一
面
将
首

犯
於
該
地
方
即
行
斬
梟

。
〕

と

い
う

「
激
変
良

民
」
律
条
例
が
制
定

さ
れ
た
。

こ
の
条
例

は
、
死
刑
裁

判

の
実

務

に
お
い
て
、
事
実

上
恭
請

王
命

を
規
定

す

る
条
文

と
し

て
機

能

し
た
よ
う

で
あ

る
。

そ
し

て
恭
請
王
命

も
ま
た
、

こ

の
時
期

に
初

め
て
諭
旨

と

い
う
明
確

な

形

で
そ

の
適
用
が
規
定

さ
れ

る
に
至

っ
た
。

以
下
、
そ

の
諭
旨

を
検
討
す

る
。(三

)

定
例
と

し
て
の
恭

請
王
命

乾

隆
二

十
六
年
諭
旨

恭

請
王
命

を
規
定

す
る
諭
旨

は
、
乾
隆

二
十
六

(
一
七
六

一
)
年

に
逆

倫
案
件

に
関

し
て
下
さ
れ

た
。

常
鈞
が
上
奏
す

る

「
亳
州

に
お

い
て
瘋
病

に
よ
り
母

を
殺

害
し

た
姜
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会

が
獄
死

し
た
た
め
、
そ

の
死
体

に
刑

を
加
え

た
こ
と
を
報

告
し
、

並
び

に
画

一
的

に
処

理
す

る
こ
と
を
請

う
」
奏
摺
を
受

け
取

っ
た
が
、

そ

の
所
見

は
非
常

に
宜

し
い
。
従
来
各

省

で
こ
の
よ
う
な
事
件
が
発

生

し
た
時
、
請
旨

の
上
奏
を

し
て
死
刑

に
す

る
場
合
も
あ

れ
ば
、
勝

手

に
杖

斃
し

て
皇
帝

に
報
告
し
な

い
場
合

も
あ

っ
た
。

…
上
奏
し

て

報

告
し
死
刑

に
す

る
こ
と

は
本
来
正

し

い
処
置

で
あ

る
が

、
特

に
心

配

な

の
は
、
旨
を
待

っ
て
執
行
す

る
場
合

、
時
間
が

か
か

っ
て
し
ま

う
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
間
、
或

い
は
病
気

で
死
亡

し
、

ま
た
或

い
は

法

を
恐
れ

て
自
殺

し
、
結

果
と

し
て
刑

罰
か
ら
逃
れ

る
こ
と
と
な
れ

ば、
法
典

に
お

い
て
妥
当

で
は
な

い
。

以
後

、
各
州
県

で
も
し

こ
の

よ
う
な
事

件
が
あ
れ
ば

、
督

撫

に
禀

で
報

告
し
、
調
査

の
結

果
事
実

だ
と
判
明

す
れ
ば

、
常
鈞
が

上
奏
す

る
よ
う

に
、
省
城

で
は
恭
請
王

命

に
し
、

外
属

で
は
委

員
が
令

箭
を
持

っ
て
赴
き
、
犯
罪
者

を
直

ち

に
法

に
按

じ

て
凌
遅
処

死
と
し
、

一
方

で
奏

摺

に
よ
り
上
奏

し

て
報

告

せ
よ
。

〔拠
常
鈞

奏
明
「

毫
州

因
瘋

弑
母
之
姜
会

監
斃
戮
屍
、
並
請

画

一
辧

理
」

一
摺

、
所
見
甚
是
。
向

来
各
省
間
遇

此
等
事
件
、
有
奏

明
請
旨

正
法
者
、

亦
有
径
自
杖
斃

不
以
上
聞
者

。
…
是
奏
聞

正
法

、
原
属
辧

理
之
正
、

特
恐
候
旨
治

罪
、

時
日
未
免
有
稽

。
其
中
或
因
病

痩
死
、

或
畏
法
自

戝
、
転
致
倖
逃
顕

戮
、
又
於

憲
典

未
協
。
嗣
後

各
州
県
設

遇
有
此
事

、
禀
明
督
撫

、

一
経
査
実
、

即
照
常
鈞
所
奏
、
在

省
城
者
、

即
請
出

王
命

、
在
外
属
者
、

即
委
員
齎
令
箭

前
往
、
将
該
犯

立
行
按

法
凌
遅
処

死
、

一
面
具
摺

奏
聞
。
〕

こ

の
諭
旨

で
言

及
す

る
安
徽

巡
撫

常
鈞

の
奏
摺

を
確
認
す

る
こ
と

は
で
き

な

か

っ
た
が
、

こ
こ
よ
り
そ

の
概

略
を
知

る
こ
と
が
可
能

で
あ

る
。

そ
れ

は
第

一
に
、
母
親
を
殺
害

し
た
犯

罪
者
が
定
案

に
至
る
前

に
監
獄

で
死
亡

し
た

た
め
、

「謀

殺
祖

父
母
父
母
」

律

の
規
定

〔凡
謀
殺
祖

父
母

・
父

母

…
已
殺
者

、
皆
凌
遅
処
死
。

【
監
故
在
獄
者
、
仍
戮

其
屍
】
〕

に
従

っ
て
そ

の
死
体

に
刑

を
加
え

た
こ
と

の
報
告

で
あ

り
、
第

二

に
、
逆
倫
事
件

の
処

理
方

法
が

画

}
で
な
い
た
め
、
省
城

で
は
恭
請

王
命
、
外
属

で
は
令
箭

に

よ
り
、
上

記
律
文
が
定

め
る
刑
罰

で
あ

る
凌
遅
処

死
を
先
行

し
て
科

し
、

一
方

で
奏

摺

で
事
後
報
告

す

べ
し

と
い
う
提
案

で
あ

る
。

こ
れ
を
受
け

て
乾
隆
帝

は
、
従
来

の
逆
倫
案

件

の
裁
判

で
は

「
請
旨

の

上
奏

を

し
て
死
刑

に
す

る
」
、
す

な
わ

ち
必
要
的
覆

審
制

の
手

続

か
皇

帝

に
報

告
し
な

い
杖
斃

か

の
ど
ち
ら

か
を
選
択
し

て
い
た
と
し
た
上

で
、

そ

れ

ら

に
替

わ

る
方
法

と
し

て
常
鈞
が
奏
請

す
る
恭
請
王
命

あ
る

い
は
令
箭

に
よ
る
方
法

を
支
持

し
、
今
後

そ
れ
を
用

い
る
こ
と
を
命

じ

て
い
る
。
従

っ
て

こ
の
諭
旨
が
定

め
る
恭
請
王
命

や
令

箭
は
、
必
要
的
覆
審

制

の
手
続

お
よ
び
杖

斃

の
双
方

と
選
択
的
関
係

に
立

っ
て
い
た
こ
と
が

判

る
。

そ
し

て
必
要
的
覆

審
制

と

の
関
係

で
は
、

「上

奏

し
て
報
告

し
死
刑

に

す

る
こ
と

は
本
来
正

し

い
処
置

で
あ

る
が

、
特

に
心
配

な

の
は
、
旨
を
待

っ
て
執
行
す

る
場
合

、
時
間
が

か
か

っ
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
」
と
明
言

す

る
よ
う

に
、
死
刑

裁
判

の
手
続

に
要

す

る
時
間

を
理
由

と
し

て
恭
請

王

命

や
令
箭
を
選
択

し
て

い
る
。

そ
れ

で
は
杖
斃

と

の
関
係

で
は
何

を
理
由
と

し
た

の
か
。

こ
の
点

に
関

し
て
上
記
諭
旨

は
言

及
を
欠

い
て

い
る
が

、
乾
隆

四
十

三

(
一
七
七

八
)

年

の
諭
旨

に
は
次

の
よ
う

に
あ

る
。

従

来
、
外
省

の
蔑
倫

の
犯
罪
者

は
立

ち
ど

こ
ろ
に
杖
斃

と
し
、
上
奏
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恭請王命考

し

て
立
案

す
る

こ
と

は
し
な
か

っ
た
。

朕
は
、

こ
れ

ら

の
逆

犯
が
実

に
天
地

の
容

れ
ざ

る
所
な

の
で
、
自
ず

か
ら
ま

さ
に
明
ら
か

に
誅
磔

を
示

し
て
、
以

て
人
心

を
晴

れ
さ
せ
、
国
法
を
伸
ば

す

べ
き

で
あ

る

と
し
、

そ

こ
で
審
明
時

に
直

ち

に
恭
請
王
命

と
し
て
死
刑

に
し
、

な

お

一
方

で
上
奏

し
て
報

告
す
る

よ
う
命

じ
た
。

〔向
来

外
省
蔑
倫
之
犯
、

旧
係
立
斃
杖
下
、
従

不
具
奏
立
案
。
朕

以

此
等
逆
犯
、
実
為
覆
載

所
不
容
、
自
当
明
示
誅

磔
、
以
快
人
心

而
申

国
法
、
因
令
於
審

明
時

、
即
請
王
命
正
法
、
仍

一
面
奏
聞
。
〕

こ
こ
で
言
う

「
誅
磔
」

と
は
、
当
時

の
逆
倫
案
件

の
事
例

か
ら
す

れ
ば

凌

遅
処

死
を
指

し
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
し
て
犯
罪
者
を
死

に
至

ら
し

め
る
場
合
、
凌
遅
処

死
は
言
う
ま

で
も
な

く
、
杖

斃

で
も
基
本
的

に
衆
人

環
視

の
下

で
行

っ
て

い
た
。
従

っ
て
こ

の
諭

旨
は
、
非
公
開

の
杖
斃

に
対

す
る
公
開

の
恭
請

王
命

と

い

っ
た
対
比

を
述

べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆

倫
が
天
地

の
容

れ
ざ

る
大
罪

で
あ

る
た
め
、

杖
斃

で
は
な

く
極
刑

た
る
凌

遅
処
死
を
科
す

べ
き

で
あ

る
と

し
て
、

こ
う
し
た
案
件

で

の
恭
請

王
命
を

命
じ

た
と

い
う
内
容

に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
恭
請
王
命

は
杖

斃
と
比

べ
て

重

い
刑
罰

を
科

す

こ
と
が
可
能

で
あ

る
こ
と

か
ら
、
逆
倫

と

い
う
大
罪

に

応
じ

た
刑
罰

を
科

す
方
法
と

し
て
恭
請

王
命
が
選
択

さ
れ
た
。

な

お
杖
斃

と

の
選
択
的
関
係

に
お

い
て
前

面

に
現

れ
な

い
に
せ
よ
、
杖

斃
固
有

の
性
格

を
考
慮

し

た
と
き
、
律
例

へ
の
準
拠

と

い
う
要
素
も
存
在

す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
乾
隆

二
十
六
年
諭
旨

で
凌
遅

処
死
が
規
定

さ

れ
た

の
は
、
言

う
ま

で
も
な

く
そ
れ
が
逆
倫
案
件

で
適

用
す

べ
き

「謀
殺

祖
父
母
父
母
」

律
が

定

め
る
刑
罰

だ

か
ら

で
あ

る
。
従

っ
て
今
回
、
杖
斃

で
は
な

く
恭
請

王
命
な
ど
が
選
択

さ
れ

た
理
由

の

一
つ
に
は
、

そ
れ
が
律

例

の
定

め
る
刑
罰

を
迅
速

に
科
す

こ
と
が

可
能
な
方
法

で
あ

っ
た

こ
と
も

挙
げ

ら
れ

よ
う
。

こ

の
点
、

こ
の
諭

旨
が

定

め
る
恭
請

王
命

は
、

そ
れ
以

前

の
権
宜
的

な
恭
請

王
命
と

は
や
や
意
味
合

い
を
異

に
し

て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
う

し
て
見

る
と
、
乾
隆

二
十

六
年
諭

旨
が
定

め
る
恭
請

王
命
や
令
箭

と
は
、

一
方

で
罪
状

と
刑
罰

の

一
致

を
図

る
た
め
に
杖
斃

が

一
部
制
限

さ

れ

る
と

い
う
展

開
を
受
け

て
、
他
方

で
従
来
杖
斃
が
担

っ
て
き

た
案
件

の

速
決

と
い
う
目
的
を
引
き
継

ぐ
形

で
、
律
例

に
規
定

さ
れ

た
刑
罰

を
迅
速

に
科
す

こ
と
が

可
能
な
方
法

と
し

て
選
択

さ
れ
た
と
言
え

る
。

と

こ
ろ
で

こ
の
諭
旨

に
遵

照
し
た
裁
判
実
務

を
見
る
と
、
恭
請

王
命

の

場
合
、
外
属

で
の
事
件

で
あ

っ
て
も
犯
罪
者

を
省

都
ま

で
送
致

し
て
督

撫

が
親
勘

し

て
い
る
が
、
令
箭

の
場
合
、
親
勘

は
府

・
県
限

り
で
あ

っ
て
督

撫

は
府

・
県

か
ら

の
禀

を
審

査
す

る
の
み
で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が

乾
隆

二

十

八

(
一
七
六
三
)
年

に
広

東
省

で
、

遂

渓
県
知
県

の
管
唯
木

が

「
県
民

の
陳

国
英
が
、
監
生

の
梁
挙
朝
と

田
を
争

っ
て
憤
慨

し
た

こ
と

に
よ
り
、

継
母
張
氏

を
掴

み
殴

っ
て
死

亡
さ

せ
、

こ
れ

に
よ
り
相
手
を
陥

れ
よ
う
と

し
ま

し
た
。
犯

罪
者

と

証
人
を
府
城

ま

で
送

致

し
て
知
府

に
審
理

し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、

理
と

し
て
ま
さ

に
例

に
照
ら

し
て
覆

審
し

た
上

で
死
刑

に
す

る
こ
と

を
禀
請

し
ま
す
」
と
禀

で
報
告

し

て
き

た
。

…
臣

(
=
両
広
総
督
)

は
、
案
情
が

重
大
な

の
で
、
高

州
府
電
白
県
知

県

の
常
有

に
命

じ

て
、

雷
州

に
赴

い
て
署
府

と
と
も

に
覆
審

さ
せ
る
と
と
も

に
、

一
方

で
例

に
照

ら
し

て
撫
標
中
軍
参
将

の
温
有
哲

に
命

じ

て
、
令
箭

を
持

っ
て

赴
き
文

員

の
覆
審
を
待

た
せ
た
。
…

そ

の
後

、
委
員

の
常
有
が

署
府
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と
覆
審

し
て
、

張
氏

は
梁
挙
朝
が
傷

つ
け
死
亡
す

る

に
至

っ
た
も

の

で
、
陳
国
英
が

殺
害

し

て
図
頼

し
た
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
明
ら

か

に
し
、
供
述

を
記
録

し
て
禀

で
報
告
し

て
き

た
。

ま
た
標

員

の
温
有

哲
も
令
箭
を
返
納

し

て
き

た
。

〔拠
遂
渓
県
知

県
管

唯
木
禀
称

「有

県
民
陳
国
英
、

因
与

監
生
梁
挙

朝

争
田
不
忿
、
殴
〓

継

母
張
氏
致

死
、
希
図
誣
頼
。
除
将
各

犯
証
、

帯

赴
郡
城
、
聴
候
本
府

査
審
外
、
理
合

禀
請
照
例
覆
審
正

法
」
等
情
。

…
臣
因
案
情
重
大
、
随
檄

委
高
州
府
電
白

県
知
県
常
有
、
馳

赴
雷
州
、

会
同
該

署
府
、
覆
加
研

訊
、

一
面
照
例
檄

委
撫
標
中
軍
参
将

温
有

哲
、

恭
賚
令
箭

前
往
、
聴
候

文
員
査
審
。

…
嗣
拠

委
員
常
有
会
同

該
府
審

得
、
張
氏
係

梁
挙
朝
致
傷
殞

命
、
並
非
陳

国
英
弑
逆
図
頼
、

録
供
具

禀
。
并
拠
標

員
温
有
哲
、
緻
銷

令
箭
前
来
〕
。

と

い
う
事
件

が
起

こ

っ
た
。

こ
れ
を

受
け

て
翌

乾
隆

二
十

九

(
一
七

六

四
)
年

に
は
、

前

に
旨
を
降

し
、
各
省

で
子
孫

の
蔑
倫

の
重
案

が
あ
れ
ぽ
、
各
督
撫

に
、
審
擬

し
て
定

譫

し
た
後
、

一
方

で
上
奏

し
て
報
告
し
、
他
方

で

死
刑

に
す

る
よ
う
命
じ

た
。

そ

の
理
由

は
、
該

犯

の
情
罪
が
重
大

で

あ
り
、
少

し

で
も
死
刑

を
遅

ら

せ
る
こ
と
が
望

ま
し
く
な

い
か
ら

で

あ

っ
た
。

た
だ
事
は
極
刑

に
関

す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ

の
中

は
情

偽

多

端

で
あ

る

の
で
、
軽

々
し
く
完

結
し

て
は
な
ら
な

い
。
す

な
わ
ち

広
東

の
遂
渓
県

の
監
生
梁
挙
朝
が
陳

国
英

の
母

張
氏

を
殴
死

さ
せ
た

一
案

で

は
…
。
今
後

、
各
省

で
も
し

こ
の
よ
う

な
重

案
が
あ
れ
ば
、

ま
す
ま
す
慎
重

に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
督
撫
等

は
務

め
て
犯
罪

者

を
親
勘

し
、
再

三

に
わ
た

っ
て
確
実

に
審
理

し
て
、
以

っ
て
信
〓

を
成

さ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
僅

か
に
州

県

の
供
詳

の
み
を
拠

り
所

と
し

て
、
冤
抑

を
生

じ
さ

せ
て
は
な

ら
な

い
。

〔前

経
降
旨
、
各
省

遇
有
子
孫
蔑
倫
重
案

、
令
各
該
督
撫
於
審
擬

定

謝
後
、

一
面
奏
聞
、

即

一
面
正
法
。
原

因
該
犯
情
罪
重
大
、

不
便

稍

稽
顕
戮
。
但
事
関
重

辟
、
其
中
情
偽
多
端
、

亦
不
応
軽
率
完
結
。

即

如
広

東
遂
渓
県
監
生

梁
朝
擧
殴
死
陳

国
英

之
母
張
氏

一
案

…
。
嗣
後

各
省
如

遇
此
等
重
案
、

不
可
不
倍
加
詳
慎
。

該
督
撫
等
務
須
親
提

人

犯
、

再
三
確
審
、
以
成

信
認
。
毋
得
僅
憑
州

県
供
詳
、
致
滋

冤
抑

。
〕

と

い
う
諭
旨

が
下
さ

れ
、
逆

倫
案
件

で
は
す

べ
て
督
撫

が
親
勘
す

る
よ
う

に
定

め
ら
れ

た
。

こ
の
結

果
、
逆
倫
案
件

で
令

箭

に
よ
る
方
法

は
用

い
ら

れ

な
く
な
り
、
恭
請

王
命

に

一
本
化
さ

れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

第

二
節

乾

隆
中

期

以

降

(
一
)

恭
請

王
命

の
増
加

と
そ

の
内
実

前
節

で
検

討
し
た
逆
倫
案
件

で

の
恭
請
王
命

の
定
例

化
を
嚆
矢

と
し

て
、

乾
隆
中
期

以
降
、
恭
請
王
命

の
事
例
が
増
加

し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
れ
は
直

接

に
は
、
恭
請

王
命

に
言
及
す

る
史
料

が
乾
隆
中
期

以
降
格

段

に
増
加

し

て
い
る
こ
と

か
ら
推

測

で
き

る
。

そ

し
て
間

接
的

に
も
、
恭
請

王
命
を
表
す
用
語

の
変

化

か
ら
推
測

で
き

る
。
本
稿

で
は
王
命
旗
牌

を
用

い
て
先
行

し
て
死
刑

に
す

る
方
法

を
便
宜

的

に

「
恭
請

王
命

」
と

い
う
表

現

に
統

一
し
た
が
、
史

料

の
用
例

を
見

る

と
、
乾
隆
中

期
以
前

の
恭
請

王
命

で
は
、
「
は
じ

め
に
」

の
末

尾

に
列
挙

し

た
よ
う

な
王
命
旗

牌
を
持

ち
出

す

こ
と
が
判

る
具
体

的
な
表
現
が
用

い
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恭請王命考

ら

れ
、
統

一
的

な
用
法
が
存
在

し
な
か

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
が
乾
隆
中
期

以
降
、

ほ
ぼ

「
恭
請
王
命
」

に
定
着

し
た
。

こ
の
よ
5
な
恭

請
王
命
を

示

す
用
語

の
変
化

は
、
恭
請
王
命

の
事
例

の
増
加
、
そ

し
て
そ

の

一
般
化

を

物
語

っ
て

い
る
と
言
え

よ
う
。

そ
れ
で
は
、

恭
請
王
命

の
事
例

の
増

加

は
ど

の
よ
う
な
内
実

を
有

し
て

い
た
の
か
。

そ

の
増
加
と

は
臣
下

や
皇

帝

の
ど

の
よ
う
な
対

応

の
結
果

と

し
て
現

れ
た

の
か
。
以
下
、
乾
隆
中

期
以
降

の
恭
請

王
命

を
巡

る
対
応

を
、

臣
下

の
皇
帝

と

の
関
係

に
お
け

る
対
応

(A
-
1
)
、

お
よ
び
省
内

の
解
審

実
務

(A
-
2
)
、
そ
し

て
皇
帝

に
よ
る
省
内
手
続
終

了
以
前

の
対
応

(
B

-
1
)
、

お

よ
び

省
内

手
続
が

終

了

し
て
上
奏

を
受

け

た
段
階

で
の
対
応

(
B
-
2
)
と

に
区

分

し
、

そ
れ
ぞ

れ
事
例

に
即

し

て
紹
介

し

て
対

応

の

広
が

り
を
確
認

す

る
。

A
-
1

皇
帝

と

の
関
係

臣
下

の
皇
帝

と

の
関
係

に
お
け
る
対

応
と
し

て
は
、
第

一
に
、
特
定

の

案
件

で
の
定
例
化

を
目
的

と
し
て
事
前

に
奏
請
す

る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ

る
。

定
例
化

を
目
的

と
し

た
奏
請

の

「
つ
に
は
、
前
節

で
検
討

し
た
乾
隆

二

十
六
年
諭
旨

の
契

機
と
な

っ
た
常
鈞

の
奏

請

の
よ
う

に
、
実
際

に
そ

の
案

件

の
裁
判

に
携

わ

っ
た
上

で
の
提
案
が
挙
げ

ら
れ

る
。

こ
こ
で
常

鈞

は
、

監
獄

で
死
亡

し
て
し
ま

っ
た
と

は
い
え
逆
倫
案

件

の
裁
判

に
携

わ

っ
た

こ

と

に
よ
り
、
従
来

の
方
法

が
画

一
で
な

か

っ
た
と

い
う
問
題
点

を
把

握

し
、

今
後

の
た

め
に
自
分
が
望

ま
し

い
と
考

え
る
方

法
を
事
前

に
提
案

し

て
定

例
化

を
図

る
こ
と

を
目
的

に
奏
請

し
た
と
考

え
ら
れ

る
。

奏
請

の
も
う

一
つ
に
は
、
他

案

に
お
け
る
恭

請
王
命

の
定
例
化

を
前

提

と
し
て
、
そ
れ
を
別

の
案

件

に
も
援
用

し
よ
う
と
す

る
形

で

の
提
案

が
挙

げ

ら
れ

る
。
例

え
ば
乾

隆
三
十

三

(
一
七
六

八
)
年

に
貴
州

按
察
使

は
以

下

の
奏
請
を
行

っ
て

い
る
。

子
孫
滅
倫

の
重
案

は
、
定
例

と
し

て
、
督
撫
が
親
提

し

て
審
明

し
た

後

、

一
方

で
上
奏

し

て
報
告

し
、
他
方

で
直
ち

に
死
刑

に
す

る
。
…

奴

婢
が
家
長

を
殴

故
殺
す

る
案
件
、

並
び

に

一
家

の
死

罪

に
非

ざ

る

三
人
を
謀
故
殺

す
る
案
件

は
、
律

に
按

じ

て
定
擬
す

る
場
合

、
均
し

く
凌
遅
処
死

と
な
る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
実

に
罪
が
大

き
く
悪
が

極

ま

っ
て
い
る
も

の
で
、
法

の
容

れ
難

き
所

で
あ

る
。

そ

の
上
、
奴

婢

の
家
長

と
の
関
係

で
は
、
元

々
子
孫

と
同
様

に
論
ず

る
も

の
で
あ

り
、

…
家
三
名

を
謀

故
殺
す

る
こ
と
は
、
残
忍

の
最

た
る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
案
件

を
、
も
し
従
来
通

り
期
限
を
切

っ
て
審

理
し

て

題

本

で
上
奏
す

る
な
ら
ば
、
自
殺

や
監
獄

で
死
亡
す

る
こ
と
が

無

い

こ
と
を
保

ち
難

い
。

…
臣

(
=
貴
州
按
察

使
)

は
次

の
よ
う
に
愚
請

す
る
。
今
後
、
奴
婢

が
家

長
を
殴
故
殺

す
る
案
件
、

お
よ
び

一
家

の

死
罪

に
非
ざ

る
三
人
を
謀

故
殺
す

る
案
件

で
は
、
す

べ
て
子
孫
滅

倫

の
例

に
照
ら

し
て
、
督
撫

が
犯
罪
者
を
省

城

へ
送
致
さ

せ
、
親
勘

し

て
確

実

に
し
た
上

で
、

一
方

で
上
奏

し
て
報

告
し
、
他
方

で
恭
請

王

命

と
し

て
直

ち
に
死
刑

に
す

べ
し
と
。

〔子
孫
滅
倫
重
案
、

定
例

督
撫
親
提
審

明
之
後
、

一
面
奏
聞
、

一
面

即
行

正
法
。

…
奴
婢

殴
故
殺
家
長
、
並
謀

故
殺

一
家
非

死
罪
三
人
之

案

、
按
律
定
擬
、
均

応
凌
遅
処
死
、
実
為

罪
大
悪
極
、
法

所
難
容
。

且
奴

婢
之
於
家
長
、

原
与

子
孫
同
論
、

而
謀
故
殺
一

家

三
命

、
更
属

残

忍
之
尤
。
若
仍
按

限
審

題
、
難
保
無
自

戝
監
斃
之
事
。

…
臣
愚
応

請
、

嗣
後
遇
有
奴
婢

殴
故
殺
家
長
、
及
謀

故
殺

一
家
非

死
罪
三
人
之
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表1恭 請王命の条例(光 緒 『大清会典事例』等より)

案
、
倶
照

子
孫

滅
倫
之
例
、
督

撫
提
至
省

城
、
親
審
確
実
、

一

面
奏
聞
、

一
面
恭
請
王
命
、

即

行
正
法
。
〕

こ
こ
で
は
、
奴
婢
が

家
長
を
殴
故
殺

す
る
案
件
と

一
家

三
人
を
殺
害
す

る

案
件

は
共

に
律
例

で
凌
遅
処
死
が
規

定

さ
れ

る
重
大
案
件

で
あ

る
こ
と
か

ら
、
時
間
が

か
か
る
必
要
的
覆
審
制

の
手
続

で
は
望

ま
し
く
な

い
と

し
て
、

こ
れ
ら

の
案
件

で
恭

請
王
命
を
用

い

る
こ
と
を
提
案

し
て

い
る
。

そ
し
て

そ
れ

は
、
「
子
孫

滅
倫

の
例

に
照

ら

し
て
」

と
あ

る
よ
う

に
、
逆
倫
案
件

で
の
恭
請
王
命

の
定
例
化
を
前
提

と

し

て
、

そ
れ
を
別

の
案
件

に
も
援
用

し
よ
う

と
す

る
形

で
の
提
案

で
あ

っ

た
。

な
お

こ

の
奏

請

に
対

し

て

「該

部

(刑

部
)
が

検

討

し

て
上
奏

せ
よ

〔該

部
議
奏

)
」
と

い
う
殊
批

が
与

え
ら
れ

て

い
る
が

、
そ

の
後

の
展

開

を
見
る
と
、
奴
婢

に
関

し
て
は
清
代

を
通
じ

て
恭
請

王
命

の
定
例

を
確

認

す

る
こ
と
が

で
き
ず

、

一
家

三
人

の
殺
害

に
関

し
て
は
乾
隆
六
十

(
一
七

九

五
)
年

に
恭
請

王
命

を
規
定

す
る

「
殺

一
家

三
人
」
律
条
例
が
制

定
さ

れ
た

(【
表

1
】
参

照
)
。
従

っ
て
こ

の
奏
請

は
却
下

さ
れ

た
と
考

え
ら
れ

る
。皇

帝
と

の
関
係

に
お
け

る
対
応

の
第

二

に
、
定
例
化
を
目
的

と
す
る
も

の
で
は
な

い
が
、
特
定

の
状
況
下

で

の
恭
請

王
命

の
選
択

を
事
前

に
通
知

し

て
お
く

こ
と
が
挙
げ

ら
れ

る
。
例

え
ば

乾
隆

二
十
六
～

二
十

九

(
一
七

六

一
～
六

四
)
年

の
江
蘇
省
等

の
洋
盗
案

件

で
、
荘
有
恭

は
首
犯

の
襲
老

大
を
凌
遅
処
死

に
定
擬

し

て

〔応
将
襲
老

大
、
比
照

「行
盗

而
殺

一
家
非

死
罪

三
人
」
律
、
凌
遅
処

死
〕
、
奏
摺

に
よ
り
請
旨

の
上
奏

を
行

っ
た
。

そ
し

て
こ
の
犯

罪
者

に
つ
い
て
、

首
犯

の
聾
老
大

は
、
自

ら
罪
が
許

さ
れ
な

い
こ
と
を
知
り
、
飲
食
が

減
少

し
て

い
る
。
臣

(
=
荘
有

恭
)

は
す

で
に
管

理
す
る
獄
官

に
対

し
、
特

に
注
意
し

て
看
視
す

る
よ
う
厳
命

し
た
。
も
し
危
篤

に
な

っ

た
ら
、
臣

は
恭
請
王
命

と
し

て
擬

に
照

ら
し
て
処
理
す

る
。

〔首
犯
襲

老
大
、
自
知
罪
在

不
宥
、
飲
食
減
少

。
臣
已
厳
飭
該
管
獄

官
、
加
意

小
心
看
視
。
個
或
勢

在
垂
危
、
臣
当

即
恭
請
王
命
、
照
擬

辧

理
。
〕

と
皇
帝

に
通
知
し

て
い
る
。

そ

し
て
第

三

に
、
事
前

に
皇
帝

の
裁
可

を
得
ず

、
ま

た
皇
帝

に
通
知

す

る
こ
と
も
せ
ず
、
権
宜
的

に
恭
請
王
命
を
選
択

し

て
し
ま
う
場
合

が
挙

げ

ら
れ

る
。
例

え
ば
、
上
述

の

「殺

一
家
三
人

」
律

条
例

の
制
定

以
前

で
あ

る
乾
隆

四
十

七

(
一
七

八
二
)
年

に
広
東
省

で
起

き
た

一
家

四
名

を
殺

害

し
た
事
件

で
は
、
次

の
よ
う
な
奏
摺
が
上
奏

さ
れ

て
い
る
。

梁

英
は
…
ま
さ

に

「
一
家

の
死
罪

で
は
な

い
四
名
を
殺
害

す
れ
ば

凌

遅
処

死
と
す

る
」

の
例

に
依

り
、
凌
遅
処

死
と
す

る
。
該
犯

は
借

金

の
返
済

を
求

め
て
退

け
ら
れ

た
こ
と
に
よ
る
些
細
な
恨

み
か
ら
、

あ
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恭請王命考

え

て

一
家

の
老
幼

四
名

を
連
続

し
て
殺
害

し

て
四
名

を
負
傷

さ
せ

た
。

兇
悪
残
酷

な
こ
と
極
ま

っ
て
い
る

の
で
、
少

し

で
も
死
刑

を
遅
ら

せ

る
こ
と

は
望

ま
し
く
な

い
。

そ
こ
で
臣

(
=
両
広
総
督
)

は
謹
ん

で

四
月
三
十

日

の
審

明
後

に
、
恭
請

王
命

と
し

て
…
梁
英

を
縛

り
あ
げ

て
市
曹

に
連
行

し

て
凌
遅
処
死

と
し
た
。

〔梁
英

…
合
依

「
殺

一
家
非
死
罪

四
命

凌
遅
処
死
」
例
、
凌

遅
処
死
。

該
犯
以
索
欠
被

斥
微
嫌
、
輙
敢
連
斃

一
家
老
幼

四
命
并
傷

四
人
。
兇

残
已
極
、
未
便

稍
稽
顕
戮
。
臣
謹
於

四
月
三
十
日
審
明
後
、

恭
請
王

命

…
将
梁

英
榔

赴
市
曹
、
凌
遅
処

死
訖

。
〕

こ
の
事
例

よ
り
、

一
家
三
名
以
上

を
殺
害

す

る
案
件

で
は
条
例
制

定
以
前

に
も
恭
請
王
命
が

用

い
ら
れ
、
そ

れ
が
皇
帝

に
報
告

さ
れ

て

い
た

こ
と
が

分

か
る
。
従

っ
て
こ
れ
は
督
撫
判
断

に
よ
る
権
宜
的
な
恭
請

王
命

で
あ

る
。

そ
し

て
恭
請

王
命

を
定
め

る
条
例

は

「殺

一
家
三
人
」
律
条
例
が

最
初

で

あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
乾
隆
中
期

以
降

増
加

し
た
恭
請

王
命

の
事
例

に
は
、
諭
旨

に
よ
り
定
例
化
さ
れ

た
恭
請

王
命
も
数
多
く
存
在

す
る

に
せ

よ
、

こ
の
よ
う
な
督
撫

に
よ

る
権
宜
的

な
恭

請
王
命
も
ま

た
多

か

っ
た
と

考
え
ら
れ

る
。

以
上
、
臣
下

の
皇
帝

と

の
関
係

に
お
け
る
対
応

に
は
、
事
前

に
奏
請
し

て
定

例
化
を
図

る
こ
と
か
ら
裁
判
実
務

に
お

い
て
権
宜
的

に
恭
請

王
命

に

す
る

こ
と
ま

で
幾

つ
か

の
形
態
が
確
認

で
き

る
。

臣
下

は
、
事
前

の
定
例

化

か
ら
実
務
上

の
選
択

ま
で
、
恭
請
王
命

を
巡

っ
て
様

々
な
方
法

を
模
索

し
て
そ
れ
を
実
行

に
移

し
て

い
た
。

A
-
2

解
審

実
務

恭
請

王
命

を
巡

る
省
内

の
対
応
と

し
て
は
、

王
命
旗
牌
を
有
す

る
督
撫

ま
で
ど

の
よ
う

に
案
件

を
も
た
ら
す

か
、

す
な
わ
ち
解
審

の
実
務

に
お

い

て
幾

つ
か

の
形
態
が
確
認

で
き

る
。

ま
ず

通
常

の
死
刑
案
件

と
同
様

に
、
州

県
か
ら
順
次
解
審

し

て
督
撫

ま

で
至

る
形
態
が
あ

る
。
例

え
ば
乾
隆
五
十

二

(
一
七
八
七
)
年

に
広
東

省

の
強
盗

殺
人

で
恭
請

王
命

と
し
た
事
例

で
は

〔
周
亜
石
、
合
依

「
強
盗

殺

人
斬
決
梟

示
」
例
、
擬
斬
立

決
梟

示
。
…
臣
於

九
月
十
六
日
審
明

、
即
恭

請
王
命

…
将

周
亜
石
郷
赴
市

曹
正
法
訖
。
仍
伝
首

梟
示
。
〕
、

該

県

の
孔
天
荷
が
現
犯

を
審

擬

し
て
州

へ
解

審
し
、
按
察
使

か
ら
解

審

し

て
き

た
こ
と
を
受

け
た
。

そ
こ
で
臣

(
=
広
東
巡
撫
)

は
按

察

使
姚
〓

等
を
率

い
て
犯

罪
者

を

さ
ら

に
訊
問
し
た
。

〔拠

該
県
孔
天
荷
、
将

現
犯
審
擬
解
州

、
由

司
審
解
前
来
。

臣
随
率

同

按
察

使
姚
〓

等
、
提

犯
覆

加
研
訊
。
〕

と
あ

り
、

こ
の
案
件
が
県

か
ら
順
次
解
審

さ
れ
巡
撫

に
も

た
ら

さ
れ
た

こ

と
が
判

る
。

た
だ
管

見

の
限
り
、
州
県

か
ら
順
次
解
審

す
る
形
態

は
恭
請
王
命

の
案

件
全
体

か
ら
す
れ
ば

む
し
ろ
少
数

で
、
多

く

の
案

件

で
は
、
州
県

で
犯

罪

者

を
捕
縛

し

て
審
理

を
加

え
た
後

、

そ
の
犯

罪
者

や
証
人
な
ど
関
係
者

を

直
接
省

都

へ
送
致

し
て
そ
こ

で
覆

審

し
て

い
る
。

こ
れ

に
は
幾

つ
か

の
形

態
が
確

認

で
き

る
が
、

そ

の
第

一
は
、
来
省
後

に
知
府
相
当

の
官

員

に
覆

審

さ
せ
、
按
察
使

か
ら
督
撫

へ
も

た
ら
す
形

態

で
あ

る
。
例

え
ば

乾
隆
四

十

八

(
一
七

八
三
)
年

に
湖
南
省

で
起
き

た

一
家
五
名
を
殺
害

し
た
事
件

で
恭
請

王
命

と
し

た
事
例

で
は

〔朱
松
七

因
図

雷
氏
続
姦

不
遂

、
輙
殺

死
姑
熄

子
女

一
家
五
命
。

…
臣
於
審
明
之

日
、
即
恭
請
王
命

…
将

該
犯
朱

松
七
締

赴
市

曹
、
照
律
辧
訖

〕
、
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湘
郷
県
知

県

の
王
業
銓
が

「
県
民
朱
松
七
が
、
姦

通
を
続
け

よ
う

と

す

る
も
遂
げ

ら
れ
な

か

っ
た
こ
と

に
よ
り
、
〓鄰

雷
氏

を
殺
害

し
、

さ

ら
に
そ

の
姑

の
江
氏
、
娘

の
〓
七
貞
、
息

子

の
〓
尚
志

・
〓
日
昇

の

一
家

五
名
を
殺
害

し
た
」

こ
と
を
験

し
て
詳
文

で
報
告

し
、
犯
罪
者

を
省

に
送
致
し

て
き

た
。
臣

(
=
湖
南
巡
撫

)
は
直
ち

に
司

に
批

し

て
、
長
沙
府

の
王
家
賓
、
辰

州
府

の
単
〓

に
委

せ

て
長
沙
県

の
李
裕

文
、
該

県

の
王
業

銓
を
率

い
て
訊

問
す

る
よ
う
命

じ

さ
せ
、

(そ

の

後
)
按
察
使

か
ら
招
解

し
て
き
た
。
臣

は
そ
こ
で
在

省

の
司
道

を
率

い
て
自

ら
訊
問

し
た
。

〔拠
湘
郷

県
知
県
王
業
銓
験
詳

「
県
民
朱
松

七
因
図
続
姦
不
遂
、

殺

死
〓

雷
氏

、
並
殺
其
姑
江
氏

・
女
〓

七
貞

・
子
〓

尚
志

・
〓
日
昇

一

家

五
命

」
、
押
犯
到

省
。
臣

即
批
司
飭

委
長
沙

府
王
家

賓

・
辰
州
府

単
〓

率
同
長
沙

県
李
裕
文

・
該

県
王
業
銓
訊

明
、
由
司
招
解
。
臣

随

率

在
省
司
道
、

親
加
研
鞫
。
〕

と
あ

り
、
来
省
後

に
知
府

か
ら
按
察

使
を
経

て
巡
撫

に
案
件
が
も

た
ら
さ

れ
た
こ
と
が
判

る
。

第

二

は
、
来
省
後

に
按
察
使
が
覆

審
を

し
た
上

で
督
撫

に
も

た
ら
す
形

態

で
あ

る
。
例

え
ば

上
述

の
乾
隆

四
十
七

(
一
七
八

二
)
年

に
広
東

省

で

起

き

た

一
家

四
名

を
殺
害

し
た
事

件

で
恭
請

王
命

と
し

た
事
例

で
は
、

徐
聞
県
知

県

の
周
萃
元
が

「
石
城
県
民

の
梁

英
が
、
恨

み
か
ら
徐
聞

県
民

の
梁
振
交

等

一
家

四
名

を
殺
害

し
、
梁

添
秀
等

四
人

を
負
傷

さ

せ
た
。
犯

罪
者

と
証
人

を
省

に
送
致

し
て
審

理
さ

せ
ま
す
」

と
詳

文

で
報
告

し
て
き
た
。

そ
こ
で
臣

(
=
両
広
総
督

)

は
直

ち
に
按
察

使

に
、
確
実

に
審

理
し

て
解
審

す

る
よ
う
命

じ
た
。

こ
こ
に
按
察
使

の

景
禄
が
審
明
し
て
定
擬
し
解
審
し
て
き
た
。
臣
は
在
省
の
司
道
を
率

い
て
自
ら
犯
罪
者
を
訊
問
し
た
。

〔拠
徐
聞
県
知
県
周
萃
元
詳
報

「石
城
県
民
梁
英
、
挟
嫌
殺
死
徐
聞

県
民
梁
振
交
等
一
家
四
命
、
并
傷
梁
添
秀
等
四
人
。
押
解
犯
証
、
赴

省
審
辧
」
等
情
。
当
経
臣
飛
飭
〓
司
、
確
審
解
勘
去
後
。
茲
拠
按
察

使
景
禄
審
明
定
擬
招
解
前
来
。
臣
率
同
在
省
司
道
親
提
覆
訊
。〕

と
あ
り
、
来
省
後
に
按
察
使
か
ら
総
督

へ
と
案
件
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
判
る
。

第
三
は
、
来
省
後
に
督
撫
が
直
接
覆
審
す
る
形
態
で
あ
る
。
例
え
ば
乾

隆
三
十
二

(
一
七
六
七
)
年
の
河
南
省
で
起
き
た
僧
侶
が
三
名
を
殺
害
し

た
事
件
で
恭
請
王
命
と
し
た
事
例
で
は

〔普
辛
…
若
照

「殺
三
人
而
非

一

家
」
僅
予
駢
首
、
不
足
示
懲
。
応
比
照

「殺

一
家
非
死
罪
三
人
」
律
、
凌

遅
処
死
。
該
犯
情
罪
重
大
、
未
便
稍
稽
顕
戮
。
臣
遂
於
本
月
十
四
日
、
恭

請
王
命
旗
牌

…
将
普
辛
郷
赴
市

曹
、
即
日
凌
遅
処

死
訖
。
〕
、

汝
陽

県
が
…
犯
罪
者

を
捕
縛

し

て
験

し
て
訊

問
し

た
縁
由

を
詳
文

に

よ
り
報

告
し

て
、
臣

(
=
河
南
巡
撫
)

の
所

に
到

っ
た
。

…
直

ち

に

司

に
批

し
て
、
受
傷

の
人
を
慎
重

に
治
療

し
、

一
方

で
正
犯

を
省

に

送
致

し

て
、
臣
が
自

ら
審
理
す

る
こ
と
を
待
た

せ
る
よ
う

に
命

じ
た
。

こ
こ

に
汝
陽
県
知
県

の
周
柄
が
、
兇
犯
普

辛
と
続
獲

の
僧

人
照
坤

を

送
致

し

て
き

た
。

そ
こ
で
臣

は
司

・
道

を
率

い
て
逐

一
訊
問

し
た
。

〔拠

汝
陽
県
詳

…
獲
犯

験
訊
縁
由
到
臣
。

…
当
即
批
司
、
飭
将

受
傷

之
人
加

謹
医
痊
、

一
面

将
正
犯
押
解
来
省

、
候
臣
親
審
去
後

。
茲

拠

汝
陽

県
知
県
周
柄
、
将

兇
犯
普
辛
并
続
獲
僧

人
照
坤
押
解
前
来
。

臣

随
率

同
司
道
逐

一
研
究

。
〕
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と
あ

り
、
来
省
後

に
巡
撫
が
直
接
覆
審

し

て
い
る
こ
と
が
判

る
。

そ

の
他
、
逆

に
督
撫
が
現
地

や
そ

の
付
近

へ
赴
く
形
態

も
存
在
す

る
。

そ

の

一
つ
は
、
事
件

報
告
を
受
け

た
督
撫
が

現
地

へ
赴

い
て
捕
縛

を
指
揮

し
、
そ

の
後
自

ら
犯

罪
者
を
省
都

へ
送

致
し

て
審
理
す

る
形

態

で
あ

る
。

例
、兄
ば
、
乾

隆
四
十
四

(
一
七

七
九
)
年

に
江
西
省

で
起

き
た

「
聚
衆
殴

官
」
事
件

で
二
名

を
恭
請
王
命

と
し
た
事
例

で
は

〔此
案
董

員
仔

…
実
属

通
案
罪
魁
、
応

照
例

斬
決
桑
示
。
元

九
仔
…
実
属
同
悪
相
済

、
応

照
例
斬

決
。
該

二
犯
情
罪
重

大
、
臣
於
審
明
之

日
、
恭

請
王
命
、
将
該

二
犯
締

赴

市
曹
、
先
行
正
法
。

董
員
仔
仍
伝
首
楽
安

県
示
衆
。
〕
、

楽
安
県
が
禀
報

す

る

「
奸
民
が
衆

を
集

め
て
官
を
殴

っ
た
」

一
案

で
、

先

に
臣

(
=
江

西
巡
撫

)

は
総
兵

の
張

兆
潘
と
共

に
急

い
で
現
地

に

赴

い
て
監
督

・
処

理

に
当

た

っ
た
。
道

・
府

・
県
が
首
従

の
犯

罪
者

董
員
仔
等

二
十

一
名

を
捕

縛
し

た
こ
と

に
よ
り
、
訊
明

し
た
情
形

を

駅
伝

で
急

い
で
上
奏

し
、

一
方

で
訊
問
あ

る

い
は
伝
聞

に
よ
り
引
き

続

い
て
捜
査
し

て
捕
縛

し

た
十
五
名

と
と
も
に
、

一
緒

に
省
都

へ
送

致

し
た
。
臣

は
署
布
政
使

の
〓
齢
、
署
按
察
使

の
李

封
、
所
轄

の
巡

道

の
霊
泰

、
南
昌
府
知
府

の
湯
萼
棠
、
九
江
府
知
府

の
伍
拉
納
、
撫

州
府
知
府

の
李
嵩
ら
を
率

い
て
、
共

に
審
理

し
た
。

〔楽
安
県

禀
報

「
奸
民
聚
衆
殴
官

」

一
案
、
先
経
臣

同
鎮
臣
張
兆

〓
馳
往
督
辧
。
拠

道
府
県
拏
獲
首
従

人
犯

董
員
仔
等

二
十
一

名
、
訊
明

情
形
由
駅
馳
奏
、

一
面
訊
訪
査
拏
続
獲
十

五
名
、

一
併
押

帯
回
省
。

臣
率
署
布
政
使
〓

齢

・
署
按
察
使
李
封

・
該
管
巡
道
霊
泰

・
南
昌
府

知
府

湯
萼
棠

・
九
江
府
知

府
伍
拉
納

・
撫

州
府

知
府
李
嵩
等
、

公
同

研

鞫
。
〕

と
あ
り
、
現
地

へ
赴

い
た
巡
撫
が
捕
縛

を
指
揮

し
、

そ

の
後

省
都

へ
送
致

し
て
自
ら
審
理

し
て

い
る

こ
と
が
判

る
。

も

う

「
つ
は
、
現
地

あ
る

い
は
そ

の
付

近

に
赴

い
た
督
撫

が
そ

の
場

で

処

理
す

る
形
態

で
あ

る
。
や
や
時
代

は
下

る
が
、
例

え
ば
道

光
末

年

の
雲

南

西
部

の
漢
回
紛
争

に
お

い
て
、
雲
貴
総
督

林
則
徐

は
軍
隊

を
動

員
し

て

鎮
圧

を
図
る
と
と
も

に
、

臣
林

則
徐

は

(道
光

二
十
八

[
一
八
四
八
]
年

一
月
)
十
九

日

に
省

城

を
出

発
し

て
、
大
理
府

に
赴

い
て
駐
箚

し

て
監
督

・
処
理

に
当

た

る

つ
も
り

で
あ

る
。
該
処

は
省
城

か
ら
十

三
站

、
永
昌

か
ら
六
站

で

あ

っ
て
、
自
ら
随
時
頃
合

い
を
見

て
相
応

し

い
対
応
を
採

り
、

分
別

し
て
指

示
す
る

こ
と
が

で
き
る

か
ら

で
あ

る
。

〔臣
林

則
徐
擬
於
十
九

日
由
省
起
身
、
赴
大

理
府

駐
箚
督
辧
。

該
処

距
省

城
十

三
站

、
距
永

昌
六

站
、
自

可
随

時

相
度

機

宜
、
分

別
調

度
。
〕

と
、
自

ら
雲
南

省

の
省
都
昆
明

か
ら
大
理
府

へ
赴

い
た
。

そ
し

て
大

理
府

趙
州

の
弥
渡

で

の
騒

乱

の
処
理

に
当

た

っ
た
が
、

そ

の
際

、

官
兵
が
陣
前

で
生
け
捕

り
に
し
た
逆
匪
、

お
よ
び
先
後

し

て
逃
亡
す

る
も
捕
縛

さ
れ
た
各
犯

で
、
陸
続

と
送

致
さ
れ

て
臣

の
所

へ
到

っ
た

者

は
、
合
計

で

一
二
三
名

で
あ

る
。
そ

こ
で
、
調
大

理
府
知
府

の
唐

惇

培

に
命

じ
て
、
署
雲
南
県
知
県

の
董
宗
超
、
署
賓
川

州
知
州

の
李

崢

蠑
お

よ
び
各
委

員
を
監
督
引
率

さ
せ
、
訊
問

し
て
確

供
を
取

り
、

更

に
臣
が
逐

一
直

接
審

理

し
た
。

〔
所
有
官
兵
在
陣
前
生
擒

拒
敵
逆
匪
、

及
先
後
逸
出
被
獲
各

犯
、
陸

続
解

送
到
臣
者
、
計

共

一
百

二
十

三
名

。
当
経
飭
調
大

理
府

知
府
唐
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惇

培
、
督
同
署
雲
南

県
知
県
董
宗
超

・
署
賓

川
州
知
州
李
崢
蠑
曁

各

委
員
、
訊
取
確
供

、
復
経
臣
逐

一
提
審

。
〕

と
あ

る
よ
う

に
、
知
府

を
中

心

に
訊
問

さ
せ
た
後

、
総
督
が
覆
審

し

て
六

十

二
名

を
恭
請
王
命

と
し
た

〔以
上
共
犯

六
十

二
名
、
悉
係
情
罪

重
大
、

未
便
稍
稽

顕
戮
。
臣
於
審

明
後
、
即
恭
請

王
命
…
押
赴
犯
事

地
方

、
即
行

処
決
、
応
梟

示
者
伝
首

示
衆

〕
。

こ
の
よ
う

に
恭
請
王
命

の
解

審
実
務

は
、

王
命

旗
牌
を
有

す
る
督
撫
が

最
終
的

に
親

勘
す

る
こ
と
を
前

提
と

し
て
、

州
県

か
ら
順
次
解
審

し

て
い

く
形
態

か
ら
総
督
が
現
地

に
赴

い
て
そ

の
場

で
処
理
す

る
形
態

ま

で
確
認

で
き

る
。
省
内

の
対
応

に
お

い
て
も
、
速
決

と
慎

重
さ
と

の
兼

ね
合

い
の

中

で
様

々
な
方

法
が
模
索

さ
れ
た
。

し

か
も
ど

の
よ
う
な
解
審

を
行
う

か
に
関

し

て
、
総
督
が

現
地

へ
赴
く

形
態

(乾
隆

四
十
四
年
、
道

光
末
年

の
事
例

)
や
県

か
ら

の
詳

文

(予
備

的

報
告

と
し
て

の
通
詳

か
?

)

に
対

し
て
巡
撫
が

省
都

へ
の
送
致

を
命
じ

る
形
態

(乾

隆
三
十

二
年

の
事
例
)

な
ど
、

督
撫
側

の
意
向

が
反
映
さ

れ

る

一
方
、
県
が

督
撫

に
詳
文

(
こ
れ
も
通
詳

か
?
)

で
報
告

す
る
と
と
も

に
省
都

ま
で
犯

罪
者
を
直
接

送
致
し

て
し
ま
う
形
態

(乾
隆

四
十
七
年
、

四
十

八
年

の
事
例
)

の
よ
う

に
、
む

し
ろ
知
県
な
ど
下
僚

側

の
意
向
が
反

映
さ
れ

た
と
思
わ
れ

る
場
合

も
あ

っ
た
こ
と

は
注
目

に
値

す
る
。
恭
請

王

命

の
解
審
実

務

で
は
、
督
撫

の
み
な

ら
ず

下
僚
も
ま

た
積
極

的

に
望
ま

し

い
方
法

を
模

索

し
て

い
た
。

B
-
1

省
内

手
続
終

了
以
前

省
内

の
裁

判
手
続
が
終

了
す

る
以
前

の
皇

帝

の
対
応

と
し

て
、
第

一
に
、

上
述

の
よ
う

に
臣
下
が

特
定

の
案
件

に
お
け

る
恭
請

王
命

の
定
例
化

を
目

的
と

し
て
事
前

に
奏
請

し
て
く
る
こ
と

に
対

し
、

そ
れ
ぞ
れ
採
択
す

る
か

否

か

の
判
断

を
下

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。

例
え
ば
、
逆
倫
案
件

で
恭
請

王
命

を
用

い
る
こ
と
を
提

案

し
た
常
鈞

の
奏

請
を
乾
隆

二
十
六
年

諭
旨

と

い
う
形

で
採
択
す

る

一
方

、
奴
婢
が
家
長

を
殴
故
殺
す

る
案
件

と

一
家

三
人

を
殺
害

す

る
案

件

で

の
恭

請

王
命

を
提
案

し

た
乾
隆

三
十

三

(
}
七
六
八
)
年

の
貴
州
按

察
使

の
奏
請

を
却

下
し

て
い
る
。

第

二
に
、
定
例
化

を
目
的

と
し

た
事
前

の
奏
請

で
は
な
く
、
督
撫
が
事

件

の
発

生
や
審
理

の
途
中

経
過
な
ど

を
報

告
す
る
、

い
わ
ば

裁
判
手
続

の

一
環

と
し

て
の
上
奏

に
対

し

て
、
当
該
案
件

で
恭
請
王
命

を
用

い
る
こ
と

を
指

示
す

る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ

る
。
例
え
ば

乾
隆
五
十

一

(
一
七
八
六
)

年

に
福
建

省

で
発
生

し
た
強
盗
案
件

で
は
、

そ

の
発
生

や
審
理

経
過
を
報

告

す
る
〓

浙
総
督
常
青

か
ら

の
奏
摺

に
対

し

て

〔所
有
拠
報
拏

獲
盗
匪
多

犯
縁

由
、
合
先
由
駅
恭
摺

奏
聞
〕
、

常

青
等
が

「盗

匪
陳

薦

の
首
夥
各
犯

を
捕
縛

し
て
審

理
す
る
」
と

い

う
奏
摺

を
上
奏

し

て
き

た
。

…
常
青

等

に
諭
旨
を
伝

え
る
よ
う
命

じ

る
。
速

や
か
に
犯
罪
者
を
厳

し
く
審

理
し
、
衆
を
集

め

て
不
法
を
行

っ
た
各
情
節

を
訊
問
し

て
明
確

に
し
、

一
方

で
定
擬

を
し

て
上
奏

し
、

他
方

で
先
行

し

て
恭
請

王
命

に
し
、
首
犯

お
よ
び
要

犯
を
死
刑

に
せ

よ
。〔拠

常
青
等
奏

「拏

獲
盗
匪
陳
薦

首
夥
各
犯
審
辧
」

一
摺

。
…
著
伝

諭
常
青
等
、

即
速
提
犯
厳
審

、
将
聚
衆
不
法
各
情

節
究
訊
明
確
、

一

面
定
擬

具
奏

、

一
面
先
請

王
命

、
即
将
首
要
各
犯

正
法
。
〕

と

い
う
諭
旨

を
下

し

て
い
る
。

第
三

に
、
督
撫

か
ら

の
審

理
経

過
な
ど
を
報
告

す
る
上
奏

に
対

し
て
、
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当

該
案
件

の
み
な

ら
ず
今
後

同
様

の
案
件

で
恭
請

王
命

を
用

い
る
こ
と
を

各

省
督
撫

に
通
達

し
て
定

例
化
を
図

る
場
合
が

あ

る
。
例

え
ば
乾

隆
四
十

八

(
一
七

八
三
)
年

か
ら
翌
年

に
か
け

て

の
湖
北
省

の

「
聚
衆
焚

搶
」
案

件

に
お
い
て
、
署

湖
広
総
督
伊
星
阿

は
、

現
地

に
派
遣

し
た
道
台

等

か
ら

の
犯
罪
者

の
供
述

に
関
す

る
禀

の
内
容

を
奏
慴

で
報
告

し
た

〔
所
有
該
道

等
禀
報

現
獲
各
犯

録
到
供

情
、
理
合
先

行
繕
摺
、
由

駅

四
百
里
奏

聞
〕
。

皇
帝

は
そ

の
奏
摺

を
受
け

て
、

伊
星
阿
が

「
湖
北
省
咸
豊
県

の
民

人
楊
正
邦
等

の
家
が
、

四
川
省

の

民
人
刑
特
試

等

に
よ

っ
て
、
衆

を
集

め
て
地
を
争

い
人
を
傷

つ
け
放

火

さ
れ
た
」

と

い
う

一
案

を
上
奏

し

て
き

た
。

…
各

省
督

撫

に
諭
旨

を
伝

え
る
よ
う
命
じ

る
。
今
後
、

こ

の
よ
う
な
衆

を
集

め

て
放
火

し

数
名

を
殺
害

す
る
重
案

で
、
捕
縛

し

て
審
理
す

る
に
、
律

で
は
直

ち

に
死
刑

と
す

べ
き
犯
罪
者

で
、
訊

問
し

て
明
確

に
し
、
ま
さ

に
刺
字

を
し
て
斬
立
決
と
定
擬

し
た
場
合

、
法

に
お
い
て
も
と
よ
り
寛
大

に

す
る
こ
と
が

で
き
な

い
の
で
、
各
督

撫

は
直

ち
に
恭

請
王
命
と
し

て
、

一
方

で
死
刑

に
し
、
他
方

で
上
奏

し

て
報
告

せ
よ
。

〔拠
伊

星
阿
奏

「
湖
北
咸
豊

県
民
揚
正
邦
等
家
、
被

川
民
刑
特
試
等

糾
衆
争

地
傷

人
放
火
」

一
案
。

…
著

伝
諭
各
省
督
撫

、
嗣
後
遇
有
此

等
聚
衆
焚
殺

数
命
重
案
、
拿
獲
究
審

、
律
応
即
時

正
法
人
犯
、
審
訊

確
鑿
、
応
行
刺
字

、
問
擬
斬
決
者
、

於
法
本
無
可
寛
、
各

督
撫
即
当

恭
請
王
命
、

一
面
正
法
、

一
面
奏
聞

。
〕

と

い
う
諭
旨

を
下

し
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
省

内
裁
判
手
続
が
終

了
す

る
以
前

の
段

階

に
お

い
て
皇

帝

は
、

一
方

で
臣

下

の
奏
請
を
受

け
て
事
前

に
定
例
化

を
図

る
と
と
も

に
、

他
方

で
省
内

の
裁
判
過
程

に
介

入
す

る
形

で
当

該
案
件

で
の
恭
請

王
命

を

命

じ
た
り
、
当
該
案
件

は
も
と
よ
り
以
後

の
同
種

の
案
件

で
も
恭
請

王
命

を
命

じ
る

こ
と

で
定
例
化

を
図

る
な
ど

の
対
応

を
示

し
て
い
た
。
皇

帝

は
、

単

に
臣

下
か
ら

の
働
き

か
け

に
受
動
的

に
対
応

し
た
だ
け

で
は
な
く
、
時

に
は
恭
請

王
命
を
望
ま

し

い
方

法
と
し

て
積
極
的

に
臣
下

に
提
示

し
た
。

B
-
2

省
内

手
続
終
了
後

省
内

の
裁
判
手
続
が
終

了
し

て
督
撫

か
ら
上
奏

を
受
け

た
段
階

で

の
皇

帝

の
対
応

と
し

て
、
第

一
に
、

上
述

の
乾
隆

四
十

七

(
一
七

八
二
)
年

の

一
家

四
名

を
殺
害

し
た
事

件

で
、
恭
請

王
命

と
し
た

こ
と
を
報

告
す
る
奏

摺

に
対

し

て

「
該
部

(刑

部
)

は
知

っ
て
お
け

〔該

部
知
道

ご

と

い
う

殊
批

を
与

え

て
い
る
よ
う

に
、

督
撫
判
断

の
権
宜

的
な
恭
請
王
命

を
そ

の

ま
ま
容

認
す

る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ

る
。

こ

の
形

態

に
は
、
上
述

の
乾

隆

二

十

六
～
二
十
九

(
一
七

六

一
～

六

四
)
年

の
洋
盗
案
件

で
恭
請

王
命

を
通

知

す

る
奏
摺

に
対

し

て

「
わ

か

っ
た

〔知
道

了
〕
」

と

い
う
殊
批

を
与

え

る
な
ど
、
事
前

の
通
知

を
皇
帝
が

そ
の
ま
ま
容

認
す

る
こ
と
も
含

み
得

る

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
第

二
に
、
単

に
督
撫
判
断

の
権
宜
的

な
恭
請
王
命

を
容
認

す

る

の
み
な
ら
ず
、

そ

の
判

断
を
積
極
的

に
賞

賛
す

る
場
合
が
あ

る
。
例

え
ば

洋
盗

案
件

で
の
恭
請

王
命
を
報
告
す

る
福

建
巡
撫
徐
嗣
曽

の
奏
摺

に
対
す

る
、
乾
隆
五
十

三

(
「
七
八
八
)
年

の
諭

旨

に
は
、

徐
嗣
曽
が
上
奏

す
る

「
海
洋

で
客
船

を
強
奪

し
た
盗
犯

の
陳
喜

等
五

犯
を
捕
縛

し
、
審

明
後

に
直

ち
に
恭

請
王
命
と

し
て
死
刑

に
し

た
」

と

い
う
奏
摺

で
あ

る
が
、

そ
の
処

理
は
非
常

に
正

し

い
。
福
建
省

の

海
洋

で
は
強

奪
が

頻
聞

し
て
お
り
、
ま

た
台
湾

で
は
は
じ

め
て
懲
罰
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を
与

え
た
後

で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
陳
喜
等

は
敢
え

て
法

を
な

い
が

し
ろ

に
し
て
強
奪

を
行

っ
た

の
で
あ

る
か
ら
、

一
た
び
捕
縛

し

た
ら
、
自

ず

か
ら
迅
速

に
処

理
す

べ
き

で
あ

る
。

も
し
旨
を
請

う
こ

と
に
拘

泥
す
れ
ば

、
必
ず
要

犯

の
死
刑
を
遅

ら
せ
る

こ
と

に
な

る
。

こ
こ

に
巡
撫

は
審
明
後
、
直

ち

に

一
方

で
死
刑

に
し
他
方

で
上
奏

し

て
報
告

し
た
が
、
そ

の
処

理
は
非

常

に
当

を
得

た
も

の
で
あ

る
。

〔徐
嗣
曽
奏

「
拏
獲
海
洋
行

劫
客

船
之
盗
犯
陳
喜
等

五
犯
、
審
明
後

即
恭
請

王
命

正
法
」

「
摺
、

所
辧

甚
是
。
閾
省
海

洋
、
盗
劫
頻
聞

、

且
台
湾
甫
経
懲

創
之
後
、
陳
喜
等

尚
敢
藐
法
行
劫

、

一
経
拏
獲
、
自

応

迅
速
辧
理
。

若
復

拘
泥
請
旨
、

必
致
要
犯
有
稽

顕
戮
。
茲
該
撫
於

審

明
後
、
即

一
面
正
法

一
面
奏
聞

、
所
辧
甚
為
得

当
。
〕

と
あ

る
。

こ
こ
で
皇
帝

は
、
福
建

と
台
湾

の
現
状

か
ら
す
れ
ば
迅
速

な
処

理
が
必
要

だ
と
考

え
る
洋

盗
案
件

で
、

巡
撫
が
請
旨

の
上
奏
、

つ
ま

り
必

要
的
覆
審

制

の
手
続

に
拘

泥

せ
ず

に
恭

請
王
命
を
選
択

し
た

こ
と
を
賞
賛

し
た
。

第

三

に
、
督
撫
が
恭
請

王
命
を
選
択

し

た
こ
と
を
逆

に
叱
責
す

る
場
合

も
あ

る
。
例
え
ば
広

西
巡
撫
孫
永
清

は
乾
隆
五
十

三

(
一
七

八
八
)
年

に

越
獄
犯

を
恭
請
王
命

と
し

た

〔今
梁
美

煥
係
在
外
接
賍
行

劫
夥
盗
、
例
応

擬
斬
、
免

死
発
遣
。

但
胆
敢
越
獄
脱
逃

、
不
法
已
極
、

応
即
擬
斬
立
決
。

該
犯

現
在

患
病
、
未
便

稽
誅
。
臣
於

二
月

二
十

日
審

明
後
、
即
恭
請

王
命

…
将
該
犯

梁
美
煥
、
纜
赴

市
曹
、

即
行

正
法
。
〕
。

そ
れ
を
報
告
す

る
奏
摺

に
対

し
て
、

今

、
孫
永
清
が

上
奏
す

る
梁
美
煥

一
犯

は
、
獄

に
あ

っ
て
木
柵

を
こ

じ
開

け
、
塀

に
穴

を
開
け

て
這

い
出

た
の
で
あ

り
、
反
獄

や
劫
獄

と

比

べ
る
こ
と
が

で
き
な

い
。
巡
撫

は
捕
縛

し
た
際

に
、
直

ち

に
斬
立

決

に
定
擬

す
る
も
、
上
奏

し
て
部
覆

を
受
け
取

っ
て
か
ら
処
刑

す

べ

き

で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
直

ち
に
恭
請

王
命
と

し
て
死
刑

に
し
た

こ
と

は
、
実

に
行

き
過

ぎ

で
あ

る
。
も

し
各
督

撫
が
、

こ

の
よ
う
な
案
件

の
犯
罪
者

を
、
恭

請
王
命

の
例
が
有

る

こ
と

に
よ
り
直

ち

に
処
刑

し

た
な

ら
ば
、

人
命

を
慎
重

に
す
る
道

で
は
な
く
、

必
ず

「
今

の
督
撫

は
皆
殺
す

こ
と
を
好

ん
で
権
宜
的

に
行

っ
て
い
る
」
と
横

議
す

る
こ

と
が
起

こ
る
。
ま

し
て
や
法

を
執
り
刑
を
用

い
る

の
は
、
そ
れ
ぞ

れ

軽
重
緩
急
が

有

る
。
…
朕

は
庶
務

を
処
理
す

る
場
合

、
も

っ
ぱ
ら
大

中
至
正

を
旨
と
し
、
明
罰
勅
法

に
お

い
て
は
、
務

め
て
そ

の
平
を
得

る
よ
う
に
、
ま
さ

に
厳

し
く
し
ま
さ

に
緩

く
し
、
従
う

に
少

し
も
成

見
が

な

い
。
惟
だ
時

に
随

い
事

に
随

い
、
情
罪

の
軽
重
を
酌
量

し
、

以

っ
て
権
衡

が
悉
く
当

た
る

こ
と
を
期

し
て

い
る
。

こ
れ

を
通
諭

し

て
知

ら
し
め

よ
。

〔今
孫
永
清

所
奏
梁
美
煥

一
犯
、
係
在
獄
〓

脱
木

柵
穴
墻
鑽
出
者

、

非
反
獄
劫
獄

可
比
。
該
撫
於

拏
獲
時
、
即
問
擬

斬
決
、
亦
応
奏
明

俟

接
到
部
覆

、
再
行
処
決
。

乃
即
請
王
命
正
法
、

辧
理
実
失
之
太
過

。

若
各
督
撫

、
於
此
等
案
犯
、

因
有

恭
請
王
命
之
例

、
即
立
予
重
辟

、

亦
非
慎
重

人
命
之
道
、

必
有

横
議

「
今
之
督
撫

皆
好
殺
有
権
」
者

。

況
執
法

用
刑

、
各
有
軽
重
緩

急
。
…
朕
辮

理
庶
務

、

一
秉
大
中

至
正
、

而
於
明
罰
勅

法
、
務
得
其
平

、
応
厳
応
寛
、
従

不
稍
存
成
見
。
惟

随

時
随
事
、

準
酌
情
罪
軽
重

、
以
期
権
衡
悉

当
。
将
此
通
諭
知

之
。
〕

と

い
う
諭
旨
が

下
さ
れ

た
。

こ

こ
で
皇
帝

は
巡
撫

の
恭
請
王
命

を
叱
責

し

て
い
る
が
、

そ
れ

は
巡
撫
が
自
身

の
判
断

で
恭
請

王
命

に
し

た
か
ら
で
は
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恭請王命考

な
く
、
「
権
衡

が
悉

く
当

た
る
こ
と
を
期

」
す
、
す

な
わ
ち
罪
状

と
刑

罰

を

一
致
さ

せ
る
と

い
う
観

点

か
ら
類
似
犯
罪
間

に
お
け

る
軽
重
緩

急

の
区

別
を
考
え

た
際
、
越

獄
と

い
う
犯
罪

に
対

し
て
恭
請
王
命

を
用

い
た

こ
と

は
過
重

で
あ

る
と
判

断
し
た
か
ら

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
こ
の
諭
旨

を
全
国

各

省

に
通
達

す
る
こ
と

で
、
他
省

で
同
様

の
対

応
を
し

な
い
よ
う
に
戒

め

た
。同

じ
く
叱
責

で
あ

る
が

、
第
四

に
、
督
撫

が
恭

請
王
命

に
し
な
か

っ
た

こ
と
を
叱
責
す

る
場

合
も
あ

る
。

そ
の

一
つ
に
は
、
当
該
督
撫

の
判
断
が

不
適

当

で
あ

る
と
し
て
そ
れ
を
戒

め
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ

る
。
例

え
ば

暫

護
貴
州
巡
撫
印
務

の
韋
謙
恒
が

一
家

八
名

を
謀

殺

し
た
案
件

で
死
刑
を
奏

請
し

た
こ
と
に
対

す
る
、
乾
隆
三
十
九

(
一
七
七
四
)
年

の
諭
旨
が

あ

る
。

韋
謙
恒
が
上

奏
す
る

「
余
形

・
余
燦
が
期

親

の
尊
長

の

一
家

八
名
を

謀
殺

し
た
こ
と
を
審

擬
す

る
」

一
案

で
あ
る
が
、
す

で
に
余

形

・
余

燦
を
凌
遅

に
定
擬

し
た

に
も

か
か
わ
ら
ず

、
な
お
も
監
禁

し
上
奏

し

て
死
刑

を
請

う
こ
と

は
、
特

に
正

し
く
な

い
。
…

一
た
び
審

訊
し

て

明
確

に
な
れ
ば

、
速

や
か

に
蔑
倫

の
重
犯

に
照
ら
し

て
、

一
方

で
上

奏
し

て
報
告

し
、
他

方

で
直

ち
に
寸
磔

を
与

え
、
以

て
人

心
を
晴
れ

さ
せ
、
国
法
を
彰

か

に
す

べ
き

で
あ

っ
た
。

ど
う

し
て
上
奏

し
て
旨

を
請
う

こ
と
を
待

ち
、
且

つ
僅

か
に
武
官

を
派
遣

し
て
通
常

の
よ
う

に
奏
摺

を
運
ば

せ
た

の
か
。

…
今
後
事
務
が

あ
れ
ば
、
斟
酌

し
て
妥

当

な
処

理
を

せ
よ
。

な
お
余

形

・
余
燦

は
直

ち

に
市
曹

に
連
行

し

て
、

凌
遅
処

死
と

し
て
衆

に
示
せ
。

〔拠
韋
謙

恒
奏

「
審
擬
余
形

・
余
燦
謀
殺
期
親
尊

長

一
家

八
命
」

一

案
、

已
将
余
形

・
余
燦

問
擬
凌
遅
、
乃
仍
監

禁
、
奏
請
正
法
、
殊

属

非

是
。
…

一
経
審
訊

明
確

、
即
応
照
蔑
倫

重
犯
、

一
面
奏
聞

、

一
面

立

予
寸
磔
、
以
快
人

心
、

而
彰
国
法
。

又
何

必
待
奏
聞
請
旨
、

且
僅

差
弁

照
常
費

奏
乎

。
…
嗣

後
遇

事

務
、
須

斟
酌

妥

辧
。
仍

即
将

余

形

・
余

燦
、
立
時
押
赴
市

曹
、
凌
遅
処

死
示
衆
〕
。

こ
こ
で
皇

帝
は
、

こ
の
案

件

で
請
旨

の
上
奏

を
し
た

こ
と
は
誤

り
で
あ
り
、

「蔑
倫

の
重
犯

に
照
ら
し
て
」、

す
な
わ
ち
こ
の
段
階

で
定
例
化
さ
れ

て
い

た
逆
倫
案
件

で
の
恭
請

王
命

に
照
ら
し

て
処
理

す

べ
き

で
あ

っ
た
と
述

べ

る
。

そ
し

て
こ
の
諭
旨

を
受
け
た
韋
謙
恒

は
、

二
名
を
凌
遅
処

死

に
す

る

と
と

も
に

〔
臣
随
…
将
余
形

・
余

燦
、
押
赴
市
曹

、
凌
遅
処
死

示
衆
訖

〕
、

「
こ
の
よ
う
な
重
犯
を
直

ち

に
先
行

し
て
恭
請

王
命
と

し
て
死
刑

に
し
な

か

っ
た
こ
と
は
、
実

に
拘

泥
し

て
糊
塗
す

る
も

の
で
あ

る

〔遇
有
此
等

重

犯
、

不
即
先
請
王
命
正
法
、
実

属
拘
泥
糊
塗
〕
」
と
答
え

て
い
る
。

も

う

一
つ
に
は
、
当
該
督
撫

を
戒

め
る
の
み
な
ら
ず

、
各
省

に
も
通
達

す

る
こ
と

に
よ
り
そ

の
定
例
化

を
図
る

こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
例

え
ば

山

東
巡
撫
恵
齢

が

一
家
六
名

を
殺
害

し
た
案
件

で
請

旨

の
上
奏
を

し
て
き

た

こ
と

に
対

し
て
、
乾
隆
五
十

五

(
…
七
九
〇
)
年

に
次

の
よ
う
な
諭
旨

を

下

し
て

い
る
。

恵
齢
が

上
奏
す

る

「
昌
邑

県

の
民
人
隋
必
嶐
が
無

服

の
族
叔
隋
有
喜

等

一
家

六
名
を
殺
害

し
た

こ
と
を
審
擬

す
る
」

一
案

で
あ

る
が

、
す

で
に
三
法
司

に
批
交

し
て
、
核
擬

し
て
速
奏

さ
せ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
兇
犯

は
不
法
す

で
に
極

ま

っ
て
い
る

の
で
、
例

に
照

ら
し
て
凌
遅

と
定
擬

し
た
ら
、
直

ち
に

一
方

で
上
奏

し

て
報
告

し
、
他
方

で
恭
請

王
命

と
し

て
、
先
行

し
て
死

刑

に
す

べ
き

で
あ

っ
た
。
も

し
通
常

案

件

の
例

に
照
ら

し
て
部
覆

を
待

つ
こ
と
で
、
あ
る

い
は
防
範

に
疎

か
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表2逆 倫に関する定例

零第一節(三)を 参照。
**『大清律例按語根源亅巻88 、「有司決囚等第」律。

***『大清律例按語根源』巻94、 「有司決囚等第」律。

で
越
獄

し
て
脱

逃

し
、

あ
る

い

は
に
わ
か

に
病

気
を
患

い
獄
中

で
死
亡

し
た
ら
、

兇
犯

を
僥
倖

に

よ
り

死
刑

か
ら

逃
れ

さ
せ

て
し

ま
う
。

ま
た
日

久

し
く
な
れ
ば

、

民
衆

は
何
事

で

あ

る
か
分
か
ら

な
く

な
る
。
恵

齢

が

「
隋

必

嶐
」

の

一
案
を

審
擬

す
る

に
、

直

ち

に
死
刑

に

し
な
か

っ
た
の

は
、
特

に
拘
泥

で
あ

る
。
…
今
後
各
省

で
、

お
よ
そ

一
家

三
命
以
上

を
殺

害
す

る
兇

犯

は
、

審
理

し
て
明

ら
か

に
し
た
後

に
、
均

し
く
直

ち

に
死
刑

に
し
、

以

て
兇

悪
残

酷
を
戒

め
る
こ
と
を
命
ず

る
。

〔恵
齢

奏

「
審
擬
昌
邑

県
民
人
隋
必
嶐
殺

死
無
服
族
叔
隋
有

喜
等

一

家

六
命

」

一
案
、

已
批

交
三
法
司
核
擬
速

奏
。
此
等

兇
犯
、
不
法

已

極
、
照
例
問
擬

凌
遅
、
即
応

一
面
奏

聞
、

一
面
恭
請

王
命

、
先
行
正

法
。
若

照
尋
常

案
件
之
例
、
等
候

部
覆
、
設
或
疎
於

防
範

、
越
獄
脱

逃
、
或
竟
染

患
病
症
、
痩

死
獄
中

、
使
兇
犯
倖
逃

顕
戮
、
日
久
百
姓

或
不
知
為
何

事
。
恵
齢
審
擬

「隋

必
嶐
」

一
案
、

不
即
正
法
、
殊
属

拘
泥
。

…
嗣
後
各
直
省
、

凡
殺
死

一
家
三
命

以
上

兇
犯
、
審
明
後
、

均
著

即
行
正
法
、
以
繖
兇
残

。
〕

こ
の
諭
旨

よ
り
皇

帝

は
、

一
家

六
名

を
殺
害
す

る
案
件

で
は
本
来
恭
請

王

命
を
用

い
る
べ
き

で
あ

っ
て
、

通
常
案
件

の
よ
う
に
請

旨

の
上
奏
を
す

る

こ
と
は
手
続

的

に
拘
泥

で
あ

る
と
考
え

て
い
た
が

、
そ

の
よ
う

な
上
奏

を

す

る
者
が

い
た
た

め
に
、
爾
後

の
方
法
を
提
示

し
て
定

例
化
を
図

っ
た

こ

と
が
判

る
。
そ
し

て
恭
請

王
命

を
規
定
す

る
最
初

の
条
例

で
あ

る
乾
隆

六

十
年

の

「
殺

一
家

三
人
」

律
条
例

は
、

こ

の
諭

旨
が
直
接

の
契
機

と
な

っ

て

い
る
。

以

上

の
よ
う

に
、
督
撫

か
ら
上
奏
を
受

け
た
段
階

で
皇
帝

は
、
督
撫

判

断

に
よ
る
権
宜
的

な
恭
請

王
命
を
容
認

さ
ら

に
は
賞
賛
す

る

「
方

で
、
督

撫

の
処
置

が
不
適
当

と
判

断
し

た
場
合
、

そ

の
督
撫
を
叱
責

し
、
時

に
は

そ
れ
を
契

機
と

し
て
定
例

化
を
図

っ
た
。

こ

の
段
階

に
お
い
て
も
皇

帝

は
、

案
件

を
ど

の
よ
う

に
処

理
す

る
こ
と
が
望

ま
し

い
か
を
考

え
て
、
そ
れ

に

従

っ
て
様

々
な
対
応

を
示
し

て
い
た
。

(二
)

恭
請

王
命

と

い
う

「制
度
」

こ
こ
ま

で
乾
隆
中
期

以
降

の
恭
請
王
命

を
巡

る
臣
下

と
皇
帝

の
対
応
を

事
例

に
即

し
て
紹
介

し
た
。
そ

こ
で
は
臣

下
と
皇
帝

の
双
方
が

、

「
方

で

事
前

の
奏
請
と

そ

の
裁

可
と

い
う

形
で
定

例
化
を
図

り

つ
つ
、
他
方

で
実

6
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恭請王命考

務

に
お

い
て
権

宜
的

に
恭
請

王
命

を
用

い
る
こ
と
を
選
択

あ

る
い
は
容
認

し
、
時

に
そ

の
よ
う
な
実
務

か
ら
定

例
化
が
導

か
れ
た
。

そ
こ

に
あ

っ
た
の
は
、
最
初

か
ら
明
確

に
制
度

設
計
さ
れ

た
も

の
が
特

定

の
段
階

で
導
入

さ
れ
、

以
後
遵

照
さ
れ

た
と

い
う
構
図

で
は
な
か

っ
た
。

む
し
ろ
、
あ

る
案
件

に
お

い
て
ど

の
よ
う

に
処
理
す

る
こ
と
が
望

ま
し

い

か
を
巡
り
、
皇
帝

と
臣
下

の
双
方

で
、
制
度

か
実

務
か

の
区
別

な
く
様

々

な
方
法
を
始
終
模
索

し

て
い
た
と

い
う
構
図

で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
は
臣
下

の
、
裁
判

に
先
立

っ
て
概

括
的
な
枠
組

み
を
提
示

し
て
制
度
設
計

を
図

る

と

い
う
方
法
も
あ

っ
た
し
、
と

に
か
く
実
務

と
し

て
ま
ず
行

っ
て
し
ま
う

と

い
う
方
法

も
あ

っ
た
。
皇
帝
も

ま
た
、

臣
下

の
対
応

に
賞
賛

や
叱
責
を

与
え

て
自
己

の
考

え
を
積
極
的

に
提

示
す
る
と
と
も

に
、
時

に
は
省
内

の

裁
判
過
程

に
関
与

す

る
形

で
臣
下

に
働
き

か
け
も

し
た
。

そ
し

て
恭
請
王

命

の
省
内
実
務

ま

で
視
野

に
入
れ

れ
ば
、

下
は
州
県

か
ら
上
は
皇

帝
ま

で
、

皇
帝

官
僚
制
全
体

で
適

切
な
案
件
処

理
を
巡

っ
て
試
行
錯
誤

を
繰

り
返

し

て
い
た
と
言

え
よ
う
。
乾
隆
中
期
以
降

に
お
け

る
恭
請

王
命

の
事
例

の
増

加
と

は
、

こ

の
よ
う
な
皇

帝
官
僚
制
全
体

に
お
け

る
案
件
処

理

の
適
切
性

を
巡

る
営
為

の
所

産

で
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
中
、
逆

倫

に
関
す

る
乾

隆
二
十
六
年
諭
旨

や
乾
隆
六
十
年

の

「
殺

「
家

三
人
」
律
条
例

な
ど
、
あ

る
時
期

に
お

い
て
恭

請
王
命

を
規
定

す

る
定
例
が
出
現

す

る
。

こ
れ
ら
は
直
接

に
は
そ

の
時

々

の
臣
下

の
奏
請

や
裁
判
実
務

を
踏

ま
え

て
の
諭
旨

な
ど
何

ら
か

の
契
機

を
有

し

て
い
た
。

し

か
し
例

え
ば
逆

倫

に
関
す

る
定
例

を
辿

る
と

【表

2
】

の
よ
う

に
な
り
、

こ
れ
を
見

る
と
個

々

の
定
例
も

ま
た
案
件
処
理

の
適
切
性

を
巡

る
試
行
錯

誤

の

}
環

に
過
ぎ

な

か

っ
た
こ
と
が
分

か
る
。

と

は
い
え
、

そ

の
よ
う
な
定
例
が

、
他

の
要
因
が
存

在

し
な

い
限

り

に

お

い
て
ま
ず

は
そ
れ

に
遵
照
す

る
と

い

っ
た
形

で
、
特

定
案
件

に
お
け
る

恭
請
王
命

の
選
択

に

一
定

の
役
割

を
果

た
し
た
こ
と
は
否
定

で
き

な

い
。

し
か
も

そ
れ
だ
け

に
止

ま
る
も

の
で
も
な

い
。
例

え
ば

上
述

の
越
獄

犯

の
恭
請

王
命

を
叱
責
す

る
乾
隆

五
十
三

(
一
七

八
八
)
年

の
諭
旨

を
踏

ま

え

て
、

そ

の
直
後

に
、

前

に
孫

永
清

が

「
越
獄

し

て
脱
逃

し

た
梁
美

煥

を
直

ち

に
処

刑

し

た
」

と
上
奏

し
て
き

た

の
で
…
旨
を
下

し
て
訓
諭

し
た
。

…
た
だ
外

省

の
督

撫
は
拘
泥
す

る
こ
と
が
多
く
、
行

き
過
ぎ

か
及
ば

な

い
か

で

あ
る
。
あ

る
い
は
前

の
諭
旨
を
受
け

て
朕

の
考
え
を
誤
解

し
、
恭
請

王
命

と

し
て
処
刑
す

べ
き
犯
罪
者
を
直

ち

に
処
理

せ
ず
、
批

回
さ
れ

て
部
覆
が
来

る
こ
と
を
待

つ
こ
と
に
よ
り
、
要
犯

の
死
刑

を
遅
ら

せ
、

あ
る

い
は
別

の
事
件

が
発
生

し
た
ら
、
そ
れ

は
宜

し
く
な

い
。
各
督

撫

に
次

の
諭
旨

を
伝

え

る
こ
と
を
命

じ
る
。
今
後
、

犯
罪

者
を
捕
縛

し
た
ら
、
務

め
て
情
罪

の
軽
重

を
斟

酌
し
、
も

し
例

と
し

て
ま
さ

に

恭
請
王
命

と
す

べ
き
場
合

は
、
例

に
照
ら

し
て
処

理
せ
よ
と
。
…
思

慮

の
及

ぶ
と
こ
ろ
な

の
で
煩
言

す
る

こ
と
を
惜

し
ま
な

い
。

〔前
因
孫
永
清

奏
拏

獲
越
獄
脱
逃

之
梁
美
煥

即
行

正
法
…
曾
降
旨
訓

諭
。

…
但
外

省
督
撫
、
毎
多

拘
泥
、
非
失
之

太
過

、
即
失
之
不
及
。

或
接
奉
前
旨

、
誤
会
朕
意
、

又
将

応
請
王
命

正
法

之
犯
、
不
即
辧

理
、

等
候
批

回
部

覆
、
以
致
要
犯
稽

誅
、
或
生
別
故

、
又
属
非
是
。
著
伝

諭
各
督
撫

、
嗣
後
於
拏
獲

人
犯
、
務
須
斟
酌

情
罪
軽
重
、
如
係
例

応

恭
請
王
命
者

、
仍
照
例
辧

理
。

…
思
慮
所
及
、

不
惜
煩
言
。
〕

と

い
う
諭
旨
が

下
さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
を
見

る
と
、
督
撫
が
先

の
諭

旨
内
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容
を
誤
解

し
て
恭
請

王
命
を
選
択

し
な

い
と
問
題

で
あ

る
た
め
、
情
罪

の

軽
重

を
斟
酌

し
て
恭

請
王
命

に
す

べ
き
は
恭
請
王
命

に
せ
よ
と

い
う
今
回

の
諭

旨
を
わ
ざ
わ
ざ

下
し

て
い
る
こ
と
が

判
る
。

こ
こ
か
ら
判

断
す

る
に
、

定
例

の
存
在

は
、

そ
こ

で
規
定
す

る
内
容

を
特
化
す

る
だ

け
で
な
く
、
督

撫

に
皇
帝

の
意
図

を
勘
繰

ら

せ
て
し
ま
う
危

険
性
を
孕

ん
で

い
た
と
言
え

る
。
臣

下

に
と

っ
て
、
皇
帝

に
よ
り
言
語
化

さ
れ
た
定
例

は
そ
れ
相
応

に

重

い
も

の
で
あ

っ
た
。

「
思
慮

の
及
ぶ

と
こ
ろ
な

の
で
煩
言

す

る
こ
と
を

惜

し
ま
な

い
」
と
言

わ
し
め
る
所
以

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
定
例
が
持

っ
性
格

を
踏
ま

え
、
再

度
そ
れ
を
恭
請

王
命

の

増
加

の
背
景

に
あ

る
皇
帝
官
僚

制
全
体

の
営
為

の
中

に
置
き
直

し

て
み

る

と
次

の
よ
う

に
言
え

よ
う
。

す
な
わ

ち
、
案
件
処

理

の
適
切
性

を
巡

っ
て

皇
帝

官
僚
制
全
体

で
様

々
な
試

み
が

な
さ
れ

て

い
た
も

の
が
、
試
行
錯

誤

を
繰

り
返

し
て

「
定

の
方
法

に
落

ち
着

い
て
い
く
過

程
が
定
例
化

で
あ

っ

て
、

条
例
や
諭
旨

な
ど

の
定
例

は
そ

の
時

々
の
明

示
的
な

一
帰
結

で
あ

っ

た
と
。

こ
れ
を
換
言

す
れ
ば

、
恭
請
王
命

と

い
う

「
制
度

」
と

は
、
清
代

の
あ

る
時
期

に
お
い
て
限

界
を
画
す

る
形

で

の
明
確

な
制

度
設
計
が
行

わ
れ
て

導
入

さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
歴
史
的

な
変
遷

の
中

、
限
界
が
不
確
定

の

ま
ま
皇
帝

官
僚
制
全
体

で
案
件
処

理

の
適

切
性
を
巡

っ
て
試
行
錯
誤

を
繰

り
返
す

こ
と

に
よ
り
、

そ

の
中
核
部
分
が

争
わ
れ

な

い
、

具
体
的

に
言

えば

(多

く

の
場
合
、
臣

下
が
選
択

し
皇
帝

が
容
認
す

る
と

い
う
図
式

に
な

る
も

の

の
)
皇
帝

官
僚

制
全

体

で
同

じ
判

断

を
す

る
と

い

っ
た
形

で
、

徐

々
に
定
例

化

し
て

い
っ
た
も

の
と
な
ろ
う
。
そ

の
た
め
、

定
例
化

さ
れ

て
い
な

い
案

件

で
恭
請

王
命

を
用

い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
権

宜
的
な
恭
請

王
命

は
終

始

こ
の

「
制
度
」

で
想
定
さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
逆

に
、
条
例
や
諭
旨

な
ど
明
文

の
形

で
定
例

に
な

っ
た
か
ら

と
い

っ
て
、

従
来
恭
請

王
命
を
選
択
す

る
際

に
考
慮

し
な
か

っ
た
要

素
が
新

た
に
出

現

し
た
場
合

、
そ
れ

に
頑

な

に
遵
照
す

る
こ
と
は

「
拘
泥
」
と

し
て
非
難

さ

れ

る
可
能

性
も
あ

っ
た
。
諭

旨
や
条
例

で
規
定

さ
れ
た
案
件

に
の
み
恭
請

王
命

を
認

め

る
と

い

っ
た
排
他

的
な
制
度
設
計
が

行
わ
れ

て
い
な
い
以

上
、

究
極
的

に
確

定
し

た
形

の
恭

請
王
命
は
存
在

し
得

な
か

っ
た
。

限
界
が

不
確
定

の
権
宜
的

な
恭

請
王
命
が
あ

り
、
そ

の
内
側

に
定
例
化

さ
れ

た
恭
請

王
命

が
徐

々

に
形
成

さ
れ

て

い
く
も
、

そ

の
定
例
化
部
分

も

ま

た
終
始

ぶ
れ
る
可
能
性

を
有

し

て
い
た
―

歴
史
的
変

遷
を
踏

ま
え

て

恭
請

王
命

と

い
う

「
制
度
」

を
考

え

る
と
、

こ

の
よ
う

に
説
明

で
き

る
で

あ
ろ
う
。

そ
し

て
、
権
宜

・
定
例

両
部
分

に
お

い
て
限
界
を
完
全

に
画

さ

な

い
、

つ
ま
り
制
度
上

の
流
動
性

を
終
始
保
持
す

る
こ
と

に
こ
そ
、
案
件

処
理

の
適
切

性
を
追
求
す

る
こ

の

「
制
度
」

の
特
色
が

あ

っ
た
。

時

は
下

っ
て
道

光

二
十

四

(
一
八
四
四
)
年
、

今
後
、
命

・
盗
な
ど

の
案
件

を
審
理
す

る
時
、
本
例

に

「
ま

さ
に
先

行

し
て
恭
請
王
命

に
よ
り
死
刑

に
せ
よ
」

と
明
記
さ
れ

て
い
る
場
合

、

審
理

し
た
後

、

一
方

で
上
奏

し
、
他
方

で
恭
請

王
命

と

し
て
先
行

し

て
死
刑

に
す

べ
し
。
あ

る

い
は
定
例

に

「先
行

し

て
死
刑

に
せ
よ
」

と

い
う
明
文

が
無

か

っ
た
と
し

て
も
、

そ

の
情
罪

を
考
え

る
と
実

に

重
大

で
あ

り
、
少
し

で
も
死
刑

を
遅
ら

せ
る
こ
と
が

で
き
な

い
場
合

は
、

ま
た
督
撫

ら
が
権
宜
的

に
処
理
す

る
こ
と
を
認

め
る
が
、
実
際

の
情
形

を
奏
摺

に
よ
り
報
告

せ
よ
。

〔嗣
後
審
辧
命

盗
等
案
、
如
本
例
載

明

「
応
先
行
恭
請

王
命
正
法
」
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恭請王命考

者
、
方

可
審
辧
後
、

一
面
具
奏

、

一
面
恭
請
王
命
先
行

正
法
。
或
定

例
錐
無

「
先
行
正
法
」
明
文
、
核
其

情
罪
実
在
重
大
、

不
容
稍
稽
顕

戮
者
、
亦
准

該
督
撫
等
権
宜
辧

理
、
仍

将
実
在
情
形
随
摺

声
明
。
〕

と
い
う
議
准
が

出
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
内

容

は
ま

さ
し
く
乾

隆
中

期
以
降

の
恭
請

王
命

と

い
う

「
制
度
」

の
在

り
様

を
明
文

に
よ

っ
て
概
括

的

に
追

認
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

(
三
)

新
た
な
刑
罰
差
等
化
機
能
―

手
続
的
要
素
に
よ
る
刑
罰
差
等
化

雍
正

か
ら
乾

隆
前

期

の
恭
請
王
命

は
、

時
間
を
理
由

と
し
た
権

宜
的
処

置

で
あ

り
、
権
宜
的

処
置
内
部

に
お

い
て
杖

斃
と
比
較

し
て
よ
り
重

い
刑

罰
を
科

す
こ
と
が

で
き
、

そ

の
意
味

で
刑

罰

の
差
等
化
を
可
能

に
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
乾
隆

二
十

六
年
諭

旨
は
、
必
要
的
覆
審
制

と

の
関

係

で
は
速
決

を
理
由

と
し
、
杖
斃

と

の
関
係

で
は
、

そ
れ

と
比
較

し

て
よ

り
重

い
刑
罰

を
科
す

こ
と
が
可
能

で
あ
る

こ
と
か
ら
、
逆
倫

と

い
う
大
罪

に
応
じ

た
刑
罰

を
科

す
方
法
と

し
て
選
択

さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
乾
隆
中

期
ま

で
の
恭
請

王
命

は
、
必
要
的
覆
審
制

と

の
関
係

で
は
案
件

の
速
決
を

理
由
と

し
、
権
宜
的

処
置
内
部

に
お

い
て
は
刑

罰

の
差
等
化

を
図

る
こ
と

で
罪
状
と
刑
罰

の

「
致
を
実

現
す

る
方
法

と
し

て
用

い
ら
れ

て

い
た
。

と

こ
ろ
が
乾
隆
中

期
以
降
、
恭
請

王
命

の
事
例

の
増
加

と
と
も

に
そ

の

定
例
化

が
進
む

に

つ
れ
、

必
要
的
覆
審
制

と

の
関

係

に
お

い
て
、
案

件
を

速
決

す

る
と

い
う
機
能

の
み
な
ら
ず
、
刑
罰
差
等

化
と

い
う
機
能

も
新
た

に
見
出

さ
れ

る
。
そ

れ
は
、

恭
請
王
命

に
よ
る
死
刑

が
必
要
的
覆
審

制

に

よ
る
死
刑

よ
り
も
迅
速

に
科

す
こ
と
が
可
能

で
あ

る
と

い
う
、
実
際

に
死

刑

を
科

す
ま

で
の
手
続

に
要

す
る
時
間

の
差
違

に
着

目
し

た
、
手
続

的
要

素

に
よ
る
刑
罰
差
等
化

で
あ

る
。

そ

の
早
期

の
事
例

と
し

て
、
例
え
ば
先

に
紹
介

し
た
乾
隆

三
十

二

(
一

七

六
七
)
年

の
河
南

省
で
僧

侶
が

三
名

を
殺
害
し

た
案
件
が
挙

げ
ら
れ

る
。

こ
こ

で
河
南

巡
撫

は
、
「
奸
僧
が
無

辜

を
殺

害

し
て
多
数

を
死
傷

さ
せ
た

こ
と
は
、
情

罪
が
重
大

で
あ

り
、

通
常

の
命
案

と
比

べ
る

こ
と
が

で
き

な

い

〔奸

僧
殺
害
無

辜

死
傷

多
人
、
情

罪
重
大
、

非
尋
常

命
案

可
比
〕
」

と

し
て
、

該
当
す

る

「
殺

一
家

三
人
」
律
条
例

で
は
な
く
、
同
律
律
文

に
比

附

し

て
凌
遅

処
死

と
定
擬

し
た
。
そ

し
て

「
該

犯
は
情
罪
が
重
大

で
あ
り
、

少

し
で
も
死
刑
を
遅

ら
せ
る

こ
と

は
望
ま

し
く
な

い
」
と

し
て
、

こ

の
僧

侶
を
恭

請
王
命
と

し
た
。

こ

の
河
南

巡
撫

の
対
応

を
見
る
と
、

こ

の
事
件

が
通
常

の
命
案

と
比

較

に
な

ら
な

い
程
凶
悪

で
あ

っ
た
た

め
、

一
方

で
斬
決

で

は
な
く
凌
遅
処

死

を
定

め
る
律

文

に
比
附

し
、
他

方

で
恭
請

王
命

と
し

て
直
ち

に
処
刑

し
た

こ
と
が

判
る
。
従

っ
て
、
刑

罰
を
加
重
す

る
比
附

と
と
も

に
、
死
刑

を
科

す
手
続

に
要

す
る
時
間
を
短
縮
す

る
恭
請
王
命
を
併

用
す

る
こ
と

で
、
通

常

の
命

案
よ
り
も
重

い
処
罰

と

い
う
方
向

で
の
刑
罰

の
差
等
化
を
図

っ
て

い
る
と
言

え
る
。

こ
れ
を
逆

に
し

て
言
え
ば
、
比
附

の
機

能
と
未
分
化

な

が
ら
も

、
恭

請
王
命
も

ま
た
通
常

の
命
案

よ
り
手
続

に
要
す
る
時
間

を
短

縮
す

る
こ
と

で
厳
罰
化
を
も

た
ら
し

た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
、

乾
隆
五
十

二

(
一
七
八
七
)
年

に
福
建

省

で
起
き

た
、

周

思
は
父

に
逆

ら
い
兄

を
傷

つ
け
、
匪
類

二
十

余
人
を
集

め
、
各

お

の
武

器
を
取

っ
て
公
然

と
強

盗
を
し

た
。
兵
役

が
囲

ん
で
捕
縛

し
よ

う

と
し
た
際

に
、

ま
た
思

い
立

っ
て
鳥
鎗

を
放

ち
、
刀
械

を
持

ち
、

門

を
開

い
て
抵
抗

し
て
多

く

の
兵
丁
を
負
傷

さ
せ
た
…
。
周
寛

・
周
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徳

・
周

汚

・
周
追

・
黄
彩

・
鄭
処

・
羅
徳

・
周
請
は
、
先

に
付

き
従

っ
て
強

盗
を
し
、
後

に
ま
た
共

に
捕
縛

に
抵
抗

し

て
、
兵
丁

を
負
傷

さ
せ
た
。

〔周
思

忤
父
妝
兄
、
糾
集

匪
類

二
十
余

人
、

各
執
器
械
公
行

劫
掠
。

当
兵
役

圍
拏

、
又
敢
起
意

施
放

鳥
鎗
、
執
持

刀
械
、
開
門
抗
拒

、
致

傷
兵
丁
多

人
…
。
周
寛

・
周
徳

・
周
汚

・
周
追

・
黄
彩

・
鄭
処

・
羅

徳

・
周
請

、
先
既
聴
従
行

劫
、
後
復
随
同
拒
捕

、
打
傷
兵
丁
。
〕

と

い
う
事
件

に
お
け

る
閾
浙
総

督

の
対
応

で
は
よ
り
明
確

と
な
る
。

こ

こ

で
閲

浙
総

督

は
、

既

に
死
亡

し

た
周
汚

を
除

い
て

八
名

を

「
謀

叛

」
律

で
斬
立

決
と
定
擬

し
た

〔除
周
汚
業
経
受
傷

身
死
毋
庸
議

外
、
周

思

・
周
寛

・
周
徳

・
周
追

・
黄

彩

・
鄭
処

・
羅
徳

・
周
請
、
均
応

照

「
謀

叛

已

行
、

不

分
首

従

皆

斬
」
律

、
擬

斬

立

決
〕
。

そ

し

て

一
方

で

「
周

思

・
周
寛

・
周
徳

は
鳥
鎗
を
放

っ
て
官
兵
を
負
傷

さ

せ
た
の
で
あ

っ
て
、

情

罪

は
と
り
わ
け
重
大

で
あ

る

〔周
思

・
周
寛

・
周
徳
点
放
鳥
鎗

、
致
傷

官
兵

、
情
罪

尤

為

重
大
ご

と

し

て
、

こ

の
三
名

を

恭

請

王
命

と

し

た

〔
臣
即
恭

請
王

命
、
先
行

正
法
〕
。
他

方
、
残

り

の
五

名

は

「例

に
照

ら

し

て
先
行

し
て
刺
字

し
、
部
覆

を
待

っ
て
処
刑

す

る

〔周
追

・
黄
彩

・
鄭

処

・
羅

徳

・
周
請
、
照
例

先
行
刺

字
、
俟

部
覆
至

日
処

決
〕
」

と
、
必
要

的
覆
審
制

の
手
続

に
よ
り
死
刑

に
す

る
と
し
た
。

従

っ
て
こ

の
事
例

で
は
、

同
じ
く

「謀

叛
」
律

で
斬
立

決
と
定
擬

し
た

八
名

の
中
、

「鳥

鎗
を
放

っ
て
抵

抗

し
た
」

と

い
う
要
件

に
着
目

し

て
、

恭
請

王
命

に
す

る
か
必
要
的

覆
審
制

の
手
続

を
す

る
か
と

い
う
死
刑
を
科

す

た
め

の
手
続
上

の
区

別
を
し

て
い
た
こ
と
が
判

る
。

そ
し

て
こ
の
手
続

上

の
区
別

は
、
「
鳥
鎗

を
放

っ
て
抵
抗

し

た
」
行
為

を

「
情

罪
は

と
り

わ

け
重
大

で
あ

る
」
と
評
す

る
よ
う

に
、

明
ら

か
に
刑
罰
差

等
的
意
図
を
も

っ
て
、
罪
状

と
刑

罰
を

一
致

さ
せ
る
た
め

に
行
わ
れ

て

い
た
。

そ

し
て
、

こ

の
よ
う
な
手
続
的
要

素

に
よ
る
刑
罰
差
等

化
を
意
図

し
た

恭
請

王
命

を
督

撫
が
行
う

}
方

で
、
皇
帝

の
側

で
も
そ

の
よ
う
な
機
能

を

認
識
す

る

に
至

る
。

例
え
ば
、

先

に
紹
介

し
た
越
獄

犯

の
恭
請

王
命

を
叱
責
す

る
乾
隆

五
十

三
年
諭
旨

で
は
、
越
獄

と

い
う
犯
罪
行
為

を

「
反
獄
や
劫
獄

と
比

べ
る

こ

と
が

で
き

な

い
」
と

し
た
上

で
、

「
巡
撫

は
…
上
奏

し

て
部
覆

を
受

け
取

っ
て
か
ら
処
刑
す

べ
き
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
直

ち

に
恭
請
王
命

と
し
た

こ

と
は
、
実

に
行
き
過
ぎ

で
あ

る
」
と
述

べ
る
。

こ
こ
で
は
、
罪
状

と
刑

罰

の

一
致

と

い
う
観
点

か
ら
類
似
犯
罪
間

に
お
け

る
軽
重
緩
急

の
区
別
を
考

え
た
際
、
越
獄

と

い
う
犯
罪

に
必
要
的
覆

審
制

の
手
続

で
は
な
く
恭
請
王

命

を
用

い
た

こ
と
が
過
重

で
あ

っ
た
と
判

断
し

て

い
る
。

こ
れ
は
、
皇
帝

が
手
続

的
要
素

に
よ
る
刑

罰
差
等
化

の
効

果
を
認
識

し
て

い
な
け
れ
ば
思

い
至
ら
な

い
発
想

で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
乾

隆
末
ま

で
に
皇
帝

と
臣
下

の
双
方

で
、

恭
請
王
命

の
中

か
ら
手
続
的
要
素

に
よ
る
刑
罰
差
等
化

と

い
う
機
能

を
見
出
す

に
至

っ
た

こ
と
が
分

か
る
。

そ
れ

で
は
乾
隆
中

期
以
降
、

な
ぜ

こ

の
よ
う

な
機
能

が
新

た
に
見
出

さ

れ
た

の
か
。

そ
れ
は
、
恭
請
王
命

の
定
例
化
と
軌

を

一
に
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

上
述

の
よ
う
に
乾
隆
中
期

以
前

の
恭
請
王
命

は
時
間

を
理
由

と
し
た
権

宜
的
処
置

で
あ
り
、

そ
こ
で
は
案

件

の
個
別
事
情

に
鑑

み
て
速
決

を
目
的

と

し
て
選
択

さ
れ

て
い
た
。

そ
し

て
乾
隆
中
期

以
降
も
ま

た
、
多

く

の
事
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恭請王命考

例

で

「
少

し
で
も
死
刑

を
遅
ら

せ
る
こ
と
は
望
ま

し
く
な

い

〔未
便
稍
稽

顕
戮
と

と

い

っ
た
表
現
が
確

認

で
き

る
よ
う

に
、
案

件
処

理

の
適

切
性

の
一

つ
に
速
決

と

い
う
要
素

を
欠

か
す
こ
と

は
で
き

な

い
。

し

か
し

一
方

で
、
恭
請
王
命

の
定
例

化

に
よ

っ
て
、

そ

の
対
象
案
件

に

お

い
て
恭
請

王
命
が
相
対
的

に
安
定
し
た
方
法

と
し
て
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な
る
。

こ
の
こ
と

は
、

「恭
請

王
命
」

と

い
う
用
語

の
成

立

や

「
恭
請

王
命

之
例
」
と

い
う
表
現

か
ら
推
測

で
き

る
よ
う

に
、
速

決
を
要
す

る
と

い
う
各
案
件

の
個
別
事
情

か
ら
離
れ

て
、
犯
罪
者

を
死
刑

に
す

る

一
方
法

と
し
て
恭
請

王
命
を
認
識
す

る
、

つ
ま
り
恭
請
王
命

の

一
般
化
を
も

た
ら

し
た
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
し
て
そ

の
よ
う
な

一
般
化
が
、

他

の
死
刑

の
方

法
、

す
な
わ
ち
必
要
的
覆
審
制

に
よ

る
死
刑

と
の
比

較
を
可
能

に
し
、

そ

の
比
較

こ
そ
が
皇
帝

や
臣
下

に
手
続

的
要
素

に
よ
る
刑
罰

差
等
化

と
い
う

機
能

を
見
出

す

に
至

ら
せ
た
、

換
言
す
れ
ば
、
恭
請

王
命

に
刑
罰
差
等
化

と
い
う
新

た
な
機
能
を
付
与

し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

た
だ
看
過

し

て
は
な

ら
な

い
の
は
、
上
記
乾
隆

五
十
二

(
一
七

八
七
)

年

の
事
例

で
同
じ
く

「
謀
叛
」
律

で
斬
立
決
と
定
擬

し
た
上

で
差
等
化

を

図

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
明

ら
か
な
よ
う

に
、

こ
の
機
能

は
必
要
的
覆
審
制

と
同
様

に
律
例

で
定

擬
す

る
こ
と
が
前

提

に
な

っ
て

い
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
点

か
ら
し

て
も

こ
の
機
能

は
、

案
件

の
個
別
事
情

に
基
づ
く
速
決
が

前

面

に
押

し
出

さ
れ
る

こ
と

で
、

と
も
す
れ
ば
律
例

へ
の
準
拠
が
軽
視

さ

れ
た
初
期

の
権
宜

的
な
恭
請

王
命

か
ら
は
見
出

し
得
ず

、
律
例

へ
の
準
拠

も
意
識
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
乾
隆

二
十
六
年
諭
旨

以
降

に
初

め
て
見
出

し
得

た
こ
と
が

分
か

る
。

そ

し
て
律
例

に
よ

る
定
擬

を
前
提

と
し

た
こ
と

を
逆

に
し

て
言
え
ば
、

こ

の
恭
請
王
命

の
刑

罰
差
等
化

と

い
う
機
能

は
、
死
刑
裁

判

に
お
い
て
律

例

の
規
定

に
触

れ
る

こ
と
な
く
実
質
的

に
死
刑

の
間

に
差

等
を

つ
け

る
こ

と
を
も

た
ら

し
た
。

こ
れ

は
、
罪
状

と
刑

罰

の

一
致

を
至
上
命
題

と
す

る

も
、

律
例

の
み
で
は
構

成
要
件

の
と
め
ど
も
な

い
細
分
化

を
伴

い
、

し
か

も
完

全

に
追
求

で
き
な

い
と

い
う

ジ

レ
ン

マ
を
抱

え
る
当

時

の
刑
事
裁
判

全
体

の
要
請

に
合
致

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
恭
請
王

命
は
皇
帝

や
臣

下

に
と

っ
て
利
便
性

の
高

い
方
法

と
な
り
、
そ
れ

は
結
果

的

に
、
刑
罰
差
等
化

を
目
的
と
す

る
恭
請

王
命

の
手
続
的

な
安
定
性
を

よ

り
高

め
る
こ
と
に
も
繋
が

っ
た
で
あ

ろ
う
。

乾
隆
中
期
以
降
、

恭
請
王
命

の
定
例
化

に
よ
り
、
必
要
的
覆

審
制
と

の

関
係

に
お
い
て
刑
罰

差
等
化

と

い
う
新
た
な
機
能
が
出

現
し
た
が
、

そ

の

機
能

は
逆

に
定
例

を
よ
り
安
定
化

さ
せ
る

こ
と

に
寄
与

し
た
。
そ

し
て
こ

の
よ
う

な
相
互

作
用

に
よ
り
定
例

の
手
続
的
な
安
定

性
が

高
ま

る
こ
と
を

通
じ

て
、
定
例

と
し

て
の
恭
請
王
命

に
お

い
て
、

そ
れ
が

本
来
有

し
て

い

た
権
宜
的

な
機

能
、
す
な
わ

ち
案
件

の
個
別
事
情

に
よ
り
速
決
す

る
と

い

っ
た
機
能
が
、

徐
々

に
こ
の
刑
罰
差

等
化
と

い
う
機
能

に
取

っ
て
代
わ

ら

れ

る
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

道

光
末
年

以
降

、
太
平
天
国
が
勃

発
す

る
と
、
厳

罰
を
目
的

に
案
件

の

速
決
が
極
度

に
重
視
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
、
就
地

正
法
な
ど
と

と
も
に
律

例

に
準
拠

し
な

い
形

の
権
宜
的

な
恭

請
王
命
が
多

用
さ
れ

た
。

そ
し
て
同

治

・
光
緒
期

に
な

っ
て
就
地
正
法

の
適
用
範
囲
が
確

定
し

て
い
く

に
つ
れ

て
、
賊
盗
関
係

を
対
象
と

し
た
恭
請

王
命

は
就
地

正
法

に
収
斂

さ
れ
て

い

っ
た
。

し
か
し
定
例
化
さ

れ
た
人
命

関
係

の
逆
倫

と
殺

一
家
三
人

で
は
、

清
末
ま

で
条
例

準
拠

の
形
式

で
恭

請
王
命
が
行

わ
れ
た
。
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こ
の
よ
う

に
清
末

の
段
階

で
は
、
権
宜
的

な
恭
請

王
命

が

ほ
と

ん
ど
行

わ
れ

な
く
な
り
、
定
例
化

さ
れ
た
部
分

で
の
み
恭
請

王
命
が
行

わ
れ
る
こ

と
と
な

っ
た
。

こ
れ

は
主

に
就

地
正
法

の
出
現

に
よ
る
が

、
乾
隆
中
期

以

降
、
恭

請
王

命
と

い
う

「制

度
」

の
中

で
定
例

化
さ

れ

た
恭

請

王
命
が

徐

々
に
形
成

さ
れ

て
い

っ
た
こ
と
や
新

た
な
刑
罰
差

等
化
機
能

の
出

現

に

よ
り
、

そ

の
中

に
占

め
る
権
宜

的
機

能

の
割
合
が
減

少
し
た
結
果

で
あ
る

と
も
言

え
よ
う
。

お

わ

り

に

恭
請
王
命

は
、
明
律

に
由
来

す
る

「
処
決
叛
軍

」
律

の
存
在
や

王
命
旗

牌

を
用

い
る
死
刑
が

順
治
期

に
確
認

で
き

る
こ
と
か
ら
し

て
、
清
初

か
ら

行

わ
れ

た
と
考

え
ら
れ

る
。

そ
し
て
他
方
、
清
来

に
も
事
例
が
確
認

で
き

る
こ
と

か
ら
す

れ
ば

、
清

一
代

を
通
じ

て
行

わ
れ

た
と
見

て
問
題

な

い
で

あ

ろ
う
。

し
か
し
ど

の
時
期
も
同

じ
意
味
合

い
で
行

わ
れ

た
の
で
は
な
く
、

大
き

く
乾
隆
中
期
頃

を
境

に
変
化

し
た
。
本
稿

は
こ

の
よ
う

な
恭
請

王
命

の
歴
史

的
展
開

を
権
宜

と
定
例

と

い
う
概
念
を
用

い
て
検

討
す

る
こ
と

で
、

恭
請

王
命
と

い
う

「
制
度
」

の
在

り
様
を
考
察

し
た
。
そ
れ

を
要
約

す
れ

ば
、
恭

請
王
命

と
は
、
従
来
権
宜
的

に
行
わ
れ

て

い
た
も

の
が
、
特

に
乾

隆
中
期

以
降
、
適
切

な
案
件
処

理
を
巡

っ
て
制
度

と
実

務

の
区
別
無

く
試

行
錯

誤
を
繰

り
返

す

こ
と

に
よ
り
、
そ

の
中
核
部

分
が
徐

々
に
定
例

化
す

る
と
と
も

に
機
能
的

に
速
決

か
ら
刑

罰
差
等
化

へ
と
変

質
し

て
い

っ
た
も

の
で
あ
り
、

そ

の
広

が
り
全
体
が
恭

請
王
命

と
い
う

「
制
度
」

で
あ

っ
た
、

と
な
る

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

で
は
な
ぜ
乾

隆
中
期
頃
を
境

に
変

化
し
た

の
か
。

現
時
点

で
の
展

望
を
示
す
な

ら
ば

、

一
つ
に
は
皇
帝

を
中

心
と
す

る

一
元
的

な
司
法
制
度

の
相
対
的
確
立

と
関
係

が
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

本
稿
冒
頭

で
言
及
し
た

よ
う

に
、

必
要

的
覆
審
制

で
死
刑

に
す

る
に
は

州
県

か
ら
解
審

し

て
皇
帝

の
裁
可

を
必
要
と

し
た
。

こ

の
手
続

は

「
法

と

は
王
者
が
世

を
治
め

る
た

め
の
道

具
」

で
あ

っ
た
こ
と

の
体

現

で
あ
り
、

律
例

に
よ
る
定
擬

と

い
う
手
順

を
踏

ま
せ

る
こ
と

で
、
皇
帝

の
意
思
が
官

僚
制

の
末
端

ま
で
反
映
さ

れ
る
こ
と
が
前

提

と
な

る
。

と

こ
ろ
が
、

一
方

で
律
例

で
定
擬

を
せ
ず
、
他
方

で
着

任
直

後

の

「振
作
」

と
評
さ
れ

る
雍

正
期

の
恭
請

王
命

は
、
律
外

の
処

置

で
外
結

と
関
連

づ
け
ら
れ

る
杖
斃

と

同
様
、
個

々

の
案
件
処
理

に
お

い
て
皇
帝

の
意
思
が

反
映

さ
れ

た
と
は
言

い
難

い
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
処

置
が
公
然

と
行

わ
れ

る
乃
至
要
請

さ

れ

る
間

は
、

「
元
的
な
司
法
制
度

が
未
だ
確
立

し
て

い
な

か

っ
た
こ
と
と

な
ろ
う
。

皇
帝

を
中

心
と
す

る

一
元
的

な
司
法
制
度
が
必
要

的
覆

審
制

に
収
斂

さ

れ

る
形

で
相
対

的

に
確
立

し
た

の
は
乾
隆
中
期
頃

と
著
者

は
考
え

る
。

そ

れ

は
恐

ら
く
、
奏
摺

に
よ
る
請
旨

の
上
奏
が
容
認

さ
れ
た

こ
と

で
必
要
的

覆
審
制

の
対

象
範
囲
が
拡
大

し
た

こ
と

や
、
乾
隆

二
十

(
一
七

五
五
)
年

の
酌
帰
簡
易

条
款

に
よ
る
軽

度
命
盗
案
件

で

の
詳
結

に
見

ら
れ
る
末
端

の

手
続

ま
で
画

一
化
を
図

る
こ
と
な
ど
を
通

じ
て
達
成

さ
れ

た
。

そ
し
て

こ

の
過
程

で
無

限
定

の
権
宜
的

処
置

は
基
本
的

に
排

除

の
方
向

に
あ

っ
た
と

考
え

ら
れ
る
。
し

か
し
な
が

ら
速

決
を
要
す

る
案

件
は
時
期
を
問

わ
ず

存

在
す

る
。

そ

の
た

め
、

一
方

で
速

決
を
可
能

に
し
、
他
方

で
皇
帝

の
意

思

が
反
映

さ
れ

る
処
置
が
必
要

と
さ
れ
、

そ
れ
に
合

致
し

た

の
が
律
例

で
定



恭請王命考

擬

し
た
上
で
即
時
執
行

し
て
事

後
報
告
す

る
形

の
恭

請
王
命
だ

っ
た

の
で

は
な
か
ろ
う

か
。
乾
隆
前
期

の
速
決
方
法

の
模
索

や
中

期
以
降

の
恭
請

王

命

の
適

用
拡

大
と
定
例
化

は
、

恐
ら
く

こ
う

し
た
文

脈
で
理
解
し
得

る
と

思

わ
れ
る
。

先
行
研

究
は
、
と
も
す

れ
ば

清
代

を
通
じ

て

一
元
的

な
司
法
制
度
が
存

在

し
た
よ
う

に
理
解
さ

れ
が

ち

で
あ
る
が
、
今
後
必
要

と
さ
れ

る
の
は
そ

の
よ
う
な
理
解

の
相
対
化
、
具
体
的

に
は
司
法
制
度

の
形
成

や
変
遷
を
清

代

の
歴
史
的

展
開

の
中

で
考
察

す
る
作

業

で
あ

ろ
う
。

(1
)

必
要
的
覆
審
制

に
関
し
て
は
、
滋
賀
秀
三

『清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

(創
文
社
、

「
九
八
四
年
)
を
参
照
。

(2
)

前
掲
滋
賀

『清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
二
十
五
頁
、
四
十
三
頁
註
七
十

一
、

ま
た
張
偉
仁

「清
内
閣
大
庫
法
制
襠
案
的
研
究
」
(『食
貨
』
復
刊
七
巻
八
期
、

一
九
七
七
年
)、
七
十

一
頁
註
十
三
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
が
、
専
論
は
未
だ
存

在
し
な
い
。

(3
)

『皇
朝
通
典
』
巻
七
十
八
、
軍
器
制
度

「
王
命
旗
牌
」
、
雍
正
三
年
諭
。

(4
)

内
藤
乾
吉
氏
は
、
『六
部
成
語
註
解
』

の
成
立
を
同
治
十
一
年
十
月
以
降

と
推
定
し
、
そ
の
註
解
内
容
に
つ
い
て

「
大
體
常
識
的
知
識
で
註
釋
し
て
ゐ
る

の
で
、
正
確
さ
を
求
め
る
の
は
無
理
」
と
し
な
が
ら
も

「清
朝
人
が
清
朝
の
語

を
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
點
は
大
い
な
る
強
み
」
と
述
べ
る

(内

藤
乾
吉

「
六
部
成
語
註
解

に
就
い
て
」
[『東
洋
史
研
究
』
五
巻
五
号
、

一
九
四

〇
年
]
)。

(5
)

『
大
清
律
例
通
行
』
巻
五
、
「処
決
叛
軍
」
律
。

(6
)

逃
兵
に
関
し
て
は
、
例
え
ば

「署
理
貴
州
巡
撫
良
卿
奏
報
拏
獲
逃
兵
審
明

正
法
摺
」

(『宮
中
襠
乾
隆
朝
奏
摺
』
[国
立
故
宮
博
物
院
、

一
九
八
二
～
一
九

八
八
年

。
以
下

『乾
奏
』
と
省
略
]

二
十

九
輯

八
六

二
頁
、
乾
隆

三
十

三
年

三

月

五
日
)
を
参

照
。
兵
丁
行
兇

に
関

し
て
は
、
例

え
ば

「両
広
総
督
李
侍
尭
奏

報
辧

理
広
東
提
標
解

馬
兵
丁
殴
跼
斃

民
人
験

明
正
法
情
形
摺
」

(『乾
奏
』

三
十

二
輯

六
八
八
頁

、
乾
隆
三
十
三
年
十

二
月

一
日
)
を
参
照
。

(7
)

「
両
広
総
督
楊
琳

等
奏
報

発
落

盗
犯
名

数
日
期
摺
」

(
『雍

正
朝
漢

文
〓

批

奏
摺
彙

編
』
[江

蘇
古
籍
出

版
社
、

一
九

八
六
年
。
以

下

『雍

奏
』
と
省

略
]

一
冊
五

「
九
、
雍

正
元
年

七
月
九
日
)。

(8
)

「広

西
巡
撫
孔
毓
殉

奏
報
剿
辧

雛
容
県

属
不
法
僮

民
縁
由
摺
」

(『雍

奏
』

一
冊
六
〇

二
、
雍
正
元
年

七
月

二
十
九
日
)。

(
9
)

「福
建
台
湾

総
兵
陳
倫

烱
奏
報
審

辧
陳

三
奇

等
謀
攻

鳳
山
県
治
摺

」

(『雍

奏
』
九
冊
三
五
三
、
瘧
正

五
年
閏

三
月
十
七
日
)。

(
10
)

「雲
南
総
督

鄂
爾
泰

奏
報
審
辮
鎮
〓

地
方
叛

逆
首
悪

縁
由
摺
」

(『雍
奏
』

九

冊
五
九
六
、
雍
正
五
年

五
月
十

日
)。

(
1
1)

『乾
隆
朝
上
諭
襠
』

[襠
案
出
版
社

、

一
九
九

一
年
。
以
下

『上
諭
』

と
省

略
]

乾
隆
二
十
六
年
四
月
五
日

(三
冊

一
七
二
八
)。

(12
)

「登
莱
巡
撫
朱

国
柱
掲
報

叛
逆
正
法
日
期
」

(『明
清
襠
案
』

[中
央
研
究
院

歴
史
語

言
研
究
所
、

一
九

八
六
～

一
九
九

五
年
]

A
六
―

七
十
六
、
順
治

四
年

八
月
)
、
「宣

府
巡
撫
馮
聖
兆
掲
報
重
犯
処
絞

日
期

」

(『明
清
襠
案
』
A
十

二

―
五
十

八
、

順
治
七
年

十

一
月
十

一
日
)

な
ど
。

(13
)

康
煕
期

に
関

し

て
、
雍
正
三
年

の
福
州
将

軍

の
奏
摺

の
中

で
、
旗
員

の
不

法

に
対

し
て
康
熙
帝

が

「
以
後
如
有
這
様
犯
法
之

人
、
侮
即
請
出
王
命
、
将
為

首
的
人
、
不
論
官
兵

、
即
行
正
法
」
と

い
う
諭
旨

を
下
し
て

い
た

こ
と

に
言
及

'
し

て
い
る

(「福

州
将
軍
宜

兆
熊
奏
請

厳
処
不
法
旗

員
張
景
摺

」

[『雍
奏
』

四

冊
五
七
九
、
雍
正

三
年

四
月
四
日
]
)。

(14
)

「
両
広
総

督
楊
琳
等
奏

陳
獲
盗
情

形
並
擬

為
首
正
法

為
従
割
断
懶

筋
摺
」

(「雍
奏
』

一
冊

一
六
七
、
雍
正
元
年

四
月

二
日
)。

75



(15
)

註

7
所
掲
史
料
。

(16
)

楊

琳
は
康
煕
六
十

年

に
起
き

た
月
餉
が

強
奪

さ
れ
た
事
件

で
、
「奴
才
会

商
巡
撫

・
提
督
、
将
盗
首
尽
法
処
治
、
余

倶
挑
断
懶
筋
」

と
い
う
処
罰

を
行

っ

て

い
る

(「両
広
総

督
楊
琳
奏

報
潮
洲
余
応

茂
糾
党
拝

盟
並
英
船

等
到
粤
摺

」

[『康
煕
朝
漢
文

殊
批
奏
摺
彙
編
』
<
襠

案
出
版
社
、

一
九

八
四
～

八
五
年
>

八

冊
二
九

四
三
、
康

煕
六
十

年
七
月

二
十
日
]
)。

「尽
法
処

治
」
が
恭
請

王
命

で

あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
今

回
提

案
し
た
方
法

は
、
康
煕
期

に
行

っ
た
方
法
と
全
く

同
じ
と
な

る
。

(17
)

「
両
広
総

督
孔
毓
殉
奏
拏
獲
積
盗
審

明
正
法
摺
」

(『雍
奏
』

三
冊

二

一
二
、

雍
正
二
年
七
月
九
日
)
。

(
18
)

こ

の
箇
所

は
殊
批
原

文
で
補
足
さ
れ

て
い
る
部
分

で
あ
る
。

(19
)

「宜
」
字

は
殊
批
原
文

で
は
判
読
不
能

で
あ

る
が
、

『殊
批
諭
旨
』

三
冊
、

孔
毓
殉

奏

(雍
正

二
年

七
月
九
日
)

で
は
こ
の
箇
所
が

「
則
当
権
宜
為
之
」

と

な

っ
て

い
る
こ
と

か
ら
、

こ

の
字

を
補

っ
た
。

(20
)

杖
斃
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「杖
斃
考
-

清
代
中
期
死
刑
案
件
処
理
の

考
察
―

」

(『中
国
―

社
会
と
文
化
』
十
七
号

、
二
〇
〇

二
年
)

を
参
照
。

(21
)

「
貴
州
巡
撫

毛
文
銓
奏

遵
諭
整
飭

地
方
吏

治
武
備
摺

」

(『雍
奏
』

三
冊
三

七

一
、
雍

正

二
年

八
月

二
十

八
日
)
。

こ
の
他
、
雍

正

四
年

の
台
湾

の

「招

誘

奸
夥
、
謀
於

拾
壱

月
貳
拾
伍
夜
攻
搶
鳳

山
県
治
」
と

い
う
事
件

で
は
、
台
湾
鎮

総
兵
が

「査

其
確

実
情
罪
、
果
係
倡
謀

為
首
之
陳
三
奇

一
犯

…
請
出

王
命
、
当

衆
暁
諭
、

斬
首
梟
示
。
其
為
従
情
重
林

居

・
黄
允

・
黄
萬

三
犯

、
当
衆
杖
斃
」

と
、
首

犯
を
恭
請
王
命

に
、
従
犯

を
杖
斃

に
し

て
い
る

(註

9
所
掲
史
料
)。

(22
)

題

本
と
奏
摺

に
関

し
て
は
、
例

え
ぽ
宮
崎
市
定

『雍
正
帝
―

中
国

の
独

裁

君
主
―

』

(岩
波
新

書
、

一
九

五
〇
年

[の
ち

『宮
崎
市
定

全
集

』
十

四

巻
、
岩

波
書
店
、
一

九
九

一
年

に
収

録
]
)
な
ど
を
参
照
。

(23
)

註
19
所
掲

『殊
批
諭
旨
』

で
は

「補
奏
」
を

「補

題
」
と
言

い
替
え

て
い

る
。

(24
)

『雍
奏
』
で
は
、
註
21
所
掲

の
台
湾
の
事
例
の
他
、
雍
正
五
年
の
雲
南
で

改
土
帰
流
に
抵
抗
し
た
者
の
中
、
「痩
斃
」
の
危
険
性
が
あ
る
六
名
を
恭
請
王

命
に
し
て
い
る

(註
10
所
掲
史
料
)
。
『乾
奏
』
で
は
、
後
述
の
乾
隆
二
十
六
年

諭
旨
以
前

に
お
い
て
は
、
〓
浙
総
督
が
叛
逆
犯
を
恭
請
王
命
に
し
た
こ
と
を
報

告
す
る
乾
隆
十
八
年

の
潭
州
総
兵

の
奏
摺

(「福
建
潭
州
総
兵
官
馬
大
用
奏
報

自
京
回
任
沿
途
所
見
雨
雪
及
回
任
拿
匪
縁
由
摺
」
[『乾
奏
』
四
輯
七
五

一
頁
、

乾
隆
十
八
年
三
月
二
日
]
)
と
註
36
所
掲
の
事
例

の
み
で
あ
る
。

(25
)

「河
東
河
道
総
督
白
鐘
山
奏
報
拏
獲
妄
言
禍
福
之
劉
徳
照
縁
由
摺
」
(『乾

奏
』
十
四
輯

一
二
三
頁
、
乾
隆
二
十

一
年
四
月
四
日
)
。

(26
)

『上
諭
』
乾
隆
二
十

一
年
四
月
二
十
五
日

(二
冊
三
六
四
〇
)
。

(27
)

「安
徽
巡
撫
衛
哲
治
奏
報
密
辧
査
拏
李
捷
三
等
逆
犯
摺
」
(『乾
奏
』
八
輯

五
二
〇
頁
、
乾
隆
十
九
年
五
月
十
七
日
)
、
「湖
南
巡
撫
胡
宝
壕
奏
覆
奉
到
上
諭

愚
民
〓
張
為
幻
不
必
抄
写
逆
詞
摺
」
(『乾
奏
』
九
輯
三
三
七
頁
、
乾
隆
十
九
年

八
月
十
四
日
)
を
参
照
。
両
者
と
も
事
件
に
直
接
関
係
す
る
奏
摺
で
は
な
い
た

め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
者
は
広
東
省
で
大
逆
不
道
の
語
が
書
か
れ
た
禀

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
、
後
者
は
こ
の
事
件
の
犯
罪
者
を

「
奏
明
照
例

杖
斃
」
と
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
諭
旨
を
掲
載
し
て
い
る
。

(
28
)

各
省
督
撫
に
宛
て
た
諭
旨
で
は

「
〓遇
有
此
等
案
件
、
倶
宜
加
意
推
勘
、

俾
情
罪
允
符
、
明
正
顕
戮
。
毋
得
漫
以
杖
斃
完
結
」
(例
・兄
ば

「江
西
巡
撫
胡

宝
腺
奏
為
奉
諭
嗣
後
獲
妖
言
犯
将
捜
出
逆
詞
原
本
進
呈
欽
遵
摺
」
[『乾
奏
』
十

四
冊
五
三
〇
頁
、
乾
隆
二
十

一
年
五
月
二
十
九
日
]
)
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

諭
旨
を
踏
ま
え
て
奏
請
す
る
杖
斃
を
容
認
し
た
と
見
ら
れ
る
事
例

(「
署
両
江

総
督
尹
継
善
奏
請
将
妖
言
惑
衆
之
左
必
臣
杖
斃
並
査
禁
銷
燬
朔
書
摺
」
[『乾

奏
』
十
四
輯
六
五
三
頁
、
乾
隆
二
十

一
年
六
月
十
八
日
])
も
存
在
す
る
。

(29
)

註
20
所
掲
拙
稿
参
照
。
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恭請王命考

(30
)

張
保
太

の
大
乗
教

に

つ
い
て
は
、
鈴
木
中
正

「清
中
期
雲
南

張
保
太

の
大

乗
教
」

(『東
洋
史
研
究

』
三
十

六
巻
四
号
、
一

九
七
七
年
)

を
参

照
。

(31
)

『上
諭
』
乾
隆
十

一
年
七
月

二
十

六
日

(二
冊
四
八

八
)。

(32
)

那
思
陸

『清
代
中
央

司
法
審

判
制
度
』

(文
史
哲

出
版
社
、

一
九
九

二
年

)、

二
〇

二
～

二
〇

六
頁

。

(33
)

例

え
ば

「浙
江

巡
撫
王
亶
望

奏
報
本

省
新

旧
命
盗

各
案

已
未

審
結
件

数

事
」

(『乾
奏
』

四
十

一
輯
七
三
二
頁
、
乾
隆
四
十
三
年
正
月

二
十

一
日
)
で
は
、

「窃
照
、
定
例

『毎

届
年

底
、
督
撫
将
該
省
審
理
命
盗
各
案
、
分

別
上
年
旧
案

及
本
年
新
事
、
已

完

・
未
完
各
数
目
、
開
列
清
単
、
恭
呈
御
覧
』

等
因
、
遵
照

在
案
。
…
臣
査
、
浙
江
省

乾
隆

四
十

二
年
…
又
已
経
審
明
奏
結

、
胡
挺

三
等

殴

官
拒
捕
、

及
拿
獲
逃
遣

劉
洪
正
法

等
共

二
案
」

と
あ
る

よ
う

に
、
「奏

結
」
案

件

の

一
つ
と

し

て

「胡
挺

三
等

殴
官
拒

捕
」
を
挙
げ

て

い
る
。

こ

の
案
件

は

「浙
江
巡
撫

三
宝
奏
覆
審
辧
〓

民
胡
挺

三
等
抗
租
糾
衆
拒
捕
殴
官
案

事
」

(『乾

奏
』
三
十
七
輯

四
五

八
頁

、
乾
隆

四
十
二
年
正
月
八
日
)
と

い
う
奏
摺

で
扱

わ

れ

て
い
る
も

の
で
、
首
犯

の
胡
挺

三
等
を
恭
請
王
命
と

し
た
他
、
従
犯

を
絞

立

決
あ

る
い
は

「発
往
伊
犂
等
処
給
与

種
地
兵
丁
為
奴
」

な
ど

と
定
擬

し
て
上
奏

し
、
「三
法
司
核
擬
速
奏

」
と

い
う
殊
批
が
与
え

ら
れ

て

い
る
。

な
お
こ
う
し
た

「奏
結
」

の
用
法

で
、
管

見

の
限
り
、
最
も
早
期

の
も
の
と

し

て

「
浙
江
巡
撫
熊
学
鵬
奏
報
審

理
已
完
未
完

命
盗
各
案
数
摺
」

(『乾
奏
』

二

十
九
輯

八
五
九
頁
、
乾
隆
三
十
三
年

三
月

四
日
)
が

あ
る
。

(34
)

光

緒

『大
清
会
典

事
例
』
巻

七
七

一
、
「
激
変
良

民
」
律
、

乾
隆

十
三
年

歴
年
事
例

。

(35
)

『大
清
律
例
通
行
』
巻
十

九
、
「激
変
良
民
」
律
。

(36
)

こ
の
条
例

を
適

用
し
た
事
例
を
見

る
と
、
例

え
ば

乾
隆
二
十
年
十

二
月

の

湖
北
省

の
事

件
で
は
、
首
犯
は
自
殺

し
た
も
の

の
、

従
犯

の
張
福
西
が

「同
謀

糾
約
、
且

又
喝
令
殴
官

、
実
属
同
悪
相
済
、
与
為
首
者
無

異
。
亦
応
擬
斬
立
決

刺
字
、
照
例

先
行
正
法
」

と
し

て
、

「臣
等
恭

請
王
命
旗
牌

、
将
同
悪
相

済
之

張
福
西

.
犯
、
已
於

三
月
初

八
日
、
押
赴
市
曹
処
斬

正
法
訖

」
と
さ
れ

て
い
る

(「署

湖
広

総
督
碩
色

奏
為

聚
衆

殴
官

之
案
審
明

正
法
摺
」

(『乾

奏
』
十
三
輯

八
四
二
頁
、
乾
隆

二
十

「
年

三
月
九
日
)。

(
37
)

註

11
所
掲
史
料
。

(38
)

『上
諭
』

乾
隆
四
十
三
年

二
月

二
十

三
日

(八
冊
二
四
七
四
)
。

(
39
)

「杖
斃

示
衆
」

(註

20
所
掲

拙
稿

一
五

一
頁
所

引
史

料
)、

「当
衆

杖

斃
」

(同
前

一
五
四
頁
所
引
史
料
)

な
ど
は
杖
斃

の
史
料

で
よ
く
用

い
ら
れ
る
表
現

で
あ
る
。

(
40
)

例

え
ば

「山

西
巡
撫

明
徳

奏
報

隰
州

民
棍
殴

義

父
致

死
情
形
摺

」

(『乾

奏
』

十
七
輯
二

一
二
頁
、
乾
隆

二
十

八
年
三
月
十
六
日
)
。

(
41
)

県
が
親
勘
す

る
の
み
の
事
例

と
し
て
、
例
え
ば

「湖
南
巡
撫
陳

弘
謀

奏
報

将

弑
母
之
瘋
漢
処
死
情
形
摺
」

(『
乾
奏
』
十
七
輯
三
〇
三
頁
、
乾

隆
二
十

八
年

三
月

二
十

八
日
)
。
府
が
親

勘
す

る
事

例

と
し
て
、
例
え
ぽ

「
四
川
総
督
開

泰

奏
報
審

擬
西
充
県
民
傷
斃
其
母
案
摺

」

(『乾
奏
』
十
七
輯

一
五
〇
頁

、
乾

隆
二

十

八
年

三
月
八
日
)。

(42
)

「両
広
総
督
蘇
昌
奏

報
正
兇
誣

陥
屍

子
県
令

昏
庸
妄

聴
経
審

明
分
別
参
究

摺
」

(『乾
奏
』
二
十
輯

四
四
六
頁
、
乾

隆
二
十
九
年

一
月
三
十

日
)。

(43
)

光
緒

『大
清
会

典
事
例
』
巻

八
○
○
、

「謀
殺
祖

父
母

父
母
」
律
、
乾

隆

二
十
九
年

歴
年
事

例
。

(44
)

し
か
も
、
註
46
お

よ
び
註

68
所
掲
史
料

か
ら
す

る
と
、
逆
倫
案
件

で

の
恭

請

王
命

の
定
例

化
は
増
加

の
直
接

の
契

機
と
も
な

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

(45
)

例

え
ば

『乾

奏
』

で
恭
請
王
命

に
言
及

す
る
奏
摺

(従

っ
て
恭
請

王
命

の

案
件
数

と
は
必
ず

し
も

一
致

し
な

い
)

は
、
著

者
が
数
え

た
限

り
五
〇
〇
件

以

上
あ

る
が

、
そ

の
内
、
乾
隆
三
十
年

以
降

の
奏
摺
が
九
割
以
上

を
占

め
、

乾
隆

四
十
年
以
降

で
も

八
割

近
く

に
達

す
る
。

『乾
奏
』

に
お
け
る
収
録

奏
摺

の
偏

77



差
を
考
慮
し

た
と
し
て
も
、
乾

隆
中
期
以
降

に
恭
請
王
命

の
事
例
が
増
加

し
た

と
は
言
え

る
で
あ

ろ
う
。

(
46
)

「貴
州

按
察
使
高
積

奏
請
定

兇
悪
犯
即
行

正
法

之
例

摺
」

(『乾
奏
』

三
十

輯
六
八
四
頁
、
乾
隆

三
十

三
年

五
月
二
十

一
日
)。

(
47
)

「荘
有
恭

奏
為
審
擬

洋
盗
在

洋
肆
劫
並
殺

害
多
命
案

情
形
摺
」

(『乾

奏
』

二
十

四
輯
八
〇
七
頁
、
乾
隆

三
十
年

五
月
十
二
日
)。

(
48
)

「荘
有
恭

奏
為
遵
旨

速
審
洋
盗

肆
行
劫
掠

案
完
結
摺
」

(『乾
奏
』

二
十

四

輯

八
一

八
頁

、
乾
隆
三
十
年
五
月
十

二
日
)。

(
49
)

「両
広
総
督
覚
羅

巴
延

三
奏

報
審
辧
広

東
石
城

県
民
梁
英
挟

嫌
殺
死

四
命

案
事

」
(
『乾

奏
』
五
十

一
輯
六

二
二
頁
、
乾
隆
四
十
七
年
五
月

二
日
)
。

(50
)

「広
東
巡
撫
図

薩
布
奏

報
盗
匪
在

逃
復
傷
斃

人
命
並
拏

獲
正
法
事
」

(
『乾

奏
』
六
十
五
輯

五
八
四
頁
、
乾
隆
五
十

二
年

九
月
十
八
日
)
。

(51
)

「
湖
南
巡
撫

伊
星
阿

奏
為
審
明

伐
殺
多
命

之
兇
徒
査

辮
摺
」

(『乾
奏

』
五

十
五
輯

四
七

八
頁

、
乾
隆
四
十

八
年

三
月

二
十
四
日
)。

(52
)

註

49
所
掲
史
料

。

(53
)

「
河
南

巡
撫
阿

思
哈
奏

為
奸
僧
兇

殺
三
命
速

正
典
刑
摺

」

(『乾
奏
』

二
十

七
輯
三
一
三

頁
、
乾

隆
三
十

二
年
七
月
十

五
日
)。

(54
)

「
江
西
巡
撫
鄰

碩
奏
為

審
擬
楽
安

県
民
聚
衆

殴
官
案
情

形
摺
」

(『乾

奏
』

四
十
七
輯
一
三

八
頁
、
乾
隆
四
十

四
年

三
月
十

三
日
)。

(55
)

道
光
末

年

の
漢
回
紛

争

に

つ
い

て
は
、
例

え
ば

安
藤

潤

一
郎

「
清
代
嘉

慶

・
道
光
年
間

の
雲
南

省
西
部

に
お
け

る
漢

回
対
立
―

『雲
南
回
民
起
義
』

の
背
景

に
関
す

る

「
考
察
―

」

(『史
学
雑
誌

』

「
一
一
編

八
号
、

二
〇

〇
二

年
)
を
参
照
。

(
56
)

「
〓
辧

保
山
案
件
起
程

日
期
摺

」

(『林
則
徐
集

・
奏
稿
』

下

[中
華
書
局
、

一
九
六
五
年
<
一

九

八
五
年

重
印
。
引
用

は
後
者

に
よ
る
>
]、
五

一
六
、
道

光

二
十

八
年
正
月
十

三
日
)。

(57
)

「生
擒

彌
渡
回
衆
審

明
定
擬
摺

」

(『林

則
徐
集

・
奏
稿
」
下
、

五

一
八
、

道
光

二
十

八
年

二
月
十

二
日
)。

(58
)

た
だ
し
恭
請
王
命

の
諸
事
例

を
検
討
す

る
と
、
督
撫

ま

で
解
審
さ
れ
な

い

事
例

も
極

め
て
稀
な
が
ら
存
在

し
て
い
る

(例

え
ば

「
四
川
総
督
保
寧
奏
為
拏

獲
狸

塘
夾
〓

審
明
即
於
該
処
正
法
摺
」

[
『乾

奏
』
六
十
三
輯

二
三
三
頁
、
乾
隆

五
十

二
年

二
月
一

日
]
)。

(59
)

「
〓
浙
総
督

常
青
等

奏
報
拏
獲
盗

匪
首
夥
多

犯
事
」

(『乾
奏
』

六
十

二
輯

二
六
七
頁
、

乾
隆
五
十
一

年
十

{
月
十
五

日
)。

(60
)

『上
諭
』
乾
隆

五
十

一
年
十
二
月
三
日

(十

三
冊
一

四
九
〇

)。

こ
の
諭
旨

を
受
け
て
首

犯
と
要
犯

の
二
名

を
恭

請
王
命

に
し

て
い
る

(「
〓
浙
総

督
常
青

奏
報
拏
獲

之
盗
匪
陳
薦
等
解
省
審
瓣
正
法
事

」
[
『乾
奏
』
六
十

二
輯
六
九

八
頁
、

乾
隆

五
十
一

年

十

二
月

二
十

二
日
]
)。

(61
)

「署
湖
広
総
督
伊

星
阿
奏
報
査

辧
湖
北

咸
豊
県

民
家

遭
川

民
皮

恒
太
等
焚

搶
案

事
」

(『乾
奏
』
五
十
九
輯

六
三
〇
頁

、
乾
隆
四
十
九
年
三
月
三
十
日
)
。

(62
)

『上
諭
』
乾
隆

四
十

九
年
閏
三
月
十

二
日

(十

二
冊
二
二
六
)。

(63
)

註
49
所
掲
史
料
。
な

お
、
台
湾

の
械
闘
事

件
で
総
兵
が
恭
請
王
命

に
し
た

こ
と
を
報

告
す
る
奏
摺

の
中

で

「奏
請
勅

部
議
覆

施
行
」
と

い
う
文
言
が
あ

っ

た
こ
と
に
対
し

て
、
「今

既
経
拏

獲
、
該
鎮
等
業

已
恭
請

王
命

、
将
侯
愈
正
法
。

不
過

奏
聞
交

該
部

照
例

存
案
、
無

可
核
辧
。
」
と

い
う
諭

旨
を
下

し
て

い
る
よ

う
に

(『上
諭
』
乾
隆

四
十
九
年

四
月

二
十
五
日
、

[十

二
冊
三

八
三
]
)、
恭
請

王
命

を
報

告
す
る
奏
摺
は
、
皇
帝
が
閲
覧

し
た
後
、
そ

の
内
容
を
刑
部

で

フ
ァ

イ
リ

ン
グ
す

る
の
み
で
あ

っ
た
。

(64
)

註
48
所
掲
史
料
。

(65
)

『上
諭
』
乾
隆

五
十

三
年
十
一

月
十
三
日

(十

四
冊

「
五
四
八
)。

(66
)

「広
西
巡
撫
孫
永
清
奏

報
審

辧
越
獄
之
監
犯
並
将
知

県
丁
雲

銘
等
革
職
事
」

(『乾
奏
』

六
十

七
輯

三
八
〇
頁

、
乾
隆
五
十
三
年

二
月

二
十

日
)。



恭請王命考

(67
)

『上
諭

』
乾
隆
五
十
三
年
三
月
七
日

(十

四
冊

五
四
七
)。

(68
)

『上
諭
』
乾
隆
三
十
九
年
七
月
十

日

(七
冊

一
七
六
一

)。

(69
)

「貴

州
巡
撫
韋
謙
恒
奏
覆
審
辧
余
形
等
謀
殺
期
親
尊

長
命
案
事
」

(『乾
奏
』

三
十
六
輯
一
六
一

頁
、
乾
隆

三
十
九
年
七
月

二
十
三
日
)
。

(70
)

『上
諭
』
乾
隆
五
十
五
年
十
一

月

二
十

六
日

(十

六
冊
一

一
四
)。

(71
)

『大

清
律
例
按
語
根
源
』
巻
五
十

六
、

「殺
一

家

三
人
」
律
。

(72
)

ま

た
乾
隆

五
十

三
年
諭
旨

で
叱
責

の
対
象
と
な

っ
た
広
西
巡
撫

に
よ
る
越

獄
犯

に
対
す

る
恭
請

王
命

は
、
高
遠
拓

児
氏

に
よ

る
と
、
乾
隆

四
十

八
年
、
逃

走
犯

に
対
す

る
即
決
傾
向
が
強

ま

っ
て

い
た
時
期

に
出
さ
れ

た
、
威
嚇
効
果

を

目
的

に

「越
獄
之
犯
於
拏
獲
後
立

即
正
法
」

を
囚
人

に
周
知

せ
し
め
る
こ
と
を

命
じ

る
諭
旨
内

で
、
反
獄

に
よ
る
逃
走

と
越

獄

に
よ

る
逃
走
を
明
確

に
区
別

し

て

い
な

か
っ
た

こ
と

に
一
因
が
あ

る
と
す
る

(高
遠

拓
児

「清
朝

の
監
獄
と
越

獄
・

反
獄
―

乾
隆
後

半
期

の
事
例

を
中

心
と

し

て
―

」

[
『菊

池

英
夫
教

授

.
山
崎
利
男
教
授
古
稀
記
念

ア
ジ
ア
史
論
叢
』

刀
水

書
房

、
二
〇
〇
〇
年
]
)。

(
73
)

例
え
ば

乾
隆

二
十

八
～
三
十
九
年

の
奏
摺

で
言

及
さ
れ
る
恭
請
王
命

お
よ

び
令
箭

で
、
遣

犯
脱
逃
と
兵
丁
不
法

(脱
逃

や
行
兇

な
ど
V
を
除

い
た
四
十
三

件

の
中

、
三
十

一
件
が
逆
倫

で
あ
り
、
当
時
定
例
化

さ
れ
た
逆
倫

で
の
恭
請
王

命
が
過
半

を
占

め
て

い
た
こ
と
が
確
認

で
き

る
。(

74
)

『上
諭
』

乾
隆
五
十
三
年

三
月
十

四
日

(十
四
冊
五
五
四
)
。

(75
)

『大
清

律
例
増
修
統
纂
集
成
』
巻

三
十

七
、

「断
罪
引
律
令
」
律

、
上
欄
附

件

(註

1
所
掲

滋
賀

『清

代
中

国

の
法

と
裁

判
』
四
十

三
頁
註

七

十

}
で
言

及
)。

こ
の
議
准

は
光
緒

『大
清
会
典
事
例
』
巻

八
五
〇

、
「有
司
決

囚
等
第

」

律
、
道

光

二
十
四
年
歴
年
事
例

に
も
抄
録

さ
れ

て
い
る
が
、
語
句

に
誤

り
が
あ

る
。

(76
)

な
お
権

宜
的

な
恭
請
王
命
を
容
認

す
る
こ
と

に
関
し

て
は
、
乾
隆

五
十

三

年

の
諭

旨

に

「前
経
降
旨
通
諭
各
督
撫

、
以
外
省
審
辧
案
件
、
如
実
係
情
罪
重

大

、
応
決
不
待
時
者
、
自
当
照
例

恭
請
王
命
正
法
。
其
尋
常
問
擬

斬
絞

之
犯
、

即
例
応
立

決
、
亦
応
俟
接

到
部
覆
、
再

行
処
決
。
」
と

い
う
言
及
が
あ

り
、
少

な
く
と
も
こ

の
時
期

ま
で
に
そ
れ
を
容
認
す

る
諭
旨
が
下

さ
れ
て

い
た
こ
と
が

確

認

で
き
る

(『
上
諭
』

乾
隆
五
十
三
年

五
月

一
日

[十
四
冊
七
一

八
]
)
。

(77
)

註

53
所

掲
史
料
。

(78
)

「閾
浙
総
督
李
侍

尭
奏
為

審
明
搶

奪
拒

捕
傷
兵

之
犯
分
別
辧

理
摺
」

(『乾

奏
』

六
十

四
輯

四
八
五
頁
、
乾
隆
五
十

二
年

五
月

二
十
五
日
)。

(79
)

な
お

「周

思
仍

巣
首
示
衆
」
と
周
思

の
み
梟
首

さ
れ

て
い
る
が
、

こ
れ

は

首
犯

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(80
)

例

え
ば
註

49
所
掲

史
料

。

(81
)

註

67
所
掲
史
料

。

(82
)

一
例
と

し
て
曾

国
藩

の

「審
案
局
」

に
お
け

る
恭
請

王
命

が
挙
げ
ら
れ

る

(「厳

辧
土
匪
以
靖
地
方
摺
」

[『曾

国
藩

全
集
』
<
岳

麓
書
社

、

一
九
八
七
年

>

奏
稿

一
、
○
〇

一
七
、

咸
豊

三
年

二
月
十

二
日
]

な
ど
を
参

照
)。

(83
)

殺

一
家

三
人

に

つ
い
て
は
、
例
え
ば

「光
緒

二
十

八
年

四
月
廿
八
日
河
南

巡
撫
兼
管

河
工
事
務

錫
良
褶
」

(『光
緒

朝
殊
批

奏
摺
』

[中

華
書
局
、

一
九
九

六
年
]

.
〇

七
輯
五

〇
九
)。
逆

倫

に

つ
い
て

は
、
例

え
ば

「光
緒

二
十

八
年

五
月
十
九
日
新
授
熱
河
都
統
河
南

巡
撫
兼
管
河
工
事
務
錫
良
摺

」

(『光
緒

朝
殊

批
奏
摺
』

一
〇
七
輯

五
二
四
)
。

(
84
)

註
1
所
掲
滋
賀

『清
代
中

国

の
法
と
裁
判
』
七
十

四
～

八
十
頁

。

(85
)

清
初

の
江
南
統

治
を
検
討

し
た
岸
本
美

緒
氏

は
、
「巡
撫

・
按
察
使

が
着

任

早
々

に
ま
ず
数
人

の
者
を
捕

え
、
四
〇
回

の
杖
打
を
加
え

る
こ
と
を

「迎
風

板
」

と

い

っ
た
。
あ

る
い
は
首

か
せ
を
は
め
、
あ

る
い
は
追
放

し
、
あ
る

い
は

杖

殺
し

て
、
以

て
風
力

を
誇

示

し
た

の

で
あ

る
」
と

い
う
風

習
を
紹

介
す

る

(岸
本
美
緒

『明
清
交
替
と
江
南
社
会
』

[東
京
大
学
出

版
会
、

「
九
九
九
年
]

第

六
章

「
清
初

松
江
府
社
会
と
地
方
官

た
ち
」)
。
雍
正
期

の
恭
請

王
命

や
杖
斃
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か
ら
も
清
朝
支

配

の
成
立
過
程

で
行

わ
れ
た

「
迎
風
板
」
的
要
素
を
見
出

せ
る

こ
と
は
、
当
時

の
司
法
制
度

の
様
態

を
考
え
る
上

で
示
唆
的

で
あ

る
。

(
86
)

酌

帰
簡
易
条
款

や
詳
結

に
関

し
て
は
、

拙
稿

「詳
結
―

清
代
中
期

に
お

け
る
軽

度
命
盗
案
件
処
理
」

(『法
学
』

六
十
三
巻
四
号
、

一
九
九
九
年
)

を
参

照
。
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A Study of Gongqing Wangming (‹±•¿‰¤–½): 
"Expedience (Œ ‹X)" and "Establishment (’è—á)" 

in Capital punishment procedure during

 the Qing (•´) China

by Hidemitsu SUZUKI

•œ key words: Gongqing Wangming, capital punishment, criminal 

procedure, bureaucracy, system

Gongqing Wangming is a kind of capital punishment procedure for 

Governors-general and Governors (“Â••) without getting emperor's 

sanction by using Wangming Qipai (‰¤–½Šø”v). It can bethought to come 

from the expedient measure in military affairs.

In the Yongzheng (è´•³) era, it was the expedient measure for 

capital cases which was chosen to hasten the execution of the death 

penalty. However, it was only the method accepted with the limitation 

after troublesome procedure, which was possible to impose a serious 

punishment in comparison with the Cane punishment (R) of the same 

time.
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In the early Qianlong (Š£—²) era, the emperor made Governors-

general and Governors use properly the Cane punishment and the capital 

punishment by the statute law to impose a punishment corresponding to 

the crime. So they had to grope for the new method in the case using the 

Cane punishment to hasten the execution of the death penalty. As coping 

with this situation, some methods to hasten the execution of the death 

penalty were groped on each step of capital punishment procedure. One 

of them was an Imperial ordinance at 1761 and 1764 that establishes to 

use Gongqing Wangming in the case of murdering parents or grand-

parents. It was established as the method to impose quickly the capital 

punishment by the statute law.

After the mid-Qianlong era, the case of Gongqing Wangming in-

creased since establishing to use it in the case of murdering parents or 

grandparents. On the one hand the emperor and the government officials 

worked for establishing in advance, on the other hand they used it as the 

expedient measure. Occasionally, the established method was born of 

such practice. These were activities about an aptitude for procedure in 

the whole of the bureaucracy system, and establishing was the process 

that took root of those in the fixed method. "The system" of Gongqing 

Wangming was established by repeating trial and error with an uncertain 

limit during the historical change, as the form that it didn't contend 

gradually for the kernel. There is a feature in holding fluidity in system 

at all time.

The function of difference in punishment by the elements of proce-

dure was produced from the increase and establishment of Gongqing 

Wangming after the mid-Qianlong era, and contributed to making it 

stabilize an established method. As the stability of established method 

rose from such an interaction, the expedient function to hasten the 

execution of the death penalty changed into the function of difference in 

punishment in the established method of Gongqing Wangming. One of the 

reasons why Gongqing Wangming became to be used only in the part of 

establishment at the end of Qing dynasty is a decrease of the expedient 

function in "the system" of Gongqing Wangming.
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